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二

七　
「
合
衆
国
」
と
新
島
襄

八　

終
論　

Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
新
島
襄

一　

序
「
使
節
の
能
否
ハ
国
ノ
栄
辱
ニ
係
ル
…
外
交
内
治
前
途
ノ
大
業
其
成
否　

実
ニ
此
挙
ニ
在
リ
…
行
ケ
ヤ
海
ニ
火
輪
ヲ
転
シ　

陸
ニ

汽
車
ヲ
輾
ラ
シ　

万
里
馳
駆　

英
名
ヲ
四
方
ニ
宣
揚
シ
無
恙
帰
朝
ヲ
祈
ル
」

太
政
大
臣
・
三
条
実
美
の
送
別
の
辞
（
明
治
四
年
十
一
月
六
日
）
を
う
け
て
、
遣
米
欧
の
岩
倉
具
視
特
命
全
権
使
節
団
（
以
後
、
使

節
団
と
略
）
が
横
浜
を
解
纜
し
た
の
は
同
年
十
一
月
十
二
日
（
陽
暦
十
二
月
二
三
日
）
で
あ
る
。
使
節
団
の
目
的
は
各
国
と
の
通
商

条
約
等
の
改
正
の
予
備
交
渉
（
米
国
に
て
改
正
の
本
交
渉
を
な
さ
ん
と
し
て
大
失
態
を
来
た
し
た
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
）
と
、改

正
交
渉
を
進
め
る
に
要
す
る
内
政
改
革
の
た
め
の
西
欧
各
国
の
制
度
・
文
物
の
調
査
研
究
で
あ
る
事
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

構
成
員
は
特
命
全
権
大
使
・
岩
倉
具
視
右
大
臣
、
副
使
・
木
戸
孝
允
参
議
、
大
久
保
利
通
大
蔵
卿
、
伊
藤
博
文
工
部
大
輔
、
山
口
尚

芳
外
務
少
輔
。
こ
れ
ら
使
節
団
本
隊

9

9

の
事
務
局
と
も
い
う
べ
き
書
記
官
（
一
等
－
四
等
、一
等
書
記
官
に
は
田
辺
太
一
外
務
少
丞
、二

等
に
は
山
本
覚
馬
の
世
話
に
な
っ
た
小
松
済
治
外
務
省
七
等
出
仕
が
い
る
）
が
使
節
団
の
中
核
で
あ
る
。

そ
の
他
、
各
省
庁
の
分
野
に
つ
い
て
西
欧
各
国
の
制
度
等
を
調
査
す
る
理
事
官
（com

m
issioner

）
も
使
節
団
に
加
わ
り
、
後
に
、

そ
の
報
告
書
＝
『
理
事
功
程
』　

を
太
政
官
に
提
出
し
て
い
る
。
勿
論
、実
働
隊
と
し
て
各
省
庁
か
ら
多
く
の
随
行
員
（
随
行
）
が
加

わ
っ
て
の
事
で
あ
る
。
そ
れ
故
、『
理
事
功
程
』
は
八
種
類
存
在
す
る
。
他
に
視
察
官
に
よ
る
『
視
察
功
程
』
が
二
種
存
在
す
る
。
但
、

兵
部
省
の
『
理
事
功
程
』（
理
事
官
・
山
田
顕
義
陸
軍
少
将
兼
兵
部
大
丞
）
は
未
見
で
あ
る
（
大
久
保
利
謙
『
岩
倉
使
節
の
研
究
』



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

三

pp.
132
－
143
）。『
理
事
功
程
』
と
い
え
ば
文
部
省
刊
（
以
後
、こ
れ
を
『
功
程
』
と
略
記
）
を
指
す
程
に
文
部
省
の
も
の
は
浩
瀚
で
、日

本
の
教
育
制
度
確
立
の
資
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
使
節
団
の
総
員
は
四
六
人
或
は
、
四
八
人
と
か
五
一
名
と

も
い
わ
れ
て
い
て
確
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
大
久
保
p.

97
及
び
、『
米
欧
回
覧
実
記
』
一　

岩
波
文
庫
版　

p.

393
以
下
の
田
中

彰
解
説
参
照
）。
こ
れ
に
加
え
て
、
使
節
の
従
者
十
二
人
及
び
、
開
拓
使
派
遣
の
、
津
田
う
め
、
山
川
捨
松
等
五
人
の
女
子
を
含
む
留

学
生
（
私
費
生
を
含
む
）
五
九
人
（
一
説
で
は
四
九
人
）、
総
計
百
人
を
超
え
る
一
団
が
外
輪
船
・
ア
メ
リ
カ
号
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
に
向
っ
た
の
で
あ
る
（
出
港
時
の
総
員
数
は
一
〇
八
？
）。

文
部
（
省
）
理
事
官
・
田
中
不
二
麿
（
以
後
、
田
中
と
略
）
の
随
行
員
は
、
長
与
秉の

り

継つ
ぐ

（
専
斎
。
医
学
分
野
調
査
）、
中
島
永な

が
も
と元

（
英

語
が
で
き
る
）、
近
藤
鎮や

す
ぞ
う三

（
昌
綱
。
独
語
）、
今
村
和わ

ろ
う郎

（
仏
語
）、
内
村
良
蔵
（
英
語
）
の
五
人
で
、
途
中
、
米
国
か
ら
加
わ
っ
た

の
が
新
島
襄
（
以
後
、
新
島
と
略
。
随
行
辞
令
は
一明

治

五

八
七
二
年
三
月
十
七
日
付
。
待
遇
は
三
等
書
記
官
相
当
。
翌明

治
六年

一
月
辞
任
）
で

あ
る
（
後
述
参
照
）。

田
中
一
行
（
文
部
省
）
の
調
査
項
目
は
三
二
に
も
及
ぶ
幅
広
い
領
域
に
亘
っ
て
い
る
。
即
ち
、
文
部
関
係
の
法
規
・
組
織
・
給
与

か
ら
始
ま
っ
て
大
・
中
・
小
学
校
に
関
わ
る
殆
ど
全
て
の
事
項
。
博
物
府（

館
）　

図
書
庫（

館
）　

病
院
や
障
害
児
教
育　

貧
窮
児
施
設
等
の
諸

規
則
等
、
文
部
行
政
に
関
わ
る
事
全
般
で
あ
る
。
こ
の
結
実
が
『
功
程
』
で
、
内
容
の
殆
ど
が
各※

国
教
育
に
関
わ
る
文
献
、
特
に
教

育
法
規
の
訳
出
で
あ
る
（
漢
字
は
常
用
体
に
改
め
た
）。

本
稿
は
、
筆
者
の
知
り
得
た
訳テ

キ

ス

ト

出
原
本
（「
英
国
」
が
中
心
）
を
紹
介
す
る
が
、『
功
程
』
研
究
の
実
証
的
な
深
化
を
願
っ
て
の
事

で
あ
る
。

【
※
「
合
衆
国
」「
英
国
」「
仏
国
」「
白△

耳
義
国
」「
独（

ド
イ
ツ
）

乙
国
」「
和
蘭
国
」「
瑞
士
国
」「
嗹

△（
デ
ン
マ
ー
ク
）

国
」「
魯△

国
」
の
九
ケ
国
で
、
そ
の
う

ち
、
筆
者
の
施
し
た
△
印
の
三
ケ
国
は
、
付
帯
的
記
述
で
「
白
耳
義
国
」
に
は
、
田
中
は
視
察
に
は
行
っ
て
い
な
い
。】
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四

二　

田
中
不
二
麿
の
『
理
事
功
程
』
回
顧

右
に
つ
い
て
は
、
田
中
の
「
教
育
琑
談
」『
開
国
五
十
年
史
』
上
pp.

703
－
748
（
複
刻
版　

昭
和
四
五
年
原
書
房　

原
本
明
治
四
〇

年
）
の
中
で
「
理
事
官
の
海
外
派
遣
」
及
び
、「
結
論
」（
pp.

705
－
707
、
747
－
748
）
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
米
国
の
「
教
育
寮
長
官
ゼ※

ネ
ラ
ル
・
イ
ー
ト
ン
」（
註　

Com
m

issionerofBureauofEducation;JohnEaton

）
の
“
熱
心
な
教
導
に
負
う
事
が
多
か
っ

た
”
と
謝
意
を
述
べ
、続
け
て
「
当
時
留
学
生
富
田
鉄
之
助
予
が
為
に
能
く
通
訳
の
労
を
執
れ
り
、又
予
は
在
米
中
の
新
島
襄
氏
（
今

回
紹
介
す
る
「
談
話
」
の
中
に
新
島
の
名
は
出
て
こ
な
い
の
は
不
思
議
）
を
伴
ひ
て
米
国
諸
州
を
巡
視
し
、
転
じ
て
欧
土
に
航
行
し
、

各
国
の
教
育
制
度
を
探
討
し
、中
小
諸
種
の
学
校
を
視
察
せ
し
が
、其
益
す
る
所
の
も
の
亦
鮮
か
ら
ざ
り
き
」
と
記
し
、欧
洲
に
渡
っ

た
の
は
普
仏
戦
争
（
一
八
七
〇
年
七
月
－
七
一
年
一
月
）
の
直
後
の
一
八
七
二
年
で
あ
っ
た
が
（
七
月
十
六
－
二
十
日
迄
パ
リ
滞
在
）、

そ
の
戦
の
跡
を
見
、
両
国
の
教
育
を
比
べ
て
プ
ロ
シ
ア
（
孛（

プ
）国

）
の
「
…
教
育
の
完
備
普
及
せ
る
、
彼
此
同
日
の
論
に
あ
ら
ざ
る
を

認
取
せ
る
、
孛
国
に
在
り
て
は
、
村
落
の
児
童
も
皆
字
を
知
り
、
書
を
読
み
、
能
く
建
国
歴
史
の
要
領
を
解
し
、
特
に
忠
愛
の
情
に

富
み
、
其
用
意
周
到
な
る
、
隣
国
の
地
理
、
語
言
に
通
ぜ
り
。
宜
な
る
哉
一
旦
和
議
破
る
ゝ
の
日
、
百
万
の
貔（

ひ
き
ゅ
う
）＝
勇
士

貅
立
地
に
銃
を
執
り

剣
を
掲
げ
、
突
進
奮
闘
し
、
破
竹
の
勢
に
乗
じ
て
無
人
の
地
に
横
行
す
る
が
如
き
も
の
あ
る
こ
と
…
」
と
述
べ
て
プ
ロ
シ
ア
教
育
を

賛
美
し
て
い
る
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
永
眠
一
年
前
頃
の
執
筆
。
田
中
は
弘一

八
四
五

化
二
年
六
月
生
、
明一

九

〇

九

治
四
二
年
二
月
歿
）。

【
※brigadiergeneralbybrevet

＝
名
誉
准
将
】

今
回
紹
介
す
る
「
談
話
」
は
田
中
と
面
談
し
て
、
そ
の
談
話
を
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
木
喬た

か

任と
う

（
天一

八
三
二

保
三
年
三
月
－

明一

八

九

九

治
三
二
年
九
月
）
の
歿
後
、
そ
の
伝
記
を
出
す
た
め
に
大
木
に
関
す
る
事
歴
を
話
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
筆
記
し
た
も
の
で
、
明
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五

治
三
三
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
、
内
田
鉄
三
郎
と
い
う
、
大
木
家
に
出
入
し
て
い
て
、
喬
任
の
嗣
子
・
大
木
遠
吉
に
信
頼
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
内
田
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

内
田
鉄
三
郎
は
元一

八
六
四

治
元
年
十
二
月
生
の
旧
桑
名
藩
士
の
よ
う
で
、
明一

八

九

一

治
二
四
年
七
月
に
明
治
法
律
学
校
（
明
治
大
学
の
前
身
）
に

入
学
（
卒
業
、
退
学
年
等
は
不
詳
）
し
て
い
る
事
は
判
明
し
て
い
る
（
明
治
大
学
歴
史
編
纂
室
一
九
九
八
年
調
べ
）。

「
大
木
喬
任
伯
ニ
関
す
る
談
話
筆
記
」
は
、昭
和
十
四
年
五
月
の
鈴
木
安
蔵
氏
（
明一

九

〇

四

治
三
七
－
昭一

九

八

三

和
五
八
年
。
昭
和
を
代
表
す
る
憲

法
学
者
の
一
人
）
の
、
採
訪
記
録
に
よ
れ
ば
、
二
五
字
詰
、
十
二
行
の
青
罫
和
紙
に
墨
書
、
上
、
中
、
下
の
三
冊
よ
り
成
る
和
綴
本
、

と
あ
る
（
註　

上
・
一
九
五
枚
、
中
・
一
四
一
枚
、
下9

・
一
七
〇
枚
）。
田
中
の
「
談
話
」
は
、

「
田
中
子
爵
（
不
二
麿
）
閣
下
御
談
話
筆
記

（
明
治
三
十
四
年
十
一
月
九
日
訪
問
）

（
明
治
三
十
五
年
二
月
五
日
浄
書
）」

と
し
て
、「
下9

」
の
中
に
先
述
の
罫
紙
十
枚
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
の
中
で
『
功
程
』
に
関
す
る
部
分
の
紹
介
で
あ
る
。

（
一
部
前
略
）

理
事
功
程
之
事

コ
ノ
理
事
功
程
ト
云
フ
書
籍
ヲ
拙
者
ガ
西
洋
カ
ラ
帰
朝
ノ
後
五
六
冊
マ
テ
編
集
シ
タ
ト
申
シ
マ
シ
タ
ガ
、
サ
テ
其
ノ
理
事
功
程
ノ
義

ニ
就
キ
マ
シ
テ
ハ
、
最
初
カ
ラ
終
末
マ
テ
ノ
関
係
ヲ
一
通
リ
申
上
ゲ
子
バ
相
分
リ
マ
ス
マ
イ
ト
存
シ
マ
ス
レ
バ
概
略
ナ
ガ
ラ
申
シ
マ

ス
、
シ
テ
此
事
ニ
付
キ
テ
御
質
問
ガ
出
ヤ
ウ
ト
存
シ
マ
ス
ル
ガ
其
レ
ハ
御
尤
ノ
義
ニ
テ
勿
論
左
様
ア
ル
ベ
キ
義
デ
ア
ル
、
併
シ
成
ル

ベ
ク
丈
ケ
ハ
一
応
文
部
ノ
歴
史
ヤ
、
コ
ノ
理
事
功
程
ヲ
一
応
御
通
覧
ノ
上
ニ
テ
御
質
問
ヲ
発
シ
テ
下
サ
レ
バ
、
既
ニ
根
拠
ガ
ア
ル
カ
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六

ラ
質
問
ヲ
ス
ル
人
モ
、
答
弁
ヲ
ス
ル
方
モ
至
極
都
合
ノ
宜
敷
イ
ト
存
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

ソ
コ
デ
是
カ
ラ
ハ
理
事
功
程
ト
云
フ
講
釈
ヲ
聊
カ
致
シ
マ
セ
ウ
、
是
ヨ
リ
先
キ
学
制
ノ
発
表
ガ
有
リ
マ
シ
タ
ガ
、
是
レ
ハ
大
木
サ
ン

ノ
時
代
デ
ア
リ
マ
ス
、
コ
ノ
学
制
ハ
日
本
単
独
ニ
工
夫
シ
タ
ノ
カ
将
又
西
洋
ニ
模
擬
シ
タ
ノ
カ
ト
云
フ
ト
無
論
西
洋
ニ
模
擬
シ
タ
ノ

デ
ア
ル
、
去
レ
ハ
西
洋
文
明
国
中
ニ
テ
何
レ
ノ
国
ニ
模
擬
ヲ
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ト
云
フ
ト
仏
蘭
西
ノ
制
度
ニ
模
擬
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
、（
註　

仏
国
の
み
で
な
く
他
国
の
制
度
も
借
用
、
と
さ
れ
て
い
る
）

明
治（

註
　
四
）□

年
デ
有
ッ
タ
ガ
夫
ノ
岩
倉
具
視
公
ガ
大
使
ト
成
ラ
セ
玉
フ
テ
欧
米
各
国
ヲ
御
巡
覧
ニ
成
リ
マ
シ
タ
ガ
、
コ
ノ
時
ニ
随
行
者
ノ

面
々
ハ
（
左
ニ
列
記
ス
ル
ガ
如
シ
）

大
使　
　

岩
倉
具
視

副
使　
　

大
久
保
利
通

　

〃　
　

木
戸
孝
允

　

〃　
　

伊
藤
博
文

　

〃　
　

山
口
尚
芳

コ
ノ
外
ニ
各
省
カ
ラ
、
理
事
官
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
随
行
シ
マ
シ
タ　

理
事
官
ハ
五
人
許
テ
有
ツ
タ
ト
思
ヘ
マ
ス
、
コ
ノ
理
事
官
ト
云
フ

ノ
ハ
最
初
カ
ラ
有
ツ
タ
カ
…
但
シ
ハ
大
使
ノ
洋
行
ニ
就
テ
初
メ
テ
出
来
タ
役ヤ

ク
メ
イ名

カ
ト
ノ
御
尋
子
デ
ス
子
…
ソ
レ
ハ
無
論
大
使
ノ
洋
行

ニ
就
テ
初
メ
テ
出
来
タ
ノ
デ
ス
ト
モ
…
必
要
上
コ
ン
ナ
名
目
ノ
随
行
者
ガ
出
来
タ
ノ
デ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
其
ノ
理マ

マ
事
官
ノ
姓
名
ハ
タ
シ

カ

理
事
官　
　

長
与
専
斎　

田
中
子
爵
閣
下

今
村
和
郎
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七

近
藤
鎭
蔵マ

マ

中
島
永
元

内
村
良
蔵

右
ノ
五
人
カ
ト
存
ジ
マ
ス（
註　

記
憶
に
混
乱
が
あ
り
田
中
の
随
行
員
を
理
事
と
混
同
）。
右
ノ
五
人
ノ
外
ニ
拙
者
ガ
文
部
ノ
方
カ
ラ

理
事
官
ト
ナ
リ
マ
シ
テ
随
行
シ
マ
シ
タ
、
此
時
ニ
拙
者
ト
大
木
サ
ン
ト
ノ
間
ニ
約
束
ガ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
ノ
約
束
デ
ス
カ
…
ソ
レ
ハ
今

ト
ナ
ツ
テ
ハ
有
体
ニ
申
上
タ
処
ガ
一
向
ニ
差
支
ノ
ナ
イ
咄
デ
ス
ト
モ
、
ソ
レ
ヲ
差
支
ナ
ケ
レ
バ
一
応
承
リ
度
イ
ト
云
ハ
レ
マ
ス
ノ
カ
、

其
レ
ジ
ァ
一
通
り
申
シ
マ
セ
ウ

大
木
サ
ン
ガ
文
部
ノ
局
ニ
当
ツ
テ
、
コ
レ
カ
ラ
一
大
改
革
ヲ
行
フ
、
学
制
ヲ
建
テ
ヤ
ウ
ト
云
フ
処
ヘ
、
岩
倉
大
使
ガ
欧
米
ヲ
視
察
セ

ラ
ル
ヽ
ト
云
フ
ノ
デ
此
ノ
機
ヲ
外
サ
ス
各
省
カ
ラ
其
レ
〳
〵
委
員
ヲ
発
遣
致
ス
カ
ラ
、
コ
ノ
委
員
ガ
其
ノ
局
部
〳
〵
ノ
事
務
ヲ
取
調

ベ
テ
帰
ラ
ウ
ト
云
フ
ノ
デ
、
斯
カ
ル
理
事
官
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
拵
ラ
ヘ
タ
ノ
デ
ア
ル
、
処
ガ
拙
者
ハ
当
時
大
木
サ
ン
ト
共
ニ
学
事
ノ
方

ニ
関
係
ヲ
シ
テ
オ
リ
マ
シ
タ
、
当
時
ハ
大
学
別
当
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
越
前
ノ
松
平
春
嶽
侯
が
其
ノ
任
ニ
当
ラ
レ
タ
、
其

ノ
松
平
春
嶽
別
当
ノ
下
ニ
大
木
サ
ン
ヤ
拙
者
共
ガ
居
リ
マ
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
、
カ
ヽ
ル
関
係
カ
ラ
、
其
後
大
木
サ
ン
ガ
主
ト
シ
テ
文
部

卿
ニ
成
ラ
レ
タ
時
ニ
是
非
共
拙
者
ニ
モ
一
処
ニ
遣
ツ
テ
呉
レ
ロ
ト
申
サ
レ
タ
、
ソ
レ
カ
ラ
其
時
ニ
拙
者
ハ　

目
下
岩
倉
大
使
ガ
欧
米

視
察
ヲ
遂
ゲ
ラ
ル
ヽ
ニ
就
テ
ハ
夫
レ
〳
〵
随
行
者
モ
参
ル
ヿ
ナ
ル
ガ
、
目
下
日
本
ノ
学
制
ヲ
建
立
ス
ル
時
デ
ア
ル
、
西
洋
文
明
国
ニ

模
範
ヲ
取
ラ
子
ハ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
貴
下
ト
共
ニ
尽
力
斡
旋
シ
テ
学
制
ヲ
建
設
ス
ル
ト
云
フ
暁
ニ
ハ
必
ズ
手
ヲ
分
チ
テ
各
々

其
ノ
全
権
ヲ
極
メ
テ
取
調
ベ
ル
ガ
宜
敷
カ
ラ
ウ
、
即
チ
拙
者
ハ
文
部
省
カ
ラ
派
遣
ノ
理
事
官
ト
シ
テ
随
行
シ
、
巡
遊
ノ
途
次
文
事
ノ

件
〻
ヲ
取
調
ベ
テ
帰
ヘ
ル
事
ニ
致
シ
マ
セ
ウ
、
而
シ
テ
大
木
サ
ン
ハ
国
ニ
留
リ
テ
其
〻
取
調
ベ
ノ
上
改
良
ヲ
成
サ
レ
マ
セ
、
イ
ヅ
レ

拙
者
ガ
帰
朝
後
ハ
大
改
革
ヲ
行
ハ
ウ
ト
存
シ
マ
ス
ト
申
シ
タ
ラ
、
大
木
サ
ン
至
極
同
意
デ
御
座
イ
マ
シ
タ
、
左
様
云
フ
約
束
デ
以
テ
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八

カ
ラ
ニ
大
木
サ
ン
ハ
内
地
ニ
留
ル
、
拙
者
ハ
岩
倉
大
使
ト
共
ニ
欧
米
視
察
ノ
途
ニ
上
ル
ト
云
フ
ヿ
ニ
成
リ
マ
シ
タ
、

ソ
ウ
云
フ
理ワ

ケ由
デ
別
レ
テ
洋
行
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
、
ソ
レ
カ
ラ
拙
者
ガ
仏
蘭
西
ニ
滞
在
ヲ
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
内
ニ
…
今
度
文
部
省
カ
ラ

学
制
ヲ
発
布
シ
タ
カ
ラ
ト
云
ツ
テ
日
本
カ
ラ
態
〻
郵
送
ヲ
シ
テ
呉
レ
マ
シ
タ
カ
ラ
、
ソ
レ
ハ
意
外
ニ
迅
速
ニ
出
来
タ
ト
思
ヒ
ツ
ヽ
取

敢
ヘ
ズ
披
見
ス
ル
ト
存
外
能
ク
出
来
テ
居
リ
マ
ス
、
拙
者
ノ
意
見
ヲ
挟
入
致
サ
ウ
カ
ト
存
ス
ル
点
僅
カ
ニ
一
ケ
所
位
デ
有
リ
マ
シ
テ

其
他
ハ
悉
皆
賛
揚
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
考
ヘ
マ
シ
タ
、
ソ
レ
ハ
ソ
ノ
筈
デ
ス
日
本
人
ノ
頭
顱
ノ
ミ
デ
ハ
如
許
ニ
ハ
参
ル
マ
イ
ガ
悉
ク
仏
蘭

西
ノ
制
度
ニ
做
フ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
斯
ク
モ
能
ク
出
来
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
…
…
コ
ノ
学
制
発
布
ノ
前
後
ニ
ハ
土
佐
ノ
福
岡
孝
悌
君
ガ

文
部
ノ
大
輔
ヲ
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
カ
ラ
当
時
ノ
事
情
ニ
付
テ
不
審
ノ
点
〻
御
尋
子
ニ
成
ツ
タ
ラ
何
カ
答
ヘ
ラ
レ
マ
セ
ウ

ソ
レ
カ
ラ
拙
者
ガ
欧
羅
巴
亜
米
利
加
ノ
巡
覧
随
行
ガ
済
ン
デ
帰
朝
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
カ
ラ
大
木
サ
ン
ト
種
〻
ノ
点
ニ
就
テ
相
談
ヲ
致
シ

テ
大
ニ
改
革
シ
タ
処
ガ
ア
リ
マ
ス

拙
者
ガ
苟
モ
理
事
官
ノ
役
目
ヲ
帯
ン
デ
カ
ラ
ニ
欧
米
ヲ
巡
遊
シ
タ
カ
ラ
ニ
ハ
其
ノ
見
聞
上
ノ
事
柄
ヲ
一
纏
メ
ト
シ
テ
之
ヲ
世
ニ
公
ニ

セ
子
バ
ナ
ラ
ヌ
、
是
レ
ガ
理
事
功
程
ト
ナ
ツ
テ
ア
ラ
ハ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
コ
レ
デ
理
事
功
程
ノ
御
話
ハ
一
段
落
ヲ
終
ヘ
マ
シ
タ
、

拙
者
ノ
同
郷
人
ニ
テ
鷲
津
毅
堂
（
註　

永
井
荷
風
の
外
祖
父
）
と
云
フ
儒
者
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
、
今
デ
ハ
故
人
ト
ナ
リ
マ
シ
タ
ガ
…
コ

ノ
男
ヲ
引
上
ケ
テ
―マ

マ　

ナ
シ
書
記
官
ト
致
シ
マ
シ
テ
是
等
ノ
編
纂
ヲ
委
托
シ
テ
置
キ
マ
シ
タ
カ
ラ
、
ア
ノ
内
ノ
文
字
ハ
大
抵
鷲
津
ノ

筆
デ
ア
リ
マ
ス　
（
註
は
竹
内
）

（
以
下
後
略
）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

九

三　
「
英
国
」

（
一
）　

概
説

上
は
初
版
和
装
本
『
功
程
』（
木
版
）
巻
之
三
の
も
の
で
あ
る
。
見
返
し

右
肩
の
年
紀
は
出
板
年
。「
明
治
六
年
十
二
月
」に
初
め
て
出
板
さ
れ
た
の

が
、
巻
之
一
・
二
・
三
。「
明
治
八
年
一
月
」
は
巻
之
四
・
五
・
七
・
八
・

九
・
十
一
・
十
二
。「
明
治
八
年
五
月
」
は
巻
之
六
。「
明
治
八
年
九
月
」

は
巻
之
十
三
・
十
四
・
十
五
（
終
巻
）。

「
目
次
」
で
は
「
巻
之
三
」
で
あ
る
が
、柱
＝
版
心
で
は
「
巻
三
」
で
あ

る（
他
巻
も
同
様
）。
全
十
五
巻
で
本
文
九
一
五
丁
も
あ
る
。
再
版
本
は
活

版
で
明
治
十
年
六
月
刊
、
本
文
九
七
一
頁
、
他
に
、
最
終
頁
は
田
中
不
二

麿
名
の
跋
文
。
そ
の
後
に
正
誤
表
一
頁
付
（
一
頁
は
十
三
行
×
三
五
字
）。

「
巻
之
三
」は
洋
装
本
で
は
pp.

115
－
172
。
こ
の
再
版
で
は
本
文
の
改
訂
は
余

り
な
く
、「
小
学
校
ノ
事
」
等
の
小
見
出
し
か
ら
「
ノ
事
」
が
な
く
な
っ
て
「
小
学
校
」
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
初
版
本

の
表
記
は
参
考
の
た
め
右
側
に
〔　

〕
内
に
記
し
て
お
い
た
。
頁
数
も
洋
装
本
に
依
っ
て
い
る
。

『
功
程
』
で
採
録
の
国
は
（
使
節
団
本
体

9

9

は
十
二
ケ
国
回
覧
）
九
ケ
国
で
、
そ
の
記
述
の
割
合
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
合
衆
国
」（
巻
之
一
・
二
。
pp.

1
～
113
。
一
一
三
頁　

全
体
の

11.6
％
）

「
英
国
」（
巻
之
三
。
pp.

115
－
172
。
五
八
頁　

6
％
）

（見返し） （題簽）
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一
〇

「
仏
国
」（
巻
之
四
・
五
・
六
・
七
。
pp.

173
－
513
。
三
四
一
頁　

35.1
％
。
新
島
の
干
与
無
く
本
稿
で
は
論
考
せ
ず
）

「
白
耳
義
国
」（
巻
之
七
の
付
。
pp.

513
－
515
。
三
頁　

0.3
％
。
使
節
団
本
隊
9

9

の
み
回
覧
）

「
独
乙
国
」（
巻
之
八
・
九
・
十
・
十
一
。
pp.

517
－
719
。
二
〇
三
頁　

20.9
％
）

「
和
蘭
国
」（
巻
之
十
二
。
pp.

721
－
795
。　

七
五
頁　

7.7
％
）

「
瑞
士
国
」（
巻
之
十
三
・
十
四
・
十
五
。
pp.

797
－
951
。
一
五
五
頁　

16
％
）

「
嗹
国
」（
巻
之
十
五
付
。
pp.

951
－
964
。
一
四
頁　

1.4
％
）

「
魯
国
」（
巻
之
十
五
付
。
pp.

964
－
971
。
八
頁　

0.8
％
）。
他
に
、
本
隊
9

9

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
回
覧
。

右
の
付
帯
的
な
国
々
を
除
い
た
記
載
内
容
の
多
い
国
々
の
教
育
に
つ
い
て
の
記
述
内
容
は
大
略
、
教
育
事
情
（
教
育
略
史
と
現
状

説
明
）
を
初
め
に
し
て
、
次
い
で
、
そ
の
国
の
教
育
法
規
の
逐
条
的
訳
出
、
と
い
う
形
を
執
っ
て
い
る
。「
魯
国
」
の
如
く
、
デ
ー
タ

等
信
頼
で
き
る
教
育
記
事
か
ら
の
訳
出
し
た
だ
け
の
記
事
も
あ
る
（
後
述
）。
教
育
法
規
の
逐
条
的
訳
出
だ
け
、
も
あ
る
（
後
述
）。

（
二
）　
「
巻
之
三
」
の
内
容

右
を
評
し
た
一
文
が
あ
る
。

「
…
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
あ
り
、
英
国
教
育
の
沿
革
と
現
状
に
つ
い
て
の
記
述
と
、
一
八
七
〇
年
小
学
新
令
、
す
な
わ
ち
初
等
教

育
法
と
、
関
連
の
諸
規
則
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
説
が
あ
り
、
ま
た
巻
末
に
は
理
事
官
一
行
が
英
国
教
育
当
局
者
の
誰
か
と
交

し
た
と
思
わ
れ
る
英
国
教マ

マ育
質
問
略
が
あ
る
」（『
理
事
功
程
』
文
部
省
編　

京
都
大
学

教　
　

授
小
林
哲
也
「
解
説
」
p.

9　

昭
和
49
年　

臨
川
書
店
）。

右
「
解
説
」
に
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
触
れ
る
処
が
な
い
。
ま
た
、
私
見
の
限
り
で
は
「
英
国
」
の
テ
キ
ス
ト
を
明
ら
か
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一

に
し
た
先
行
研
究
も
見
当
た
ら
な
い
。「
巻
之
三
」「
英
国
」
の
主
要
内
容
は
「
一
八
七
〇
年
初（

基
礎
）←
時
に
略

等
教
育
法
（
後
述
）」
で
あ
る
が
、「
瑞

士
国
」
の
記
述
内
容
が
教
育
法
規
の
逐
条
的
訳
出
（「
嗹
国
」
も
同
様
）
に
終
っ
て
い
る
の
と
は
全
く
異
な
り
、こ
の
初
等
教
育
法
に

つ
い
て
の
解
説
書
の
「
概
要
」
を
主
テ
キ
ス
ト
に
し
て
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
主
に
、
そ
れ
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

先
に
、　
「
巻
之
三
」
の
記
述
内
容
の
三
項
目
を
提
示
し
て
お
く
（
行
左
側
の
振
仮
名
は
右
側
に
移
し
た
）。

①
「
英
国
学
事
沿
革
」（
pp.

115
－
132
、
二
小
項
よ
り
成
る
）。

②
「
小
学
新
令
并
教
育
部
新
則
略
千
八
百

七
十
年
」（
pp.

132
－
166
。
小
項
二
五
、
最
後
の
三
項
は
見
出
項
と
は
無
関
係
）。

③
「
英
国
質
問
略
」（
pp.

166
－
173
）。

①
は
、「
普
通
教
育
」
と
「
欧
羅
巴
各
国
学
校
強〔

出
席
ヲ
促
ス
厳
法
〕

促
就
学
法
ノ
原
由
」
の
二
小
項
よ
り
成
っ
て
い
る
。
前
者
は
初
等
教
育
に
重
点
を

置
い
た
、
十
三
世
紀
初
頭
か
ら
の
英
国
教
育
史
の
大
要
で
あ
る
。
記
述
に
は
、
英
国
の
初
等
教
育
の
実
情
を
充
分
反
映
し
、
記
述
者

も
理
解
し
て
い
た
事
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
恵
ま
れ
な
い
階
層
の
子
弟
の
教
育
を
担
う
初
等
学
校
に
は
、

N
ationalSchool

＝
国
民
学
校
（T

heN
ationalSocietyforProm

otingtheEducationofthePoorinthePrincipleof

theChurchofEngland.

＝theN
ationalSociety

＝
国
民
協
会
が
展
開
し
て
い
て
、
英
国
国
教
会
の
宗
派
学
校
）
と
、

BritishSchool

＝
英
国
学
校
（T

heBritishandForeignSchoolSociety.

＝
内
外
学
校
協
会
が
展
開
す
る
世
俗
的
学
校
）
の

系
統
の
異
な
る
初
等
学
校
の
存
在
を
把
握
し
て
い
て
的
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
但
、
富
裕
層
子
弟
の
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
両
大
学
に
繋
が
る
有
名PublicSchool

（
私
立
中
学
校
）
の
下
部
組
織
で
あ
るPreparatorySchool

（
私
立
小
学
校
）

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
先
述
「
英
国
質
問
略
」
の
中
に
「
私
学
校
ヲ
区
分
ス
ル
左
ノ
如
シ
」
と
し
て
、「
上

産
中
産
ノ
児
童
ヲ
教
育
ス
ル
タ
メ
設
ケ
タ
ル
公
学
校
」
の
一
つ
と
し
て
「
間
〻
高
価
ノ
モ
ノ
ア
リ
英
国
最
大
ノ
公
学
校
「
イ
ー
ト
ン
」

ノ
如
キ
ハ
学
費
最
モ
不
廉
ノ
学
校
ナ
リ
」
と
あ
り
（
p.

171
）、PublicSchool

を
「
公
学
校
」
と
し
て
い
る
が
私
立
で
あ
る
事
は
理



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
二

解
し
て
い
た
。
以
上
、
筆
者
が
①
と
し
た
「
英
国
学
事
沿
革
」
の
一
部
で
あ
る
。「
…
強
促
就
学
法
ノ
原
由
」
は
欧
洲
各
国
の
、
こ
の

法
の
実
施
年
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
筆
者
は
、こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
存
在
を
確
信
す
る
が
披
閲
す
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。
後

考
を
俟
つ
次
第
で
あ
る
。
次
に
、

②
「
小
学
新
令
并
教
育
部
新
則
略
千
八
百

七
十
年
」
で
あ
る
が
、「
教
育
部
新
則
略
」
の
「
教
育
部
」
は
英
国
上
院
に
一
八
三
九
年
創
設
の

枢
密
院
教
育
委
員
会
（theCom

m
itteeofthePrivyCouncilonEducation.

略
し
て
、Com

m
itteeonEducationor

EducationD
epartm

ent.

（
一
八
七
〇
年
か
ら
の
略
称
）
の
事
で
、そ
の
略
称
か
ら
「
教
育
部
」
と
訳
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
。「
新

則
」
は
、
そ
の
訳
出
内
容
が
国
庫
補
助
（Parliam

entaryGrantorGrant-in-aid

）
に
関
す
る
規
則
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
事
か

ら
、「
教
育
部
」
の
、
こ
れ
に
関
す
る
条
例
（bye-law

s

）
か
或
は
、
国
庫
補
助
に
関
す
る
法
規
が
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
（
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
も
筆
者
は
披
閲
し
得
て
い
な
い
。
後
考
に
委
ね
る
事
と
す
る
）。
以
下
、テ
キ
ス
ト
の
判
明
し
て
い

る
「
小
学
新
令
千
八
百

七
十
年
」
に
つ
い
て
、紹
介
す
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
『
功
程
』
の
訳
出
文
は
比
較
的
披
閲
が
容
易
な
事
と
量
の
関
係

か
ら
紹
介
は
殆
ど
割
愛
し
た
（
以
下
の
内
容
は
二
〇
〇
四
年
十
月
十
八
日
の
新
島
研
究
会
で
大
略
を
筆
者
が
口
頭
に
て
発
表
済
）。

（
三
）「
小
学
新
令
千
八
百

七
十
年
」
の
テ
キ
ス
ト

テ
キ
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
を
下
に
提
示
し
て
お
く
。

ヒ
ュ
ー
・
オ
ー
エ
ン
著
『
一
八
七
〇
年
初
等
教
育
法　

概
説
・
註
・
索
引
付　

及

び
改
訂
補
助
金
規
定
対
策
付
録
』（
以
後
、『
Ｏ
本
』
と
略
）
で
あ
る
。
こ
の
著
は
、

序
文
（Preface

）
2

pp.
、
目
次
（Contents

）
2

pp.
、
概
説
（Introduction

）

pp.

1
－
39
、「
法
律
」
本
文
pp.

39
－
115
、「
法
律
」
別
表
（Schedules

）
pp.
116
－
126
、



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
三

付
録
（A

ppendix

）
pp.

127
－
159
、
索
引
（Index

）
pp.

161
－
173
、
か
ら
成
っ
て
い
る
。
主
テ
キ
ス
ト
に
し
た
の
は
、Introduction

＝

「
概
説
」
で
あ
る
（「
法
律
」
本
文
を
も
若
干
、
利
用
し
て
い
る
）。
そ
の
全
訳
で
は
な
く
、
必
要
箇
所
を
訳
出
（
時
に
、
摘
訳
と
も

表
記
）、
し
た
も
の
で
あ
る
（
今
回
、「
法
律
」
の
英
文
引
用
は
明
白
な
の
で
引
用
マ
ー
ク
省
略
）。

H
ughO

w
enJunr.,1835

－1916.

は
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
（
司
法
協
会
）
所
属
の
法
廷
弁
護
士
（barrister

）
で
あ
り
、
英
政
府

の
地
方
自
治
庁
（LocalGovernm

entBoard

）
の
事
務
次
官
（Perm

anentSecretary

）
の
任
に
就
い
て
い
た
事
も
あ
る
（
一

八
八
二
－
九
〇
年
）。
父
・SirH

ughO
w

en,1804

－1881.

は
慈
善
家
と
し
て
知
ら
れ
、ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
教
育
発
展
の
功
労
者
。Junr.

もSir

の
称
号
を
受
継
い
で
い
る
（O

xfordD
ictionaryofN

ationalBiography.V
ol.42

）。

T
heElem

entaryEducationA
ct,1870.

は
略
称
（shorttitle

）
で
、
正
式
に
は
、

A
nA

cttoprovideforpublicElem
entaryEducationinEnglandandW

ales.

〔9thA
ugust1870

〕
で
全
百
条
（
条
＝

section.　

sec.
と
略
）
と
五
別
表
（Schedule
）
か
ら
成
っ
て
い
る
（
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も

の
で
、
以
後
、「
法
律
」
と
略
）。
こ
の
「
法
律
」
に
よ
っ
て
英
国
の
初
等
教
育
（
基
礎
教
育
）
の
制
度
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

＝W
iththepassingofthisA

ct,Englandentersuponacom
pletesystem

ofelem
entaryeducation.(T

heSchool

BoardChronicle.A
nEducationRecordandReview

.V
ol.1.February18toM

ay13.1871.London.p.3)

但
、完
全
な

無
償
制
で
は
な
く
、
五
歳
以
上
十
三
歳
未
満
の
児
童
の
初
等
学
校
就
学
は
必
須
で
あ
っ
た
が
（com

pulsoryattendanceat

school

）、
一
人
週
九
ペ
ン
ス
未
満
の
授
業
料
を
徴
収
し
て
い
た
（
sec.
3
・
74　

無
償
化
は
一明

治

二

四

八
九
一
年
）。

国
家
が
強
く
干
与
、規
制
し
て
の
公
教
育
で
は
な
く
、現
存
のN

ationalSchool

やBritishSchool

等
に
国
庫
補
助
（Grant-in-

aid

＝Parliam
entaryGrant

）
を
与
え
、
学
校
の
足
ら
ざ
る
地
に
は
学
校
委
員
会
（「
学

S
c

h
o

o
lB

o
a

r
d

校
事
務
局
」）
管
轄
の
世
俗
的
な
初
等
学

校
（boardschool

）
を
設
け
て
の
公
教
育
の
発
足
で
あ
っ
た
。
強
制
就
学
で
は
あ
る
が
無
償
で
は
な
く
、
特
定
宗
派
の
応
答
入
門



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
四

書
（Catechism

）
や
祈
禱
書
（ReligiousForm

ulary

）
を
、
こ
の
学
校
で
は
教
え
て
は
な
ら
な
い（
sec.

14
－
(2)
）、
と
し
て
い
て
、

公
的
小
学
校
か
ら
の
宗
派
性
や
宗
教
性
排
除
、
と
い
う
ク
ー
パ
ー
－
テ
ン
プ
ル（Cow

per-T
em

ple

）条
項
は
一
応
は
明
記
さ
れ
て
い

る
が
、授
業
時
間
の
前
後
に
宗
派
的
宗
教
教
育
を
行
う
事
は
許
さ
れ
て
は
い
た
の
で
あ
る
。
但
、宗
教
の
時
間
を
明
記
し
た
時
間
表
を

各
教
室
に
、
は
っ
き
り
判
る
様
掲
示
す
る
事
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
（
sec.

7
－
(2)　

時
間
表
良
心
条
項
）。
公
教
育
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
世
俗
制
度
（secular

system

）
が
完
徹
し
て
い
た
状
態
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
本
稿
は
『
功
程
』
の

テ
キ
ス
ト
提
示
が
目
的
な
の
で
英
国
教
育
史
に
関
す
る
事
は
こ
こ
迄
と
す
る
）。

（
四
）
テ
キ
ス
ト
提
示

『
功
程
』
pp.

132
－
152
の
テ
キ
ス
ト
は
、
先
述
の
如
く
『
Ｏ
本
』
の
「
概
説
」

（Introduction

）
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、『
功
程
』
の
項
目
と
頁
数
を

示
し
、
対
応
す
る
テ
キ
ス
ト
の
箇
所
を
提
示
す
る
。

「
小
学
新
令
并
…
」『
功
程
』
pp.

132
－
133

○
『
Ｏ
本
』
p.

1　

但
、
終
り
4
行
訳
出
せ
ず
。

議
会
で
の
読
会
制
（readingsystem

）
は
当

時
の
日
本
に
存
在
し
な
い
制
度
で
あ
り
、
日
本
に

存
在
し
な
い
事
物
の
訳
出
、
語
彙
の
撰
択
は
大
変

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。w

asread

を「
誦

（
し
ょ
う
ど
く
）読

（『Ｏ本』p.1　以下『Ｏ本』略）
（『功程』＝以下略

pp.132 － 133）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
五

（
よ
く
読
む
義
）
ヲ
ナ
シ
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
読
会
の
意
に
相
応
し
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
か
。

「
学
区
分
画〔

ノ
事
〕」『

功
程
』
p.

133

○
『
Ｏ
本
』
pp.
1
－
2Constitution of School D

istricts.

＝
学
区
章
定
、
の
摘
訳
。「
法
律
」
に
は
、
こ
の
名
称
の
項
は
な
く

（Constitution of School Boards.

と
し
て
sec.

29
－
36
が
あ
る
）『
Ｏ
本
』
の
著
者
が
sec.

4
・
77
・
40
と
、
自
ら
の
著
の
p.

24
の

U
nited School D

istrict.
の
冒
頭
4
行
分
を
、
自
ら
作
り
出
し
た
項
で
纏
め
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
、
同
様
の
ケ
ー
ス
が
多
い
）。

学
区
と
し
て
は
「
首
府
都
邑
寺
区
是
ナ
リ
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
み
でthedistrictofthelocalboardofO

xford

＝
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
地
方
局
区
や
、
そ
の
一
部
が
、
首
府
や
都
邑
に
含
ま
れ
て
い
る
寺
区
は
、
そ
の
残
余
部
分
が
一
学
区
と
認
め
ら
れ
る
、

等
の
事
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
に
と
っ
て
必
要
の
な
い
情
報
の
故
と
思
わ
れ
る
。

U
nited School D

istrict.

＝
「
聯
区
」、
に
つ
い
て
「
蓋
シ
浪

リ
に
学
区
ノ
数
ヲ
多
ク
シ
無
用
ノ
費
ヲ
益
ス
ヲ
省
カ
ン
為
ナ

リ
」
と
記
し
て
い
る
が
右
、
テ
キ
ス
ト
に
は
相
応
す
る
英
文
は

な
い
。
英
国
の
当
局
者
に
質
問
し
て
の
付
言

9

9

な
の
か
。
或
は
、

Contributory D
istrict

＝
「
援
区
」、
に
つ
い
て
の
条
文
の
一

つ
、
sec.

52
を
理
解
し
て
い
て
の
付
言
9

9

で
あ
ろ
う
か
。
sec.

52
は

SchoolBoard

の
合
併
に
つ
い
て
の
条
文
で
あ
る
が
付
言
9

9

の
意

に
通
ず
る
点
が
あ
る
。T

heschoolboardsiftw
oorm

ore

school districts, w
ith the sanction of the Education

（pp.1–2）

（p.24）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
六

D
epartm

ent,m
aycom

binetogetherfor

anypurposerelatingtoelem
entary

schoolsinsuchdistricts,andinparticular

w
ayc om

binef ort hep urposeo fp roviding,

m
aintaining, and keeping effi

cient schools com
m

on to such districts.

…下
線
筆
者二
な
い
し
そ
れ
以
上
の
学
区
の
学
校
委
員
会
は
、

教
育
部
の
認
可
を
得
て
合
同
す
る
も
可
な
り
。
そ
れ
に
は
、
学
区
内
の
初
等
学
校
を
、
お
し
な
べ
て
効
率
的
な
学
校
と
し
、
維
持
、
保

全
す
る
と
い
う
特
段
の
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
大
意
）。

「
小
学
校〔

ノ
事
〕」『

功
程
』
pp.

133
－
135

○
『
Ｏ
本
』
pp.

2
－
9　

Proceedings prelim
inary to form

ation of School Boards.

＝
「
学
校
事
務
局
」
設
立
先
行
手
順
、の

摘
訳
。

下
に
掲
示
の
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
七
行
は
訳
出
せ
ず
、
八
行
目
か
ら
p.

3
の

終
り
迄
を
「
小
学
校
」
と
し
て
訳
出
し
た
の
で
あ
る
。
p.

4
以
降
の
原
英
文

は
「
報
告
書
（returns

）」
に
つ
い
て
の
記
述
で
、訳
出
せ
ず
で
あ
る
（「
報

告
書
」
の
類
の
事
は
「
公レ

ポ
ル
ト

報
書
」（

註
　
原
文
左
側
）

と
し
て
『
功
程
』
p.

150
に
記
さ
れ
て
い
る
）。

「
此
新
令
ニ
基
ケ
ハ
小
学
校
ハ
…
通
常
一
週
間
ノ
授

ス
ク
ー
ル
フ
ィ
ー
ス

業
料
九
「
ペ
ン
ス
」
ヨ
リ

越
エ
サ
ル
学
校
ヲ
云
フ
」（
pp.

133
－
134
）
と
あ
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は

schoolfees

…
の
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
法
律
」
のFees of 

（p.133）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
七

Children

に
つ
い
て
の
条
文
sec.

17
（
授
業
料
免
除
規
定
）
も
知
悉
し
つ
つ

（
後
述
の
「
生
徒
授
業
料
」
参
照
）
sec.

3
の
初
等
学
校
に
つ
い
て
の
「
法
律
」

上
の
定
義
を
、
こ
こ
に
訳
出
し
て
い
る
。
即
ち
、T

heterm

以
下
の
初
等

学
校
の
定
義
の
原
英
文
は
sec.

3
の
内
容
と
全
く
同
一
で
、
前
後
のnine

pence

が
「
法
律
」
で
はninepence

と
旧
綴
字
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。英

文
タ
イ
ト
ル
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
記
し
た
項
は
「
法
律
」
に
な
く
、

著
者
が
sec.

3
・
7
を
纏
め
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
訳
出
文
と
原
英

文
と
対
比
の
為
、
掲
示
し
て
お
く
）。

「
諸
公
学
校
管
理
ノ
規
定
ハ
…
各
校
共
之
ヲ
講
室
ニ
掲
示
ス
ヘ
シ
」

（
p.

134
）
に
相
応
す
る
原
英
文
は
掲
示
の
テ
キ
ス
ト
に
は
見
当
た
ら
な

い
。
こ
れ
は
sec.

7
の
（acopyofw

hichregulationsshallbe

conspicuouslyputupineverysuchschool

）
或
は
sec.
7
－
(2)
の
、

公
的
初
等
学
校
で
は
、
宗
派
行
事
や
宗
教
教
育
は
、
全
校
集
会
の
前
後

で
な
く
て
は
な
ら
ず
、そ
れ
を
時
間
表
に
記
入
し
て
、目
立
つ
よ
う
、常

に
各
教
室
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
定
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
学
校
集
会
で
の
宗
教
に
関
す
る
時
間
はshall

be inserted in a tim
e-table to be approved by the Education 

（前頁より続く）（pp.2–3）（pp.133–135）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
八

D
epartm

ent,andtobekeptperm
anentlyandconspicuouslyaffi

xedineveryschoolroom
;

と
あ
る
sec.

7
－
(2)
条
文
か

ら
の
訳
出
で
あ
る
。
本
条
は
先
述
の
ク
ー
パ
ー
－
テ
ン
プ
ル
条
項
に
関
わ
る
条
文
で
あ
る
（『
Ｏ
本
』
の
表
現
と
は
異
る
）。

前
頁
の
訳
出
文
は
、
判
り
に
く
い
が
要
は
、
公
的
初
等
学
校
へ
の
児
童
の
入
学
、
修
学
は
宗
教
・
宗
派
性
に
は
左
右
さ
れ
る
事
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
（
ク
ー
パ
ー
－
テ
ン
プ
ル
条
項
）
を
如
何
に
法
的
に
保
障
す
る
か
を
留
意
し
た
条
文
、と
い
う
事
で
あ
る
（
逆

も
然
り
で
、
公
が
宗
教
に
介
入
す
る
事
を
抑
制
し
て
い
る
＝
sec.

7
－
(3)
）。

テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
Ｏ
本
』
pp.

4
－
9
は
、
先
述
の
如
く
全
く
訳
出
さ
れ
ず
次
へ
進
む
の
で
あ
る
。

「
学
校
事
務
局
人
員
選
挙

〔
ノ
事
〕」『

功
程
』
pp.

135
－
136

○
『
Ｏ
本
』
pp.

9
－
13　

Constitution of School Boards.

＝
「
学
校
事
務
局
」
章
程
、の
摘
訳
（
p.

9
－
p.

10
の
4
行
目
迄
。
途

中
訳
出
せ
ず
、
p.

10
の
終
り
4
行
目
－
p.
11
の
4
行
目
迄
訳
出
。
以
降
訳
出
せ
ず
）。

theBorough of O
xford

は「
阿
斯
仏

府
」と
表
記
。T

heSchoolBoardfor

London

は
「
龍
動
学
校
事
務
局
」
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
はtheSchool

BoardinM
etropolis

の
謂
で
あ
る
。

こ
の
事
務
局
の
メ
ン
バ
ー
は
メ
ト
ロ
ポ

リ
ス
を
十
区
に
分
け
、
そ
の
各
区
か
ら

選
出
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
成
っ
て
い

（pp.9–10.Everyperson
以下訳出せず）

（p.10 終り 4 行と p.11 冒頭 4 行。
IntheCity 以下訳出せず）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

一
九

る
。
提
示
の
『
Ｏ
本
』
に
は
区
名
は
記
さ
れ
て
い
る
が
選
出
す
べ
き
メ
ン
バ
ー
の

数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
然
し
、『
功
程
』
に
は
「「
マ
リ
レ
ボ
ン
」
区
七
名
」

（
p.

136
）
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。「
法
律
」
別
表
五
に
は
区
名
は
記
さ
れ
て
い
る

が
選
出
人
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
各
区
の
選
出
人
数
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
に
関
す

る
法
規
或
は
、
条
例
、
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
法
律
」
の
関

連
本
、T

hom
asPreston

（
伝
記
等
不
詳
）
著T

heElem
entaryEducation

A
ct,1870.W

ithaPopularA
nalysis,anappendixofform

s,and

copiousindex,1870,London.
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
（
p.

113
及
び
pp.

114
－

115
）。『
功
程
』
は
、
こ
の
書
を
も
参
照
し
た
可
能
性
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。

「
学
校
事
務
局
ノ
議メ

ム
バ
ー員

ヲ
挙
ル
時
ニ
方
リ
各
都
邑
本
貫
ノ
人
民
入
札
ヲ
以
テ
公
選

ス
ヘ
シ
」（
註　

冒
頭
部
分
）
と
訳
出
し
て
い
る
がburgessrollinforce

（
公
認

市
民
名
簿
？
）
を
「
都
邑
本
貫
ノ
人
民
」
と
訳
出
し
て
い
る
。
当
時
、
こ
れ
に
て
充

分
に
意
が
通
じ
た
筈
で
あ
る
。

「
学
校
事
務
局
集
会

〔
ノ
事
〕」『

功
程
』
pp.

136
－
138

○
『
Ｏ
本
』
の
「
概
説
」
か
ら
の
訳
出
で
は
な
く
、「
法
律
」
のT

hirdSchedule

＝
別
表
三
、
を
訳
出
。

V
ote

（
賛
否
の
表
明
）
を
「
発
言
」
と
し
て
い
て
「
発
言
ノ
数
斉
フ
シ
テ
可
否
ヲ

（「法律」別表三。但、上の 6.–8. 訳出なし）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
〇

決
シ
難
キ
時
ハ
議
長
第
二
次
ノ
発
言
ヲ
ナ
シ
其
多
寡
ヲ
定
ム
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
（
別
表
三
の
5
）。

「
学
校
事
務
局

〔
ニ
テ
〕学
校
ノ〔
ヲ
〕維
持
〔
ス
ル
事
〕」『

功
程
』
pp.

138
－
140

○
『
Ｏ
本
』
pp.

14
－
17　

Provision of Schools by School Boards.

の
摘
訳
。
但
、

『
功
程
』
p.

139
、
学
校
事
務
局
が
、
そ
の
責
務
を
果
さ
ざ
る
故
に
教
育
部
よ
り
注
意
を

受
け
、「
十
二
ケ
月
内
に
其
事
ヲ
果
サ
ゝ
ル
ト
キ
ハ
教
育
部
ニ
テ
学
校
事
務
局
ノ
怠
惰

ヲ
公
告
シ
…
」
と
あ
る
が
、「
十
二
ケ
月
内
…
」
に
相
応
す
る
文
言
は
、
こ
の
摘
訳
の

原
文
に
は
な
い
。

「
法
律
」
の
sec.

18..andiftheschoolboardfailw
ithinthetim

elim
itedby

suchrequisition,notlessthanthreem
onths,tocom

plytherew
ithtothe 

satisfactionof

the E
ducation

D
ep

artm
en

t,

such boardshall

bedeem
edtobe

aschoolboard

in default, and

the E
ducation

（pp.14–17）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
一

D
epartm

entm
ayproceedaccordingly.

の
訳
出
で
、「
十
二
ケ
月
」
は
錯
誤
。「
三
ケ
月
」
が
正
し
い
。

schoolshithertom
aintainedonvoluntarysystem

＝
こ
れ
迄
寄
付
制
度
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
学
校
、
は
「
共
立
社

ニ
テ
保
護
シ
タ
ル
学
校
」
と
訳
出
し
て
い
る
。

「
学
校
事
務
局
負
債
ヲ
起
ス
ノ
権

〔
ア
ル
事
〕」『

功
程
』
pp.

140
－
141

○
『
Ｏ
本
』
pp.

17
－
18　

Borrow
ing Pow

ers of School Boards.

の
摘

訳
。T

hePublicW
orks’..

以
下
11
行
分
は
訳
出
せ
ず
。

Sinkingfund

＝
減
債
基
金
を
、「「
シ
ン
キ
ン
グ
ホ
ー
ン
ト
」
債
本
ヲ
居〔

据
〕ヱ

置
キ
利
子
ノ

ミ
ヲ
償
還

ス
ル
ヿ

」
と
割
註
し
て
い
る
。
種
々
説
明
を
受
け
て
の
訳
出
か
。

「
学
校
事
務
局〔

ノ
権
ヲ
以
テ
〕

学
校
ヲ
廃
ス
ル〔
事
〕ノ
権
」『
功
程
』
p.

141

○
『
Ｏ
本
』
p.

18　

D
iscontinuance of Schools by School Board.

の
摘
訳
。



6
－
12
は
訳
出
せ
ず
。

「
学
校
事
務
局

〔
ニ
テ
〕学
校
執
事
ヲ
命
ス
〔
ル
事
〕」『

功
程
』
pp.

141
－
143

○
『
Ｏ
本
』
pp.

18
－
19　

A
ppointm

ent of M
anagers by School Boards.

及

び
「
法
律
」
別
表
三
の
第
二
項
の
訳
出
。（m

anager

＝
「
執
事
」
は
“
初
等
学

校
の
管
理
権
限
を
有
す
る
す
べ
て
の
人
の
謂
で
あ
り
、
彼
等
が
、
そ
の
校
舎
に
法
的
利
害
関
係
を
有
す
る
か
否
か
は
無
関
係
”
と
さ （pp.17–18）（p.18）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
二

れ
て
い
る
。T

heterm
“m

anager”includesallpersonsw
hohavethe

m
anagem

entofanyelem
entaryschool,w

hetherthelegalinterestin

theschoolhouseisorisnotvestedinthem
.

＝
sec.

3
）。

「
…
会
計
出
納
ノ
権
ハ
必
ス
議
員
（
註　

SchoolBoard

のm
em

ber

）
ニ
在
テ

執
事
ニ
与
フ
ヘ
カ
ラ
ス
」
はexceptthoserelatingtotheraisingm

oney

(sec.15).

の
訳
出
で
「
会
計
出
納
」
は
“
資
金
調
達
”
の
意
と
し
て
お
く
。

「
執
事
若
シ
在
職
ヲ
好
マ
サ
レ
ハ
辞
表
ヲ
以
テ
退
職
ヲ
請
フ
ヲ
得
ヘ
シ
」
の
「
辞
表

ヲ
以
テ
」（byw

rittennotice
）
は
“
そ
の
理
由
を
書
面
で
提
出
し
て
”
の
方
が

原
義
に
近
い
、
と
し
て
お
く
。
こ
れ
に
続
く

「
学
校
事
務
局
ハ
其
局
ニ
テ
命
シ
タ
ル
執
事
ノ
黜

（
ち
ゅ
つ
ち
ょ
く
）

陟
」
は
人
事
で
の
退9

と
上9

を
意
味
す
る
が
、
原
本
の

rem
ove

の
意
か
ら
す
れ
ば
退9

或
は
異
動
9

9

の
事
で
あ
る
。

「
学
校
執
事
ハ
其
職
務
ニ
係
ル
ノ
会
議
ヲ
催
ス
時
ハ
一
員
ノ
議
長
ヲ
選
ム
ヘ
シ
…
」
は
「
法
律
」
別
表
三
の

第
二
項Proceedings of M

anagers appointed by a School Board.

の
訳
出
で
あ
っ
て
『
Ｏ
本
』
の

「
概
説
」
か
ら
の
訳
出
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、

「
若
シ
其
数
斉
ク
シ
テ
決
シ
カ
タ
キ
時
ハ
議
長
第
二
ノ
発
言
ヲ
ナ
シ
テ
其
多
寡
ヲ
生
ス
ヘ
シ
」と
あ
る
。「
学

校
事
務
局
集
会
」で
の
訳
出
文
言
と
同
じ
で
あ
る
。
但
、こ
ち
ら
は「
学
校
事
務
局
」の「
議
員
」（m

em
ber

）

の
会
議
の
事
を
記
し
て
お
り
、今
回
は
「
執
事
」（m

anager

）
の
会
議
で
の
手
順
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。

（「法律」別表三第二項） （pp.18–19）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
三

「
学
校
執
事
中
ニ
就
イ
テ
教
育
部
ト
ノ
通
信
委
員
一
人
ヲ
命
ス
ヘ
シ
…
」
の
依
拠
原
本
不
詳
で
あ
る
。

「
学
校
事
務
局
設

〔
ニ
テ
設
ケ
タ
ル
〕

立
ノ
学
校
ニ
於
テ
宗
教
ノ〔
ヲ
授
ク
ル
事
〕

授
業
」『
功
程
』
p.

143

○
『
Ｏ
本
』
pp.
19
－
20　

R
eligious Instruction in Schools provided by 

School Boards.
の
摘
訳
。
終
り
6
行
訳
出
せ
ず
。

「
…
仮
令
生
徒
宗
教
ノ
為
ニ
日
曜
学
校
或
ハ
他
ノ
礼
拝
所
ニ
出
席
ス
ル
ト
モ
之
ヲ

以
テ
通
常
ノ
学
校
出
席
ト
見
做
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
は
原
英
文
の
意
を
充
分
に
伝
え
て

い
な
い
。
即
ち
、“
こ
の
「
法
律
」
で
規
定
す
る
公
的
初
等
学
校
で
は
、
完
全
に
宗

教
教
育
か
ら
の
解
放
と
い
う
観
点（w
iththeview

ofensuringfullreligious

liberty

）
か
ら
児
童
の
、
こ
の
初
等
学
校
へ
入
学
を
許
可
す
る
条
件
と
し
て
「
日

曜
学
校
、
或
ハ
他
の
礼
拝
所
ニ
出
席
」
し
て
い
る
事
を
条
件
と
し
て
は
な
ら
な
い
”
と
で
も
訳
出
す
べ
き
か
。

こ
れ
は
既
に
、「
小
学
校
」（Proceedings prelim

inary to form
ation of School Boards.

）
で
訳
出
し
た
事
の
繰
返
し
で
あ

る
。（
公
的
初
等
学
校
で
の
宗
教
の
授
業
は
）「
課
業
時
間
表
ニ
従
テ
唯
正
課
ノ
前
後
ニ
於
テ
ス
ヘ
シ
」
は
、
こ
こ
で
提
示
し
た
原
英

文
に
な
く
、「
小
学
校
」
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
訳
出
で
補
っ
た
の
で
あ
る
。

「
生
徒
修
業
料

〔
ノ
事
〕」『

功
程
』
pp.

143
－
144

○
『
Ｏ
本
』
p.

20　

Fees of Children for School A
ttendance.

の
摘
訳
。

「
方
今
諸
学
校
の
修
業
料
大
抵
一
「
ペ
ン
ス
」
ヨ
リ
六
「
ペ
ン
ス
」
ニ
至
リ
八
九
「
ペ
ン
ス
」
ニ
上
ル
モ
ノ
ハ
甚
稀
ナ
リ
」
は
原
英
文 （pp.19–20）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
四

に
な
く
聞
書
き
と
推
察
さ
れ
る
。
続
い
て
の
「
但
シ
小
学
校
修
業
料
八
九
「
ペ
ン

ス
」
ヲ
越
エ
サ
ル
ヲ
法
ト
ス
」
は
先
の
「
小
学
校
」
の
項
に
て
既
述
の
事
で
あ
る
。

「
学
校
事
務
局
各〔

ニ
テ
掟
〕

私
則
ヲ
設
ケ
生
徒
ノ
出
席
ヲ
強〔
促
ス促
ス事
〕
」『
功
程
』
pp.

144
－
147

○
『
Ｏ
本
』
pp.

21
－
22　

Bye-Law
s of School Board. —

Com
pulsory 

A
ttendance at School.

の
摘
訳
。

bye-law

＝
条
例
・
内
規
、
を
訳
す
の
に
最
初
は
、「
掟
」、
再
版
で
は
「
私
則
」

と
し
、
訳
出
す
る
の
に
苦
心
し
て
い
る
。
公
的
初
等
学
校
へ
の
距
離
は
児
童
の
家
か
ら
「
三

（
註
　
マ
イ
ル
）

里
以
上
ヲ
越
ス
ヘ
カ
ラ
ス
譬
ヘ
ハ
龍
動

府
及
里リ

バ
ポ
ー
ル

味
池
府
ニ
テ
ハ
一
里
以
内
ニ
作
リ
リ
ー
ヂ
ン
グ
府
（
註　

Reading

）
ニ
テ
ハ
二
里
内
ニ
作
ル
カ
如
シ
」
に
相
応
す
る
英
文

は
提
示
の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
く
、
各
地
区
のSchoolBoard

＝
「
学
校
事
務
局
」
の
条
例
を
知
っ
て
の
記
述
、
で
あ
ろ
う
と
し
て
お

く
。『

功
程
』
p.

146
「
里リ

バ
ポ
ー
ル

味
池
私
則
ニ
童
児
一
週
間
ノ
修
業
料
八
歳
以
下
ハ
三
「
ペ

ン
ス
」
八
歳
ヨ
リ
十
歳
マ
テ
ハ
四
「
ペ
ン
ス
」
十
歳
以
上
ハ
六
「
ペ
ン
ス
」
ト

定
メ
貧
ニ
シ
テ
払
フ
能
シ
サ
ル
者
ハ
学
校
事
務
局
ヨ
リ
此
比
例
ヲ
以
テ
代
リ
償

フ
」
は
、リ
バ
プ
ー
ル
（Liverpool

）
のT

heBye-Law
sofSchoolBoard.

第
六
項
（the6thclause

）
か
ら
の
訳
出
と
推
察
さ
れ
る
。
即
ち
、W

here

theparentofanychildattendinganyschool,w
hichisnotafree

school,satisfiestheSchoolBoardthatheisunable,from
poverty,

（p.20）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
五

topaythew
holeorsom

epartoftheschoolfeesofsuchchild,the

School Board (in the case of a school provided by the Board) w
ill

rem
it (andinthe case ofany other school w

ill pay) the w
hole or such 

partofthefeesas,intheopinionoftheBoard,notexceedingsix

calendarm
onths,providedthattheam

ountoffeestoberem
itted(or

paid) shall not exceed the follow
ing scale:

—
For any child under

eight years of age, 3d. per w
eek; for any child exceeding eight years

ofageandunder10,4d.perw
eek;foranychildexceeding10years

of age, 6d. per w
eek.

で
あ
る
（
旧
太
政
官
文
庫
、『
千
八
百
七
十
一
年　

教
育
雑
誌
巻
ノ
一　
ロ
ン
ド
ン
刊
行

』
＝T

heSchoolBoard

Chronicle.A
nEducationalRecordandReview

.V
ol.I.From

February18toM
ay13.1871.London.Publishedat

theO
ffi

ce,102,FleetStreet,E.C.M
D

CCCLX
X

I.p.77.

）但
、こ
れ
は
リ
バ
プ
ー
ル
の
総
務
委
員
会（T

heGeneralPurpose

Com
m

ittee

）
の
宗
派
学
校
（denom

inationalschools
）
に
つ
い
て
の
報
告
の
一
部
で
、「
法
律
」
sec.

74
に
応
ず
る
条
例
の
草
案

で
あ
る
。
筆
者
の
目
に
止
ま
っ
た
の
で
一
資
料
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。

こ
の
項
の
終
り
の
部
分
は
「
若
シ
父
母
其
子
ヲ
学
校
ニ
出
サ
ヽ
レ
ハ
学
務
局
官
員
其
家
ニ
至
リ
父
母
ヲ
面
前
ニ
呼
出
シ
テ
其
怠
リ

シ
因
由
ヲ
検
査
シ
教
育
ニ
付
テ
ノ
諸
法
則
ヲ
読
ミ
聞
カ
セ
懇
ニ
説
諭
ヲ
加
フ
ヘ
シ
…
」、「
入
学
催
促
文
…
里
味
池
学
務
局　

月
日
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
テ
キ
ス
ト
は
リ
バ
プ
ー
ル
の
「
学
務
局
」（SchoolBoard

）
条
例
と
推
定
さ
れ
る
（
筆
者
未
披

閲
）。

（前頁より続く）（pp.21–22）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
六

「
教
育
部
学
校
事
務
局
ノ
過
失〔
ヲ
〕処
分
〔
ス
ル
事
〕」『

功
程
』
pp.

147
－
148

○
『
Ｏ
本
』
で
は
前
項Bye-Law

s of School Board.

―
…
に
続
く
の
は
、Pow
ers 

of School Board w
ith regard to Industrial Schools.

＝
職
業
学
校
に
対
す
る　

学
校
事
務
局
の
権
限
、
に
つ
い
て
の
項
で
あ
る
が
『
功
程
』
で
は
訳
出
せ
ず
、
次
の

Proceedings in the case of D
efault of School Board.

＝
学
校
事
務
局　

業
務

不
履
行
の
場
合
の
処
置
、
へ
と
進
ん
で
い
る
。
但
、
記
述
内
容
は
詳
細
過
ぎ
て
日
本

に
と
っ
て
不
必
要
、と
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、訳
出
は
『
Ｏ
本
』
pp.

93
－
94
の
「
法

律
」
本
文D

efaulting School Board.

―Proceedings on D
efault by School 

Board.

sec.

63
に
つ
い
て
の
註
3
を
訳
出
し
、
次
い
で
sec.

63
の



4
－
7
を
訳
出
し
て

い
る
。「
三
ケ
月
ヲ
閲
シ
テ
」
は
“
十
二
ケ
月
”
が
正
し
い
。「
教
育
部
ハ
毎
年
学
校

事
務
局
ノ
怠
惰
ヲ
処
分
シ
タ
ル
顚
末
ヲ
上
下
ノ
議
事
院
ニ
開
申
ス
ヘ
シ
」
は
『
Ｏ
本
』

p.

24
で
は
、T

hecasesinw
hichtheEducationD

epartm
entexercisethesepow

ersareeachyeartobesetforth

in a special report, w
hich is to be laid before

Parliam
ent(sec.66).

と
あ
る
部
分
の
訳
出
で
あ
る

（
sec.

66
はD

issolution of School Boards.

＝　

学
校
事

務
局
の
解
散
、
に
つ
い
て
の
法
規
定
で
、
最
後
に
、T

he

E
ducationD

epartm
entshallcausetobelaid

beforebothH
ousesofParliam

entineveryyeara

（pp.147–148）
（pp.93–94.sec.63,default についての註 3 と

member についての註 1）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
七

specialreportstatingthecausesinw
hichtheyhavem

adeanyorderunderthissectionduringtheproceeding

year,andtheirreasonform
akingsuchorder.

と
記
述
さ
れ
て
い
て
、「
上
下
ノ
議
事
院
」
と
訳
出
し
て
い
る
点
か
ら
、
sec.

66

の
方
を
訳
し
た
、
と
し
て
よ
い
）。

『
Ｏ
本
』
を
逐
語
的
に
訳
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、「
法
律
」
そ
の
も
の
を
も
読
込
ん
で
い
て
、
理
解
し
易
い
よ
う
に
構
成
し
直
し

て
訳
出
し
て
い
る
の
が
判
る
。

「
聯
区
及
援
区

〔
ノ
事
〕」『

功
程
』
p.

148

○
『
Ｏ
本
』
pp.

24
－
26　

U
nited School D

istrict.

の
冒
頭
10

行
訳
出
、
そ
れ
以
降
p.

26
の
3
行
目
迄
の
1
頁
分
程
訳
出
せ
ず
、

p.

26
の



4
－
5
を
訳
出
し
て
い
る
。「
聯
区
」
の
次
に
は
『
Ｏ

本
』
で
はContributory D
istricts.

＝
「
援
区
」
の
項
を
設
け

て
い
る
が
、
こ
れ
は
訳
出
せ
ず
、「
法
律
」
本
文
の
同
一
名
の
項

sec.

49
に
依
っ
て
「
援
区
」
を
記
述
し
て
い
る
。
但
、「
某
区
ニ
ハ

富
民
多
ク
シ
テ
…
貧
区
ア
リ
テ
…
力
ノ
乏
シ
キ
時
ハ
」
に
相
応

す
る
原
英
文
は
『
Ｏ
本
』
に
も
「
法
律
」
自
体
に
も
見
出
し
得

な
い
。
英
国
で
関
係
者
か
ら
受
け
た
説
明
に
よ
る
付
言

9

9

と
推
察

さ
れ
る
。

な
お
、「
教
育
部
ハ
現
今
将
来
を
論
セ
ス
便
宜
ニ
従
テ
…
」
は

（p.148）（「法律」sec.40 前半部）

（pp.24–25。この後33行訳出せずp.26
の Aunitedschooldistrictformed

bytheEducationDepartmentmay
alsobedissolvedbythem(sec.42).

を訳出、その後 18 行訳出せず）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
八

「
法
律
」
sec.

40
か
ら
訳
出
し
た
も
の
でhereinafterm

entioned

を
「
現

今
将
来
ヲ
論
セ
ス
」
と
錯
誤
し
た
と
推
察
さ
れ
る
（“
下
記
の
”
意
）。

「
学
費
出
納

〔
ノ
事
〕」『

功
程
』
pp.

148
－
150

○
『
Ｏ
本
』
pp.
27
－
29　

E
xpenses.

は
英
国
人
向
け
の
「
法
律
」
の
概
説

で
、
記
述
が
細
か
過
ぎ
た
り
、
多
岐
に
亘
り
過
ぎ
て
い
る
向
き
が
あ
り
日

本
に
と
っ
て
不
必
要
な
事
例
の
記
述
が
多
い
。
こ
の
項
も
先
項
に
続
い
て

「
法
律
」
本
体
か
ら
摘
訳
し
て
い
る
。
即
ち
、「
法
律
」
本
文E

xpenses.

sec.

53
・
54
・
56
及
び
、
次
の
項A

ccounts and A
udit.

＝
決
算
書
と
会
計

検
査
及
び
、
sec.

59
・
62
の
摘
訳

が
本
項
・「
学
費
出
納
」
で
あ
る
。

調
査
、
訳
出
し
た
日
本
の
官

員
？
が
『
Ｏ
本
』
の
記
述
傾
向

が
大
分
判
っ
て
き
た
結
果
で
あ

ろ
う
か
。

『
功
程
』
で
の
訳
出
文
と
「
法

律
」
の
文
言
を
提
示
し
て
お
く
。

摘
訳
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た

（pp.148–150）（『法律』本文）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

二
九

か
が
、
よ
く
判
る
の
で
あ
る
。

「
公レ

ポ
ル
ト

報
書
」〔
ノ
事
〕『

功
程
』
pp.

150
－
151

○
「
レ
ポ
ル
ト
」（report

）
と
振
仮
名
が
あ
る
。
こ
の
「
法
律
」
で
はR

eport.

―A
nnual R

eport of E
ducation D

epartm
ent.

の
項
が
あ
り
、
sec.

100
が
そ

れ
で
あ
る
。
即
ち
“「
教
育
部
」
は
、こ
の
「
法
律
」
の
下
で
の
前
年
の
業
績
を

毎
年
、
両
院
へ
報
告
書
に
し
て
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
”
と
い
う
規
定
で
あ
る
（T
he

E
ducationD

epartm
entshallinevery

yearcausetobelaidbeforeboth

H
ousesofParliam

entareportoftheir

proceedings under this A
ct during the

preceding year.

）。

『
功
程
』
で
の
「
公
報
書
」
は
「
レ
ポ
ル
ト
」

で
は
な
く
、そ
の
記
述
内
容
か
らreturn(s)（
報

告
書
）
で
あ
る
（
sec.

95
に
、reportandreturns.

と
あ
る
故
の
混
同
か
）。
訳
出
内
容
は
、『
Ｏ
本
』
p.

32R
eturns.

か
ら
で
は
な

く
、「
法
律
」R

eturns and Inquiry.

―R
eturns by Local A

uthority.
sec.
67Local A

uthority to m
ake R

eturns.

sec.

69

Proceedings on D
efault of A

uthority to m
ake R

eturns. 

sec.

71
・
72
の
摘
訳
で
あ
る
。

（pp.150–151）

（『法律』より以下同様）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

三
〇

日
本
か
ら
の
調
査
の
官
員
？
は
『
Ｏ
本
』
の
「
概
説
」
を
摘
訳
す
る
事
か
ら
脱
し
て
、「
法
律
」
そ
の
も
の
に
向
い
、
訳
出
し
て
纏

め
る
よ
う
に
成
っ
た
事
が
、
こ
こ
で
も
見
て
取
れ
る
。

「
政
府
扶
助
金

〔
ノ
事
〕」『

功
程
』
pp.

151
－
153

○
前
項
同
様
『
Ｏ
本
』
の
「
概
説
」
に
則
し
た
訳
出
で
な
い
。

訳
出
文
の
最
初
の
3
行
「
…
後
ニ
与
フ
ヘ
シ
」
に
相
応
す
る
原
英
文

は
『
Ｏ
本
』
に
も
「
法
律
」
の
条
文
に
も
見
出
せ
な
い
。
次
の
「
千

八
百
…
」
以
下
は
『
Ｏ
本
』
pp.
33
－
35　

Parliam
entary G

rant.

の
摘
訳
で
あ
り
然
も
、
原
英
文
の
記
述
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
訳
出

（pp.151–152）

（pp.33–34）

（11 omitted）

（10 omitted）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

三
一

し
て
い
る
（
以
下
、



2

pp.
と



4

略
）。
こ
れ
に
て

「
テ
キ
ス
ト
提
示
」
の
最
後
に
な
る
の
で
訳
出
文
と
、

そ
の
原
文
の
一
部
を
提
示
し
て
お
く
。
先
人
の
訳
出

振
り
を
見
る
よ
す
が
と
す
る
。

テ
キ
ス
ト
に
し
た
原
英
文
を
略
さ
ず
提
示
す
れ
ば

摘
訳
の
実
態
を
示
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト

の
個
所
紹
介
で
も
目
的
が
達
せ
ら
れ
、
紙
幅
の
事
も

あ
り
、
か
く
、
略
し
た
次
第
で
あ
る
。

前
頁
に
提
示
し
た
以
降
の
『
功
程
』（
p.

152


7

－
p.

160


3
）
は
、「
政
府
扶
助
金
」
に
つ
い
て
の
細
か
い
規
定
の
羅
列
で
あ
り
、
そ
の
後
は
「
師
範
学
校
ニ
扶
助
金
配
賦
」、「
師

範
学
校
入
学
」、「
小
学
教
員
并
其
證
書
」、「
英
国
小
学
校
統
計
書
」、「
英
国
公
学
費
」、「
千
八
百
七
十
二
年
全
国
教
育
費
概
数
」、「
教

育
部
職
員
歳
俸
」
と
続
く
。
こ
れ
ら
は
『
功
程
』
で
い
う
「
教
育
部
新
則
」
か
ら
の
訳
出
と
し
て
よ
い
。
こ
れ
は
先
述
、
筆
者
未
見

のbye-law
s

＝
条
例
、
或
は
、them

inutesoftheEducationD
epartm

ent.

＝
教
育
部
議
事
録
、
の
一
八
七
〇
年
度
版
か
、
と

し
て
後
考
を
俟
つ
事
と
す
る
。

（
筆
者
未
披
閲
は
先
述
。
な
お
、
本
項
以
降
、「
行
」
を
示
す
の
に

を
用
い
た
事
を
御
断
り
し
て
お
く
）。

（
五
）
新
島
の
英
国
教
育
視
察
（「
終
論
」
参
照
）

新
島
が
田
中
に
随
行
し
て
英
国
の
リ
バ
プ
ー
ル
に
到
着
し
た
の
は
七
二
年
（
十
九
世
紀
）
五
月
二
十
一
日
（
明
治
五
年
四
月
十
五

（6 omitted）

（pp.34–35）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

三
二

日
）
で
、
こ
れ
か
ら
約
10
ケ
月
に
及
ぶ
、
英
国
を
手
始
め
に
欧
洲
主
要
七
ケ
国
の
教
育
視
察
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
田
中
の
一
行
は

同
年
七
月
十
六
日
（
明
治
五
年
六
月
十
一
日
）
に
、
パ
リ
に
向
っ
て
ロ
ン
ド
ン
を
発
っ
て
い
る
の
で
、
在
英
期
間
は
五
七
日
間
で
あ

る
。
そ
の
間
、
新
島
が
英
国
教
育
に
つ
い
て
面
談
、
質
問
し
た
主
な
人
物
は
以
下
の
人
々
で
あ
る
（「
終
論
」
御
参
照
）。

フ
レ
イ
ザ
ー
（Jam

esFraser　

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
主
教
。
五
月
二
三
・
二
四
日
）。

Ｍ
・
Ｓ
・
テ
イ
ト
（M

.S.T
ait

五
月
二
七
日
）。

Ｗ
・
ネ
ル
ソ
ン
（W

illiam
N

elson

）、
Ｈ
・
パ
ー
ク
（H

opePark

）、
Ｈ
・
カ
ル
ダ
ウ
ッ
ド
（H

.Calderw
ood

）、
フ
レ
ー
ザ
ー

教
授
（Prof.Frazer
）、
ハ
ナ
博
士
（D

r.H
anna

）、
Ｗ
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
（W

illiam
D

〔eillegible
ikson

〕

）
＝
（
五
月
三
〇
日
）。

フ
ォ
ス
タ
ー
（W

.E.Foster,theV
oice-PresidentoftheCom

m
itteeonEducation.

六
月
十
一
日
）。

Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（M

atthew
A

rnold,H
erM

ajesty’sInspector.

六
月
二
五
・
二
八
日
）。

リ
ー
バ
イ
・
リ
オ
ン
？
教
授
（Prof.Levi-Leone,1821–1858.

七
月
十
二
日
。
法
・
統
計
専
門
家
）。

右
の
人
々
に
会
っ
た
事
は
新
島
の
、
田
中
に
随
行
時
の
英
文
日
記
（『
全
集
』
7

pp.

53
－
72
）
に
て
判
明
す
る
が
、
英
国
教
育
に

つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
質
疑
応
答
の
詳
細
は
、
最
後
の
リ
ー
バ
イ
・
リ
オ
ン
？
教
授
と
の
も
の
を
除
い
て
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

新
島
の
得
た
情
報
が
『
功
程
』「
英
国
」
の
部
の
内
容
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
不
明
、
と
い
う
以
外
、
今
と
な
っ
て
は
、
術
が

な
い
。
た
だ
一
つ
だ
け
、こ
の
教
授
か
ら
の
情
報
と
し
て
新
島
は
英
国
の
教
育
に
つ
い
てA

Briefview
ofEnglishschool

（『
全

集
』
7

pp.

71
－
72
）
を
書
遺
し
て
い
る
。
即
ち
、
初
等
学
校
か
ら
カ
レ
ッ
ジ
、
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
迄
の
五
段
階
の
学
校
を
簡
潔
に
説

明
、
大
学
生
に
は
本
科
生
と
聴
講
生
、
夜
間
ク
ラ
ス
の
存
在
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
新
島
は
、
当
時
の
英
国
の
学
校
制
度

の
大
略
は
判
っ
て
い
た
、
と
い
え
る
。『
功
程
』
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
いD

am
eandLadiesSchool

（
有
料
家
庭
塾
）、
さ
ら
に
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
種
別
に
つ
い
て
（
ａ
）
少
し
低
い
中
流
階
級
子
弟
の
学
校
、（
ｂ
）
グ
ラ
マ
ス
ク
ー
ル
、
モ
ダ
ン
ス
ク
ー
ル



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

三
三

（Gram
m

arSchool,M
odernSchool

）
と
呼
ば
れ
る
（
ａ
）
よ
り
少
し
レ
ベ
ル
の
高
い
学
校
、（
ｃ
）
イ
ー
ト
ン
や
ハ
ロ
ー
（Eaton,

H
arrow

）
な
ど
の
上
流
階
級
や
貴
族
の
子
弟
の
学
校
と
、階
層
別
進
学
校
を
記
し
て
い
る
が
新
島
の
得
た
英
国
教
育
の
知
見
は
必
ず

し
も
『
功
程
』
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
ら
各
校
の
問
題
点
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
。

新
島
は
、
先
述
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
の
面
談
が
印
象
深
か
っ
た
の
か
、
彼
の
著
作　

H
igherSchoolsandU

niversitiesin

Germ
any,1874.London,M

acm
illan.

（『
新
島
旧
邸
文
庫
所
蔵
目
録
』
p.

39
）
を
書
架
に
置
い
て
い
た
。（
後
述
、「
終
論
」
参
照
）。

田
中
に
随
行
し
て
の
米
・
欧
主
要
国
の
教
育
視
察
行
は
新
島
を
し
て
近
代
教
育
に
就
い
て
大
い
な
る
知
見
を
得
さ
し
め
、
そ
れ
が

一
生
の
方
向
を
決
定
す
る
一
要
因
と
も
な
っ
た
、
と
し
て
お
く
。

「
英
国
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
て
了
と
す
る
。

四　
「
和
蘭
国
」

『
功
程
』
巻
之
十
二
（
明
治
八
年
一
月
出
板
。
洋
装
本
pp.
721
－
795
）
全
一
巻
で
、
二
つ
の
項
か
ら
成
る
。「
和
蘭
国
教
育
略
則
一
千

八
百

七
十

二
年
」（
Ａ
と
す
る
）、「
和
蘭
学
制
一
千
八
百
五
十
七
年

八
月
第
十
三
日
発
行
」（
Ｂ
と
す
る
）
で
あ
る
。

Ｂ
は
初
等
教
育
法
（
小
学
校
令
）W

etophetlageronderw
ijis.

＝Law
ofprim

aryeducation.

＝
「
小
学
定
則
」（
一安

政

四

八
五
七

年
八
月
十
三
日
発
布
）
と
、
中
等
教
育
法
（
中
等
学
校
令
）W

etophetm
iddelbaaronderw

ijs.

＝Law
ofsecondary

education.

＝
「
中
学
定
則
」（
一文

久

三

八
六
三
年
三
月
三
日
発
布
）
を
、「
和
蘭
学
制
」
と
し
て
一
つ
に
纏
め
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

発
布
年
月
日
の
異
る
二
つ
の
法
令
を
、
一
括
り
に
す
る
に
は
記
述
に
工
夫
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
く
、『
功
程
』
編
纂
時
の
錯

誤
と
い
え
る
（
後
述
参
照
）。
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四

Ａ
はU

nited Secular and Separate R
eligious E

ducation.ED
U

CA
T

IO
N

IN
H

O
LLA

N
D

.ByD
r.Lindo,theH

ague,

governm
entinspectorinSouthH

olland.Pricethreepence.Birm
ingham

,London,printedfortheN
ational

EducationLeague,1872.

（
本
文
十
頁
）
の
摘
訳
。
但
、
訳
出
に
一
部
難
が
あ
る
。「
小
童
ヲ
福
音
ノ
道
ニ
誘
導
ス
ル
ヿ
ハ
妨
ケ
ナ

シ
」
はT

heyare,how
ever,enjoinedtotrainupthechildren“inallChristianandsocialvirtues.”

が
原
文
で
“
全
て

の
公
立
学
校
教
師
（T

hey

）
は
児
童
を
「
全
き
基
督
者
と
し
、
社
会
的
徳
」
を
身
に
付
け
る
よ
う
訓
育
す
る
事
を
課
せ
ら
れ
て
い

る
”
の
で
あ
っ
て
、「
妨
ケ
ナ
シ
」
で
は
な
い
。

又
、「
助
教
官
ヲ
選
ム
モ
…
法
ハ
甚
タ
粗
ニ
シ
テ
或
ハ
僅
ニ
其
旅
費
ヲ
給
与
ス
ル
ノ
ミ
」
はA

ssistantteachersareappointed

inlikem
anner,from

asim
ilarlistpreparedbythesam

eauthorities,inconcertw
iththeheadm

aster;butno

com
petitive exam

ination is required. T
he Corporations, som

etim
es act very liberally w

ith regard to the

candidates, grantingthem
asm

allsum
fortravellingexpences,&

c.

で
決
し
て
「
粗
」
で
は
な
く
“
教
員
志
願
者
に
気
前

よ
く
旅
費
等
の
費
用
を
自
治
連
合
体
が
出
し
て
く
れ
る
時
も
あ
る
”
が
本
意
で
あ
る
。

右
の
、本
文
僅
か
十
頁
の
「
小
冊
子
」
の
主
題
はEducationinH

olland

で
最
初
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
表
記
は
副
題
で
あ
る
。
即

ち
、
教
育
か
ら
宗
教
が
排
除
さ
れ
“
教
・
宗
分
離
、
世
俗
教
育
そ
の
も
の
の
和
蘭
教
育
”
と
し
て
お
く
。

D
r.Lindo

は
ハ
ー
グ
の
人
、Governm

entInspectorofPrim
aryInstructioninSouthH

olland.

の
肩
書
を
有
す
る
教
育

者
でN

ationalEducationLeague

の
一
員
。
こ
の
連League盟
は
、
地
方
の
あ
ら
ゆ
る
児
童
に
十
全
な
教
育
制
度
の
設
立
、
を
目
標
と

し
た
団
体
で
あ
る
（「
小
冊
子
」
よ
り
）。
こ
の
「
小
冊
子
」
は
表
紙
の
紹
介
で
判
る
よ
う
に
英
国
で
印
刷
（
市
販
も
）
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
ハ
ー
グ
で
田
中
が
リ
ン
ド
ー
氏
か
ら
入
手
せ
ず
と
も
、
文
部
省
か
ら
の
随
行
員
・
中
島
永
元
や
内
村
良
蔵
が
入
手
し
て
、
訳

出
し
て
或
は
、
原
本
を
日
本
へ
送
付
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
（
田
中
は
内
村
と
は
一明

治

五

八
七
二
年
六
月
二
二
日
、
ロ
ン
ド
ン
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五

で
会
っ
て
い
る
。
中
島
の
欧
洲
で
の
活
動
記
録
は
不
詳
。
彼
の
関
係
資
料
が
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

目
録
を
見
た
限
り
で
も
、
不
詳
、
で
あ
る
）。

訳
出
が
少
し
ぎ
こ
ち
な
い
感
が
あ
る
。
即
ち
、Theschoolfeesarelow

,from
£110s.to£5perannum

,atm
ost,fora

first-rate education given by U
niversity m

en or teachers w
ho have stood the test of the “States’ exam

ination”

held once a year.
を
『
功
程
』
で
は
「
初
等
教
育
ノ
学
費
ハ
一
ケ
年
一
磅
半
ヨ
リ
五
磅
ニ
至
ル
教
師
は
必
地
方
ノ
試
験
ヲ
経
タ
ル

モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
“
授
業
料
は
…
最
大
五
ポ
ン
ド
迄
で
、
大
学
人
や
年
一
回
の
全
国
試
験
に
合
格
し
て
い
る
資
格

を
有
す
る
教
員
に
よ
る
一
流
の
教
育
を
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
授
業
料
は
や
す
い
も
の
だ
”
位
の
意
で
あ
る
。
そ
の
他
、

宗
教
会
（
ロ
ー
マ
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
や
敬
虔
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
＝PietistProtestants

）
は
初
等
教
育
法
に
は
猛
烈
に
反
対

（
法
sec.

23
に
よ
り
公
教
育
で
の
宗
教
々
育
禁
止
の
故
）
し
て
い
た
が
、
中
等
教
育
法
で
は
殆
ど
反
対
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
、
ラ
テ
ン

語
の
諺
を
引
用
し
て
締
括
っ
て
い
る
。“tandem

bonacausetrium
phat,”inH

olland,aselsew
here.

（
諺
は
“
結
局
は
良
き

も
の
が
勝
利
す
る
”
意
）。『
功
程
』
で
は
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。
新
島
な
ら
、
ラ
テ
ン
語
を
学
習
し
て
い
た
の
で

訳
出
し
て
い
た
、
と
し
て
お
く
。

一
八
七
二
年
八
月
二
二
日
、田
中
は
内
務
省
で
大
臣
か
ら
リ
ン
ド
ー
氏
を
紹
介
さ
れ
、ハ
ー
グ
で
も
極
め
付
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー

ル
を
彼
の
案
内
で
視
察
し
、
翌
二
三
日
に
は
リ
ン
ド
ー
家
で
食
事
の
接
待
を
う
け
、
さ
ら
に
、
二
六
日
に
は
再
び
彼
を
訪
ね
質
問
を

重
ね
て
い
る
（『
全
集
』
7

pp.

85
－
86
、
但
、Linde

と
あ
る
の
はLindo
の
錯
誤
）。
こ
の
折
に
は
、
今※

村
和わ

郎ろ
う

、
近※

藤
鎮や

す
ぞ
う三

も
合

流
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
リ
ン
ド
ー
氏
は
英
文
の
「
小
冊
子
」
を
著
す
程
で
あ
る
か
ら
専
ら
、
新
島
が
通
訳
の
労
を
執
っ
た
、

と
い
え
る
（『
全
集
』
7
の
英
文
日
記
参
照
）。

【
※
今
村
は
、
井
田
進
也
氏
の
研
究
でW

arou

と
自
署
し
、
又W

aro

と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
が
判
っ
て
い
る
。
同
氏
『
中
江
兆
民
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の
フ
ラ
ン
ス
』
p.

21
及
び
p.

103　

昭
和
62
年　

岩
波
書
店
。

※
近
藤
は
、『
幕
末
洋
学
者
欧
文
集
』
山
岸
光
宣
編　

昭
和
15
年　

弘
文
荘　

に
「K

ondouy
sic

asusau

」
と
自
署
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
中
の
七
十
語
程
の
独
文
を
或
る
独
語
専
門
の
方
に
検
討
し
て
頂
い
た
処
、
言
わ
ん
と
し
て
い
る
事
が
ど
う
に
か
判
る
程
度
と
の

事
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
十
数
年
前
の
事
で
あ
る
。】

と
こ
ろ
で
Ａ
は
リ
ン
ド
ー
氏
の
英
文
の
著
作
で
あ
る
か
ら
、
英
国
の
通
貨
単
位
（
旧
制
度
）
の
「
ギ
ュ
ニ
ー
ネ
」（guinea

＝
ギ

ニ
ー
＝
21
シ
リ
ン
グ
）
に
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、Ｂ
で
は
「
和
蘭
」
の
通
貨
単
位
「
ギ
ュ
ル
デ
ン
」（gulden

フ
ル
デ
ン
）
を

用
い
て
お
り
、
蘭
語
か
ら
の
訳
出
で
あ
る
事
に
気
付
く
。
又
、「
小
学
定
則
」
の
英
訳
で
はflorin

（
蘭
語florijin

フ
ロ
リ
ン
）
を
用

い
て
い
る
。
な
お
、
新
島
は
リ
ン
ド
ー
氏
の
肩
書
をGovernm

ent

で
な
く
、Provincial

＝
州
の
、Inspector

＝
視
察
官
、
と
し

て
い
る
（『
全
集
』
7

p.

85
）
が
、「
小
冊
子
」
を
見
て
お
れ
ば
正
し
くGovernm

entInspector

と
記
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る

の
で
「
小
冊
子
」
は
披
閲
で
き
て
い
な
か
っ
た
公
算
大
、
と
し
て
お
く
。

新
島
が
米
欧
の
教
育
制
度
視
察
中
に
得
た
資
料
、
文
献
等
を
『
功
程
』
の
た
め
に
訳
出
し
て
纏
め
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
の
は

一明

治

五

八
七
二
年
九
月
下
旬
－
翌
年
一
月
の
末
頃
迄
で
あ
る
（『
全
集
』
8

pp.

106
－
110
。
但
『
功
程
』
用
に
訳
出
、
と
確
定
で
き
る
の
は

先
述
、『
史
料
彙
報
』
第
七
集
に
翻
刻
し
た
七
点
の
み
＝
同
書
、筆
者
解
説
＝
で
あ
る
。
後
に
、補
訂
し
て
『
全
集
』
1
に
再
録
）。
こ

の
間
、
新
島
が
リ
ン
ド
ー
氏
の
「
小
冊
子
」
を
訳
出
し
た
と
す
る
痕
跡
は
未
見
で
あ
る
。

「
小
冊
子
」（『
功
程
』
で
は
「
…
リ
ン
ド
ー
氏
述
」）
の
初
め
の
方
に
あ
る
「
…
第
二
級
教
育
ノ
規
則
ヲ
定
メ
…
」
はIn1863it

w
asfollow

edbyalaw
ofSecondaryInstruction.

（
註　

it

＝alaw
ofPrim

aryEducation

）
の
訳
出
で
あ
り
、
新
島
な

らSecondaryInstruction

を
「
中
学
校
の
事
」
と
し
「
第
二
級
の
教
育
」
と
は
訳
出
し
な
い
、
と
し
て
お
く
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
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は
、
一
八
六
三
年
三
月
三
日
発
布
の
、
中
等
教
育
法
、
の
事
で
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
国
家
が
中
等
教
育
を
規
制
す
る
事
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
他
方
、
国
自
体
も
中※

等
学
校
の
設
立
、
維
持
の
責
を
負
う
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
※
工
芸
学
校
（polytechnicschool

）、
農
芸
学
校
（agriculturalschool

）、
市
民
中
学
校
（higherburgherschool

）
の
事
。

当
時
、
市
民
中
学
校
は
、
和
蘭
の
主
要
都
市
に
十
五
校
存
在
し
た
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
人
口
一
万
人
以
上
の
都
市
に
は
、
こ
の

学
校
を
一
校
設
立
、
維
持
す
る
こ
と
が
国
の
責
務
と
な
っ
た
。】

『
功
程
』
の
「
和
蘭
学
制
」
と
全
く
同
一
の
法
律
の
、
蘭
語
原
本
か
ら
の
訳
出
が
明一

八
六
九

治
二
年
、
内
田
正
雄
（
天一

八
三
九

保
九
－
明一

八
七
六

治
九
年　

通
称
、
恒
次
郎
。
訳
出
時
は
大
学
南
校
に
て
大
学
少
丞
。
以
後
、
内
田
と
略
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

『
和
蘭
学
制
』
上
（
巻
一
）
＝
一
八
五
七
年
八
月
十
三
日
の
法
律
・
初
等
教
育
法
（「
小
学
条
例
」）
の
訳
出
及
び
、

『
和
蘭
学
制
』
下
（
巻
二
）
＝
一
八
六
三
年
三
月
三
日
の
法
律
・
中
等
教
育
法
（「
中
学
条
例
」）
の
訳
出
で
、
開
成
学
校
か
ら
「
官

板
」
と
し
て
出
板
さ
れ
て
い
る
（『
明
治
文
化
全
集
』
教
育
篇　

日
本
評
論
社　

昭
和
42
年
第
二
版
参
照
）。
内
田
訳
の
「
銀
ヲ
納
ム

ヘ
シ
」
は
『
功
程
』
で
は
「
代
金
ヲ
納
ム
ヘ
シ
」、「
家
学
」
→
「
私
学
」、「
元
」
→
「
ギ
ュ
ル
デ
ン
」
の
如
く
判
り
易
く
改
訂
さ
れ

て
い
る
。
但
、『
功
程
』
全
体
の
用
語
（
術
語
）
の
斉
一
性
は
、
鷲
津
毅
堂
が
全
体
の
校
正
に
当
っ
た
（
先
述
、
田
中
「
談
話
」
参

照
）
と
さ
れ
て
い
る
割
に
は
、
保
た
れ
て
い
な
い
。
宗
教
用
語
は
当
時
、
訳
語
が
一
語
に
収
斂
し
て
定
着
し
て
お
ら
ず
様
々
な
訳
語

が
『
功
程
』
で
使
わ
れ
て
い
た
事
が
判
っ
て
い
る
（
山
崎
渾み

な

子こ

『
岩
倉
使
節
団
に
お
け
る
宗
教
問
題
』
pp.

200
－
211　

’06
年 

思
文
閣
出

版
。
但
、
訳
出
語
の
原
語
提
示
な
し
）。

『
功
程
』
で
の
「
和
蘭
国
」
の
編
述
の
根
本
的
な
誤
り
は
先
述
の
如
く
、発
布
年
の
異
な
る
二
つ
の
法
律
を
一
つ
に
括
っ
て
し
ま
っ

た
事
で
あ
る
。『
功
程
』
で
の
「
小
学
校
定
則
第
一
」
は
原
文
で
は
、
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T
itelI.A

lgem
eeneBepalingen.=T

itleI.GeneralProvisions.

（
第
一
項　

一
般
規
定
）
で
、『
功
程
』
は
法
律
に
即
し
た

訳
出
で
は
な
い
。
他
方
、
内
田
訳
は
法
律
に
忠
実
に
、「
小
学
条
例　

○
第
一
項　

○
一
般
ノ
規
則
」
と
訳
出
し
て
い
る
（
但T

itel

I.
…
の
前
に
は
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
述
べ
た
前※

文
が
あ
る
）。『
功
程
』「
公
立
小
学
校
第
二
」
は
原
文
で
は
、

T
itelII.

（
第
二
項
）O

penbaarO
nderw

ijs.

（
公
教
育
）§1V

andescholen

（
学
校
に
つ
い
て
）
で
あ
る
が
、
内
田
は
、「
○

第
二
項　

○
公
学
校　

△
第
一　

学
校
ノ
事
」
と
忠
実
に
訳
出
し
て
い
る
。

【
※
前
文
大
意
“
こ
の
法
律
は
国
民
夫
々
の
宗
教
信
条
を
尊
重
し
、初
等
教
育
を
当
局
の
責
任
に
於
て
公
的
制
度
に
せ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
当
局
の
指
導
の
下
、
教
育
は
自
由
に
な
さ
れ
て
可
で
あ
る
（
但
無
償
で
は
な
く
、
学
校
を
自
由
に
設
立
し
、
そ
こ
に
生
徒

を
登
校
さ
せ
、
教
育
を
行
う
の
は
自
由
、
の
意
）。
初
・
中
等
学
校
の
教
師
は
、
そ
の
品
性
と
能
力
を
問
わ
れ
る
が
、
こ
の
事
は
法
に

依
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
中
・
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
規
制
す
る
法
律
が
出
来
る
迄
は
、
こ
の
初
等
教
育
に
関
す
る
法
律
を
準

用
、
遵
守
す
べ
き
事
と
す
る
”。】

内
田
が
、『
功
程
』
巻
之
十
二
「
和
蘭
国
」
出
板
の
明
治
八
年
一
月
迄
文
部
省
に
出
仕
し
て
お
れ
ば
、
発
布
年
度
の
異
な
る
二
つ
の

法
律
を
不
様
に
一
つ
に
す
る
誤
り
を
犯
さ
な
か
っ
た
、と
し
て
お
く
。
彼
は
明
治
六
年
七
月
に
は
文
部
省
を
去
っ
て
い
る
（『
百
官
履

歴
』
二
p.

530
）。
彼
は
文一

八
六
二

久
二
年
の
、
和
蘭
派
遣
留
学
生
＝
榎
本
釜
次
郎
武
揚
、
西
周
助
（
周
）、
津
田
慎
一
郎
（
真
道
）
等
の
取
締

役
と
し
て
渡
欧
し
て
お
り
、
蘭
語
に
堪
能
な
の
は
勿
論
、
和
蘭
の
教
育
制
度
に
も
通
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、『
和
蘭
学
制
』
二
巻
を
訳

出
し
得
た
、
と
い
え
る
。

「
小
学
定
則
」（『
功
程
』
の
訳
語
＝
初
等
教
育
法
）
は
本
来
、
全
七
三
条〔

章
〕で

あ
る
。
内
田
の
『
和
蘭
学
制
』
上
も
、
そ
れ
の
用
語
、

表
現
を
若
干
、
改
訂
し
て
『
功
程
』
巻
之
十
二
に
再
録
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
「
和
蘭
国
」
も
六
七
条〔

章
〕迄

し
か
訳
出
採
録
さ
れ
て
い
な
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三
九

い
事
を
特
記
し
て
お
く
。
六
八
－
七
三
条
は
、法
律
の
第
六
項　

経
過
措
置
（T
itelV

I.O
vergangsbepalingen.

＝T
em

porary

Provisions.

）
な
の
で
訳
出
し
な
か
っ
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
「
初
等
教
育
法
」
は
、
Ｈ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
（H

enryBarnard,1811–1864

）
のA

m
ericanJournalofEducation.V

ol.

14, 1864. pp.701
－712.

に
英
訳
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
但
、『
功
程
』
に
、
こ
の
英
訳
が
利
用
さ
れ
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
。

後
考
を
俟
つ
事
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
英
訳
文
は
、N

ationalEducation.System
sInstitutionsandStatisticsofPublic

Instruction in different countries. By H
enry Barnard, LL. D

. Part II. pp.729–740.

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
法
律
の
最
後
、

七
三
条
（A

rt.73

）
迄
英
訳
さ
れ
て
い
る
（Law
ofPrim

aryInstructioninH
olland.

）。

五　
「
白
耳
義
国
」

『
功
程
』
巻
之
七
「
仏
国
ノ
四
」
の
最
後
に
付
帯
的
に
録
さ
れ
て
い
る
（
洋
装
本
pp.

513
－
515
）。
即
ち
、

「
白
耳
義
国
教
育
略
則
」「
白
耳
義
国
大
学
士
ラ
ゥ
エ
レ
ー
氏
著
書
中
ノ
小
学
教
育
大
綱
領
」
と
し
て
八
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実

に
簡
略
な
も
の
で
、
そ
の
要
点
は
、
小
学
校
教
育
の
無
償
化
、
義
務
化
、
宗
教
々
育
の
学
校
か
ら
の
排
除
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
法

学
、
経
済
学
の
面
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
ラ1

※

ヴ
レ
ー
（Ém

ileLouisV
ictordeLaveleye,1822–1892.

）
の
事
で
、
ベ
ル
ギ
ー
の

リ
エ
ー
ジ
ュ
（Liège

）
大
学
教
授
で
あ
る
。
米
国
の
教
育
局
（BureauofEducation

）
が
出
し
て
い
る
「
一
八
七
二
年
版
報
告

書
」（ReportoftheCom

m
issionerofEducationfortheyear1872.

）
のp.L

sic
X

IX
(LX

X
IX

)

に
、こ
の
ラ
ヴ
レ
ー
の
教
育

局
へ
の
書
信
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。Itakethelibertytosendyouavolum

eonpopularinstruction.

と
あ
る
が
、
こ
こ
で

い
う
“
一
般
（
国
民
）
教
育
に
関
す
る
一
書
”
が
「
白
耳
義
国
教
育
略
則
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
か
、
と
推
察
し
て
い
る
（
後
述
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〇

※
1
参
照
）。

な
お
、
右
「
報2

※

告
書
」（Com

m
issioner,JohnEatonJr.

名
に
よ
る
）
の
p.

LXX
に
、
田
中
不
二
麿
の
動
向
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
紹
介
し
て
お
く
。

M
r.T

anaka’svisitshere,accom
paniedbyaninterpreter,andothergentlem

enofprom
inenceintheem

pire,

w
ererepeateddayafterdayfortw

ow
eeks,duringw

hichtim
easfullastatem

entaspossibleastheoriginand

developm
entofeducationinthiscountryw

asm
adeinansw

ertohisinquiries.V
isitsw

erealsopaidtothe

different educational institutions in this D
istrict. A

fterw
ard, at his solicitation, a plan for a tour of inspection in 

this countryw
asfurnished.

（
註
と
し
て
“
こ
の
報
告
書
出
版
の
準
備
中
に
、
日
本
政
府
が
「
学
制
」
を
頒
布
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

階
層
の
児
童
が
男
女
を
問
わ
ず
学
校
へ
の
出
席
が
強
制
と
な
っ
た
事
及
び
、D

3
※avidM

urray

が
教
育
制
度
へ
の
助
言
の
た
め
、
日

本
政
府
に
よ
っ
て
雇
傭
さ
れ
た
”
と
記
し
て
い
る
。）

右
の
記
述
に
は
、日
本
に
、近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
制
度
を
構
築
せ
ん
と
す
る
田
中
の
懸
命
な
思
い
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
く
る
も
の
が
あ
る
。

aninterpreter

は
、
そ
の
年
譜
か
ら
新
島
と
確
定
で
き
る
。
但
、
新
島
に
は
田
中
が
懸
命
に
志
向
す
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
、
遂

ぐ
べ
き
思
い
が
あ
り
、
田
中
に
通
訳
と
し
て
随
行
す
る
仕
事
を
、
通
訳
は
蔑
ま
れ
て
鴃げ

き

舌ぜ
つ

の
徒
、
と
い
わ
れ
か
ね
な
い
、
と
の
思
い

が
あ
っ
て
か
、
随
行
の
仕
事
を
「
所
謂
日
用
取
」（
註　

日
銭
稼
ぎ
、
の
意
と
し
て
お
く
）
と
、
弁
明
と
韜
晦
の
如
き
一
書
を
、
江
戸

で
の
か
つ
て
の
友
・
尺せ

き

振
八
に
送
っ
て
い
る
（『
全
集
』
3

p.

98
）。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
仕
事
（
正
式
に
は
一
〇
ケ
月
間
程
）
に
対
す
る
日
本
政
府
か
ら
の
報
酬
は
二
、一
〇
五
・
五
ド
ル
（『
全
集
』
8

p.

86
）。
父
・
民
治
へ
の
書
簡
で
は
年
、
二
、四
八
四
ド
ル
（『
全
集
』
3

p.
98
）。
日
本
で
は
明
治
四
年
五
月
十
日
の
新
貨
条
例
に
て
、
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両
→
円
と
な
っ
て
一
年
も
経
っ
て
い
な
い
頃
で
あ
る
が
当
時
の
一
ド
ル
＝
一
円
を
現
在
の
十
万
円
と
換
算
す
る
と
、
父
・
民
治
に
示

し
た
額
は
二
億
五
千
万
円
弱
と
な
る
。（
当
時
の
貨
幣
価
値
を
今
の
価
値
に
換
算
す
る
事
は
簡
単
で
は
な
い
の
で
、低
い
方
の
一
つ
の

目
安
で
あ
る
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
日
用
取
」
の
類
の
額
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
新
島
の
安
中
の
実
家
で
は
、
弟
・
双
六
が
明
治
四
年
二
月
七
日
急
死
（
享
年
二
三
）、
十
二
歳
の
急
養
子
・
捄
弥
（
後
、

公
義
と
改
名
）
に
家
督
を
襲
ぐ
事
が
許
さ
れ
た
の
は
同
年
四
月
で
あ
る
。
当
時
、
新
島
家
は
四
人
家
族
で
、
家
禄
は
現
米
九
石
で
あ

る
（『
新
島
研
究
』
No.
97
p.
25
拙
論
参
照
）。
当
時
、
東
京
で
の
玄
米
一
石
は
、
明
治
四
年
で
五
円
六
三
銭
、
同
五
年
で
三
円
八
八
銭

（『
物
価
の
文
化
史
事
典
』p.
28　

森
永
卓
郎
監
修　

’08
年　

展
望
社
）。
新
島
の
生
家
の
年
収
は
家
禄
だ
け
で
は
五
十
円
に
も
充
た
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
如
く
、
新
島
は
、
今
回
の
随
行
に
よ
っ
て
、
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
財
を
生
む
事
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
様
々
な
教
育
の
態

様
、
特
に
、
私
立
の
高
等
教
育
組
織
の
実
態
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
等
教
育
に
浄
財
を
出
す
人
々
が
結
構
多
く
、
そ

れ
に
よ
っ
て
設
立
、
運
営
さ
れ
て
い
る
学
校
の
様
子
を
そ
れ
な
り
に
知
見
し
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
そ
の
後
の
新
島

の
学
校
設
立
へ
の
自
信
の
源
泉
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
お
く
。

【
※
1　

ラ
ブ
レ
ー
に
はL’InstructionduPeuple.1872,Paris.

と
い
う
四
八
九
頁
の
著
作
が
あ
り
、
こ
の
著
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
し
て
お
く
。
仏
語
に
堪
能
な
今
村
和
郎
が
田
中
に
先
行
し
て
パ
リ
に
居
り
、
彼
が
入
手
し
て
ベ
ル
ギ
ー
の
教
育
法

規
等
を
抄
訳
し
た
可
能
性
を
提
示
し
て
お
く
。

『
内
閣
文
庫
洋
書
分
類
目
録
』
仏
書
篇
p.

206
に
、
こ
の
書
が
録
さ
れ
て
お
り
、
長お

さ

田だ

銈
太
郎
旧
蔵
と
あ
る
。
長
田
（
嘉一

八
四
九

永
二
－

明一

八

八

九

治
二
二
年
）
は
仏
語
に
す
ぐ
れ
、
明
治
五
年
に
田
中
が
欧
洲
教
育
制
度
視
察
時
は
パ
リ
の
日
本
大
使
館
で
三
等
書
記
官
（
明
治
五

－
七
年
）
で
、
今
村
和
郎
と
は
何
か
と
接
触
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
長
田
が
今
村
に
協
力
し
て
、『
功
程
』
の
「
白
耳
義
国
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二

教
育
略
則
」
の
訳
出
に
力
を
か
し
た
可
能
性
も
改
め
て
提
起
し
て
お
く
。
長
田
は
後
、
宮
内
省
に
入
り
外
国
公
使
の
謁
見
時
の
通
訳

を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。

ラ
ブ
レ
ー
に
つ
い
て
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（M

atthew
A

rnold

先
述
）
がA

m
ericanJournalofEducation,V

ol.14,1864.

pp.713–721
にRem

arksontheSchoolLegislationof1857.

と
い
う
評
論
を
寄
せ
て
い
て
、
そ
の
中
でA

m
ostinteresting

a

☆ccountofthediscussionhasbeenpublishedinFrenchlanguage,byM
(gloss:M

onsieur)
.deLaveleye,aBelgian,andaw

arm


partisanofthecauseofneutralschools;Istronglyrecom
m

endthestudyofhisbooktoallw
hodesiretosee

thequestionofreligiouseducationfullydebated.

（
☆D

ébatssurI’Enseignem
entprim

airedanslesCham
bres

H
ollandaises;Gand1858.

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
評
論
は
、「
和
蘭
国
」
で
紹
介
し
た
Ｈ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
のN

ationalEducation.

Part II. pp.449–455.

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
上
記
か
ら
、
ラ
ヴ
レ
ー
が
教
育
の
中
立
性
（
非
宗
教
〈
派
〉
性
）
の
熱
心
な
推
進
派

で
あ
る
事
が
判
る
し
、
和
蘭
で
も
、
リ
ン
ド
ー
氏
の
「
小
冊
子
」
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
、
そ
の
初
等
教
育
法
sec.

23
に
学
校
で
の
授
業

中
の
宗
教
〈
派
〉
教
育
を
禁
止
し
て
教
育
の
中
立
性
を
守
り
、
英
国
で
も
、「
一
八
七
〇
年
初
等
教
育
法
」（T

heElem
entary

Education A
ct, 1870.

）
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ク
ー
パ
ー
－
テ
ン
プ
ル
条
項
（Cow

per-T
em

pleClause.

）
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
法
律
の
sec.

14
で
、
地
方
税
で
の
設
立
で
、
地
区
の
学
校
委
員
会
（SchoolBoard

）
の
管
轄
下
に
あ
る
小
学
校
（board

school

）
で
は
、
特
定
宗
派
の
カ
テ
キ
ズ
ム
（Catechism
　

応
答
入
門
書
）
や
祈
禱
書
（Form

ulary

）
を
授
業
と
し
て
教
え
て
は

な
ら
な
い
、と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。当
時
、欧
洲
で
は
右
の
如
く
公
教
育
の
中
立
性（theseparationofChurch and E

ducation

で
、Church and State

＝
政
教
分
離
、
と
い
う
程
で
は
な
い
）
の
確
立
に
意
を
注
い
で
い
た
事
が
判
る
。
良
心
条
項
の
適
用
で
あ

る
。
新
島
が
、
こ
の
よ
う
な
潮
流
を
如
何
に
理
解
し
て
い
た
か
、
は
明
瞭
に
は
判
ら
な
い
が
、
一
八
七
二
年
九
月
三
日
付
ハ
ー
デ
ィ

夫
妻
宛
書
簡
（『
全
集
』
10

pp.

165
－
167
及
び
、『
全
集
』
6

pp.

119
－
121
）
に
、
当
時
公
教
育
の
中
立
性
を
重
ん
じ
て
い
た
和
蘭
の
小
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学
校
で
は
“
聖
書
を
教
え
て
い
な
い
”
と
し
て
、“
不
信
仰
”
と
書
き
送
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
当
時
の
新

島
の
思
惟
が
垣
間
見
え
る
感
が
あ
る
。】

【
※
2
「
同
志
社
大
学
設
立
ヲ
要
ス
ル
主
意
」（
明
治
十
五
年
・
草
稿
『
全
集
』
1

p.

48
）
に
、
こ
の
「
報

告
書
」
の
一明

治

十

二

八
七
九
年
版
の
p.

CIV
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
い
る
。
参
考
迄
に
下
に
提
示
す
る
。】

【
※
3　

D
avidM

urray

の
前
に
、候
補
に
挙
が
っ
た
の
はBirdseyGrantN

orthrop,1817–1879.

で

あ
っ
た
（T

heN
ationalCyclopaediaofA

m
ericanBiography.V

ol.X
.p.225

）。
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ

に
は
米
国
で
の
植
樹
運
動
が
あ
り
（A

rborD
ay

と
し
て
、
こ
の
運
動
は
結
実
し
、
世
界
各
地
で
植
樹
の

催
し
が
な
さ
れ
る
に
至
る
）、
日
本
行
を
断
念
し
、M

urray

を
推
薦
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（『
明
治

文
化
全
集
』
教
育
篇　

pp.

45
－
50
）。
彼
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
教
育
委
員
会
の
事
務
長
（A

gent

）
か

ら
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
教
育
委
員
会
の
委
員
長
（Secretary

）
と
な
り
、
十
六
年
間
務
め
、
そ
の
間
、
こ

の
州
の
無（

無
償
）

月
謝
学
校
（freeschool

）
の
創
設
・
発
展
を
は
か
り
、
就
学
の
義
務
化
を
実
現
す
る
と
い
っ

た
業
績
を
挙
げ
て
い
る
。
一
八
七
三
年
に
はEducationA

broad

＝
『
海
外
の
教
育
』
と
い
う
著
を
出

版
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。】

一
八
七
二
年
三
月
二
六
日
（
旧
暦
二
月
十
八
日
）『
木
戸
孝
允
日
記
』
二

p.

150
（
日
本
史
籍
協
会
本
）

に
「
今
夕
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
と
云
学

（
が
く
し
ょ
う
）

生
を
森
同
伴
せ
り
」（
註　

木
戸
日
記
は
旧
暦
）
と
あ
る
如
く
、森
有
礼

は
新
島
同
伴
で
木
戸
の
旅
宿
（
ア
ー
リ
ン
ト
ン
・
ホ
テ
ル
？
）
に
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
を
連
れ
て
行
き
、
木
戸

等
に
替
っ
て
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
に
教
育
に
つ
い
て
種
々
質
問
し
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
教
育
論
を
木
戸
等
に
聞
か

CIV　　　REPORTOFTHECOMMISSIONEROFEDUCATION.
TABLEIX.―UNIVERSITIESANDCOLLEGES.1

The following isastatementof theaggregatenumberof thisclassof institutions,with
instructorsandstudents,asreportedtothisBureaueachyearfrom1870to1879,inclusive:

1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879.
Numberofinstitutions
Numberofinstructors
Numberofstudents

266
2,823

49,163

290
2,962

49,827

298
3,040

45,617

323
3,106

52,053

343
3,783

56,692

355
3,999

58,894

356
3,920

56,481

351
3,998

57,334

358
3,885

57,987

364
4,241

60,011
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四
四

せ
た
の
で
あ
る
（『
全
集
』
10

p.

148
）。
新
島
は
「
私
は
使
節
団
全
員
と
会
っ
た
わ
け
で
は
」
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、使
節
団
は
予

定
外
の
条
約
改
正
の
本
交
渉
に
入
っ
て
し
ま
い
、
極
め
て
難
し
い
局
面
と
な
り
伊
藤
博
文
は
二
月
十
三
日
（
旧
暦
）
に
日
本
へ
の
一

時
帰
国
の
途
に
つ
い
て
お
り
不
在
。
大
久
保
利
通
は
一
日
早
く
、
十
二
日
、
帰
国
出
途
で
、
こ
れ
又
不
在
で
あ
っ
た
。

田
中
が
新
島
と
同
道
し
て
木
戸
と
共
に
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
話
を
聞
い
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
。
田
中
は
同
席
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
（『
全
集
』
7

pp.

37
－
39
の
新
島
の
英
文
日
記
に
は
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
と
木
戸
が
会
っ
た
先

述
の
三
月
二
六
日
、
そ
の
後
の
二
八
日
に
田
中
と
行
動
を
共
に
し
た
気
配
が
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
）。

恐
ら
く
同
道
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
…
森
氏
か
ら
頼
ま
れ
て
、ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
が
使
節
団
と
は
じ
め
て
会
見
し
た
時
に
同

席
し
た
」
と
あ
る
。
田
中
と
一
緒
な
ら
、
田
中
か
ら
依
頼
さ
れ
る
、
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

右
二
六
日
の
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
話
は
、
世
界
の
主
要
国
の
初
等
教
育
に
つ
い
て
の
一
大
レ
ク
チ
ャ
ー
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
新
島

は
懸
命
に
ノ
ー
ト
し
て
遺
し
て
く
れ
て
い
る
（『
全
集
』
7

pp.

37
－
39
。
但
、
こ
の
二
六
日
と
二
八
日
の
日
記
の
記
述
はT

ravel

w
ith T

anaka.

と
は
い
い
難
い
感
が
あ
る
。
こ
の
英
文
日
記
は
三
月
二
八
日
か
ら
始
ま
る
と
筆
者
は
記
憶
し
て
い
る
。
二
六
日
は

ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
話
の
ノ
ー
ト
で
、『
全
集
』
編
纂
の
過
程
で
付
加
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
一
八
七
二
年
三
月
二
六
日
付
の
記

事
は
日
記
の
体
を
な
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
）。

と
も
あ
れ
、
新
島
の
執
っ
た
ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
話
は
欧
洲
主
要
国
の
教
育
、
国
民
教
育
に
つ
い
て
的
確
に
分

析
し
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
な
の
で
、
や
が
て
渡
欧
し
て
実
感
す
る
事
を
先
に
知
っ
て
し
ま
っ
た
、
か
の
如
き
感
が
あ
る
。

「
瑞
士
」
に
つ
い
て
、“
そ
の
国
土
は
肥
沃
で
な
く
物
成
も
充
分
で
な
く
、
資
源
も
乏
し
い
の
で
多
く
の
人
は
様
々
な
手
工
業
、
例

え
ば
時
計
製
造
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
国
は
教
育
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
る
”
と
い
う
レ
ク
チ
ャ
ー
は
木
戸
孝
允
を
し
て

「
瑞
士
」
の
教
育
に
つ
い
て
刮
目
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
功
程
』
全
十
五
巻
中
、
巻
之
十
三
・
十
四
及
び
、
十
五
の
大
半
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四
五

を
「
瑞
士
国
」
の
教
育
法
規
の
訳
出
に
充
て
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
お
く
。

田
中
は
、
新
島
或
は
、
森
有
礼
を
通
じ
て
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
内
容
を
熟
知
し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
欧
洲
視
察
中

に
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
と
同
じ
結
果
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、先
述
「
教
育
琑
談
」
で
の
、田
中
の
「
孛

仏
教
育
」
の
差
が
普
仏
戦
争
勝
敗
の
結
果
と
な
っ
た
、
と
す
る
感
懐
（『
開
国
五
十
年
史
』
上
pp.

57
－
58
）
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
の
両

国
の
教
育
の
差
と
勝
敗
の
結
果
に
つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
事
を
特
記
し
て
お
く
。

田
中
と
い
え
ば
、
米
国
的
教
育
の
信
奉
者
、
推
進
者
と
さ
れ
て
い
る
が
最
初
は
そ
の
反
対
者
で
あ
っ
た
事
を
紹
介
し
て
お
く
。

文
部
（
省
）
理
事
官
と
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
到
着
（
明
治
四
年
十
二
月
六
日
、
旧
暦
）
の
後
、
二
ケ
月
し
て
、
同
五
年
二
月

十
二
日
付
の
ワ
シ
ン
ト
ン
発
、
文
部
卿
・
大
木
喬
任
宛
書
簡
に
は
“
米
国
の
諸
学
校
を
巡
視
し
て
み
て
、
教
育
は
行
届
い
て
い
て
盛

ん
で
あ
る
”
が
、

「
其
規
制
各
州
自
立
に
て
素
よ
り
立
君
国
郡
県
之
体
裁
に
ハ
適
当
せ
ず　

就
中
理
化
二
学
よ
り
ハ
法
家
之
学
夥
多
に
し
て　

学
士
も

大
抵
其
派
之
人
に
候
得
ば
留
学
生
其
余
波
を
汲
ミ
弊
害
も
或
は
不
少
相
考
申
候
…
前
件
之
姿
に
候
得
ば
日
本
内
地
教
育
之
法マ

マ方
ハ
当

所
に
て
ハ
十
分
難
相
立
候　

然
処
森
翰
務
侯
之
説
に
は
日
本
之
教
育
ハ
此
国
之
学
士
に
限
り
可
申
ニ
付
早
々
御
雇
入
相
成
度　

旋マ
マ

設

之
法
方
大
使
よ
り
御
依
頼
可
然
旨
頻
に
主
張
雷
同
之
向
も
有
之　

殆
ト
困
却
之
至
に
候　

愚
按
ハ
上
途
前
兼
て
申
上
置
候
通　

各
国

周
遊
彼
是
商
量
之
上
最
も
其
善
美
な
る
も
の
に
就
キ
一
定
ノ
目
的
を
立　

教
師
雇
入
等
諸
事
約
定
候
而
不
晩
様
奉
存
候
」と
述
べ
、続

け
て
“
教
育
の
方
法
を
一
歩
謬
れ
ば
”

「
将
来
国
家
之
盛
衰
人
心
之
方
向
に
大
関
係
有
之
候
得
ば
僅
一
州
之
制
度
に
よ
り
究
而
論
定
ハ
難
致
反
復
翰
説
罷
在
候　

彼
是

紛（
ふ
ん
う
ん
）＝
乱
れ
る
さ
ま

紜
中
ニ
付
概
略
拝
陳
い
た
し
候
条
宜

（
よ
ろ
し
く
）

布
御
高
察
是
仰
候　

早
々
死
罪
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四
六

壬
申
二
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
二
麿
并
随
行

文
部
卿
閣
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

再
拝
」。

右
書
簡
の
封
筒
は
、表
書
は
「
東
京

文
部
省
御
中　

米
国
華
盛
頓
中※

島
永
元
」
と
あ
る
が
中
に
は
右
の
田
中
の
書
簡
が
入
っ
て
い
た
。

他
方
、
中
島
永
元
書
簡
は
“
日
本
出
発
時
に
申
付
け
ら
れ
て
い
た
教
師
不
足
、
雇
入
れ
の
件
に
つ
い
て
”

「
今
度
理
事
之
国
々
着
之
上
相
応
之
教
師
見
立
可
雇
入
旨
粗
御
沙
汰
も
〔
御
〕

坐
候
処
当
合
衆
国
於
テ
ハ
只
様
文
明
之
弊
に
流
れ
徒
に

不
覊
自
由
而
已
を
唱
ヘ
己
ア
ル
ヲ
知
テ
国
家
ア
ル
ヲ
不
知
勢
ニ
移
行
随
而

留
学
之
生
徒
ハ
不
及
申
在
留
之
諸
官
員
自
然
共
和
風
ニ
吹

れ
無
識
之
輩
種
々
悪
説
ヲ
唱
出
言
語
同マ

マ

断
不
可
言
次
第
ニ

御
坐
候　

依
而
米
人
御
雇
入
之
儀
ハ
暫
ク
御
見
合
可
然
奉
存
候　

勿
論
以

後
米
国
留
学
ハ
一
人
も
御
許
無
之
様
奉
存
候　

右
之
事
情
ニ
付
而
ハ

種
々
物
議
も
有
之　

基
ク

所
ハ
則
文
部
ニ
御
坐
候
得
ハ
今
度
大
久

保
伊
藤
帰
朝
之
上
森
若
し
建
議
も
有
之
自
然
動
揺
ケ
間
敷
事
件
差
起
候
哉
も
難
斗　

決
而
確
乎
不
抜
相
遂
進
歩
之
程
遙
〻
相
祈
候
假

令
生
徒
十
人
百
人
異
説
ヲ
唱
ヘ
甚
敷
ハ
合
衆
国
ヘ
入
籍
致
候
共
左
迄
得
失
無
御
坐
候
得
共
是
等
増
長
ス
ル
時
ニ
於
テ
ハ
国
難
を
醸
成

ス
ル
基
ニ
相
成
可
申
実
ニ
不
容
易
儀
と
奉
存
候　

右
心
付
候
儘
申
上
候　

恐
惶
謹
言　
　
　
　
　
　
　

永
元

壬
申

二
月
十
二
日

大
木
様

教
師
ハ
英
国
着
之
上
英
人
雇
入
ニ
作
定
仕
候
」。

右
二
通
の
書
簡
は
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
六
（
同
書
研
究
会
編　

’78
年　

塙
書
房
）
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
原
簡
に
当
た

り
若
干
、
補
訂
し
た
事
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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四
七

伊
藤
博
文
が
条
約
改
正
の
本
交
渉
を
な
さ
ん
と
し
て
一
時
帰
国
の
折
（
旧
暦　

明
治
五
年
二
月
十
三
日
米
国
出
発
）、伊
藤
に
托
し

た
も
の
か
、
と
し
て
お
く
。
田
中
の
書
簡
の
用
紙
は
、
柱
に
文
部
省
と
印
字
の
あ
る
罫
紙
に
墨
書
の
も
の
で
、
田
中
自
筆
と
す
れ
ば

（
そ
の
可
能
性
は
高
い
）、
日
本
か
ら
こ
の
罫
紙
を
用
意
し
て
行
っ
た
事
に
な
る
（
原
簡
は
国
会
図
書
館
蔵
）。

【
※
中
島
永
元
＝
天一

八

四

四

保
十
五
年
－
大一

九

二

二

正
十
一
年
＝
佐
賀
藩
出
身
で
、
長
崎
に
て
英
学
修
業
、
田
中
の
随
行
員
時
は
文
部
省
七
等
出
仕
。

後
、
三
高
校
長
、
貴
族
院
議
員
。】

六　
「
瑞
士
国
」「
魯
国
」

右
の
殆
ど
は
『
功
程
』
巻
之
十
三
・
十
四
・
十
五
（
洋
装
本
pp.

797
－
951
）
を
夫
々
「
瑞
士
国
ノ
一
・
二
・
三
」
と
し
、「
蘇
黎
州
教

育
全
則
」、
即
ち
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
の
一安

政

六

八
五
九
年
の
教
育
法
規
を
逐
条
的
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
、
全
三
三
七
条
の
う
ち
、

三
三
〇
条
迄
の
訳
出
で
あ
る
。
法
規
（
法
律
）
の
原
名
は
、

Gesetzüberdasgesam
teU

nterrichtw
esendesK

antonsZürich,vom
23.D

ezem
ber1859,O

.S.X
II.243.

＝

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
州
全
教
育
制
度
に
関
す
る
法
律　

一
八
五
九
年
十
二
月
二
三
日
発
布　

法
令
番
号
十
二
－
243
。

こ
の
法
律
の
英
訳
はA

m
ericanJournalofEducation.Ed.H

.Barnard.V
ol.17,1867/1868.pp.527–554.

に
三
三
一
条

迄
訳
出
さ
れ
、N

ationalEducation.System
sInstructionandStatisticsofPublicEducationindifferentcountries.

ByH
enryBarnard,LL.D

.PartII.N
ew

Y
ork,1872.pp.677–704.

に
再
録
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
パ
ー
ト
II
に
収
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
ス
イ
ス　

フ
ラ
ン
ス　

ベ
ル
ギ
ー　

オ
ラ
ン
ダ　

デ
ン
マ
ー
ク　

ノ
ル
ウ
ェ
イ　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン　

ロ
シ
ア　

ト
ル
コ　

ギ
リ
シ
ア　

イ
タ
リ
ア　

ス
ペ
イ
ン　

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
の
国
々
で
、
パ
ー
ト
I
の
九
百
頁
程
は
全
巻
ド
イ
ツ
に
充
て
ら
れ
て
い
る
）。
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訳
出
最
後
の
三
三
一
条
は
、こ
の
法
律
が
一
八
六
〇
－
六
一
年
の
学
年
暦
か
ら
施
行
、以
前
の
法
律
の
廃
止
を
規
定
し
た
も
の
で
、三

三
二
－
三
七
三
条
の
最
終
迄
は
法
律
施
行
の
経
過
措
置
の
規
定
な
の
で
訳
出
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
功
程
』
巻
之
十
五
は
、
こ
の
法
律
の
後
に
「
蘇
黎
州
内
学
校
統
計
表
千
八
百

七
十
年
」
が
二
頁
程
記
さ
れ
、
次
に
「
一
八
六
一
年
六
月
廿

四
日
」
の
「
学
校
建
築
規
則
」（
全
五
五
章（

条
））

が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
現
地
で
入
手
し
て
独
語
に
堪
能
な
随
行
員
（
近
藤
鎮

三
？
）
が
訳
出
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

全
三
三
七
条
の
法
律
に
戻
る
。
英
訳
の
タ
イ
ト
ル
はSchoolcodeofCantonZurich

と
あ
る
の
み
で
訳
出
文
の
「
…
全9

（
9

gesam
te

）9

則
」
の
「
全9

」
に
相
応
す
る
英
単
語
は
な
い
の
で
、
英
訳
か
ら
の
『
功
程
』
へ
の
訳
出
で
は
な
い
。

「
第
三
十
五
章
」
の
「
議
決
等
ハ
委
細
ニ
公プ

ロ
ト
コ
ル

務
録
中
ニ
記
載
ス
ヘ
シ
」
の
「
プ
ロ
ト
コ
ル
」
はProtokoll

で
あ
り
、英
訳
で
はA

ll

proceedingsm
ustberecorded.

と
あ
っ
て
、
こ
の
単
語
は
な
い
も
の
で
あ
る
（
独
文
で
はD

ieV
erhandlungenw

erdenim


Protokollverzeichnet.

＝
議
事
内
容
は
議
事
録
に
記
載
さ
る
べ
し
）。

「
第
百
六
十
九
章
」
の
「
猶ヘ

ブ
リ
ュ

太
語
」
は
原
文
で
はhebräischeSprache

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
英
語H

ebrew

の
音
を
振
っ
て
い

る
。
英
訳
文
を
利
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
も
い
え
る
し
又
、
英
独
両
語
に
通
じ
て
い
た
人
物
に
よ
る
訳
出
、
と
も
い
え
る
。

「
第
二
百
二
十
五
章
」
は
、
師
範
学
校
の
履
修
科
目
、
十
四
教
科
を
記
し
、「
右
の
内
「
ピ
ア
ノ
」
ノ
ミ
ハ
学
生
ノ
随
意
ニ
取
捨
ス

ル
ヲ
得
ヘ
ケ
レ
ト
モ
他
ノ
諸
科
ハ
健
康
ヲ
妨
ク
ル
カ
或
ハ
其
他
特
別
ノ
事
故
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
欠
ク
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
」
と
訳
出

し
て
い
る
が
、
英
訳
の
方
はA

llbranchesareobligatory,exceptm
usiconthepiano.

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
独
文
はD

er

U
nterrichtim

K
lavierspielenistnichtverbindlich

5);alleandern
7)Lehrfächersinddagegen,sow

eitnicht

GesundheitsrücksichtenoderardereindividuelleGründedieEntbindungderSchülervoneizelnenFächern

notw
endigm

achen,obligatorish.

で
、『
功
程
』
の
訳
出
は
独
語
か
ら
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
独
語
に
不
案
内
の
新
島
の
仕



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

四
九

事
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
章（

条
）の

履
修
科
目
に
「
二　

訓ヘ
タ
ゴ
ー
ギ
ッ
ク

蒙
論
」
と
あ
る
が
、
振
仮
名
「
ヘ
タ
ゴ
ー
キ
ッ
ク
」
はPädagogik

（
教
育
学
）
で
独
語
の
発

音
で
あ
る
（
英
語
な
らpedagogy

）。
又
、「
十
「
ヒ
ヲ
リ
ネ
」
鼓
弓
ノ

如
キ
者
「
ピ
ア
ノ
」
風琴

」
の
「
ヒ
オ
リ
ネ
」
は
独
語V

ioline

の
音
で

あ
る
。
興
味
深
い
の
は
「「
ピ
ア
ノ
」風琴
」
で
あ
る
。
原
書
は
「K
lavierspiel

」
＝
ピ
ア
ノ
演
奏
、
で
あ
る
が
訳
文
は
「
ピ
ア
ノ
」
だ

け
に
し
て
い
る
（
英
訳
文
もpiano

一
語
）。K

lavier

を
「
ピ
ア
ノ
」
と
し
て
い
る
の
は
英
訳
本
の
利
用
の
可
能
性
も
あ
る
？
、
と

し
て
お
く
。
ピ※

ア
ノ
を
「
風
琴
」
と
し
た
の
は
洋
楽
器
を
よ
く
知
ら
な
い
者
に
よ
る
校
訂
の
ミ
ス
と
し
て
お
く
。「
洋
琴
」
が
当
時
と

し
て
は
使
わ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。「
風
琴
」
は
オ
ル
ガ
ン
を
意
味
し
て
い
た
。

【
※piano

と
い
う
洋
楽
器
に
接
し
た
事
の
な
い
日
本
人
が
、ど
の
よ
う
に
表
記
し
た
か
は
大
変
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
本
稿

で
は
詳
細
に
述
べ
る
余
裕
は
な
い
。
文一

八
一
八

政
初
年
頃
、
長
崎
出
島
で
オ
ラ
ン
ダ
人
の
そ
れ
を
見
た
人
は
「
ホ
ル
ト
ピ
ア
ノ
（
琴
の
類
な

り
。
手
と
足
を
以
て
こ
れ
を
弾だ

ん

ず
）」
と
記
し
て
い
る
。Piano

の
古
形Fortepiano

の
発
音
を
か
り
て
表
記
し
て
い
る
。

次
に
、
由
来
の
明
ら
か
な
、
日
本
で
現
存
す
る
最
古
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
（
ス
ク
エ
ア
型
）
は
一
八
一
九
年
頃
の
英
国
製
で

あ
る
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
愛
弟
子
・
岡
研け

ん

介か
い

は
、
こ
の
ピ
ア
ノ
を
「
ポ
ル
ト
ピ
ア
ン
」
と
表
記
し
て
い
る
（
萩
市
の
熊く

ま

谷や

美
術
館
蔵
。

シ
ー
ボ
ル
ト
自
身
は
独
語
でFortepiano

とPianoforte
の
両
様
に
記
し
て
い
る
。

万一
八
六
〇

延
元
年
の
遣
米
使
節
の
人
達
は
実
に
詳
細
に
体
験
し
た
事
を
日
記
に
遺
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
初
め
て
実
見
、
そ
の
演
奏
を
聞

い
て
、piano

に
つ
い
て
は
「
ピ
ア
ナ
と
い
ふ
琴
に
ひ
と
し
き
糸
数
条
を
推
し
て
音
を
発
す
る
も
の
…
」
と
記
し
て
い
る
。
最
初
に

音
を
転
写
し
て
表
し
、そ
の
後
に
説
明
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
『
華
英
通
語
』
の
「piano

　

琴
盖
」
に

「
ピ
エ
ノ
ー
」
と
発
音
を
記
し
、
和
訳
と
し
て
「
コ
ト
」
と
し
て
い
る
。

新
島
は
『
功
程
』
の
草
稿
と
し
て
パ
チ
ソ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
を
訳
出
す
る
際
、
原
文
のpiano

を
「
ピ
ヤ
ノ
」
と
音
声
表
記
だ
け
で
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〇

記
し
て
い
る
（『
全
集
』
1

p.

518
）。piano

を
知
る
仲
間
う
ち
で
は
「
ピ
ヤ
ノ
或
は
、ピ
ア
ノ
」
で
通
じ
た
が
対
外
的
に
は
「
洋
琴
」

が
一
般
的
、で
あ
る
。「
ピ
ヤ9

ノ
」
で
広
く
判
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
で
「
ピ
ア9

ノ
」
と
一
般
化
し
て
い
く
の

は
、
明
治
も
終
り
頃
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
後
考
を
俟
つ
）。
新
島
が
「
ピ
ヤ9

ノ
」
と
表
記
し
て
い
る
の
は
、
明
治
十
年
以
前
と
し

て
は
、
極
め
て
少
な
い
例
、
と
い
え
る
（『
功
程
』
で
は
ヤ9

→
ア9

と
し
「
ピ
ア
ノ
」
と
表
記
。
当
時
と
し
て
は
稀
少
例
）。

主
な
参
考
文
献
は
以
下
で
あ
る
。

①
玉
川
裕
子
「
夏
目
漱
石
の
小
説
に
み
る
音
楽
の
あ
る
風
景
―
お
琴
か
ら
洋ピ

ア
ノ琴

へ
―
」『
桐
朋
学
園
大
学
研
究
紀
要
』

Vol.

22　

一
九
九

六
年
。
こ
の
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
漱
石
は
『
三
四
郎
』
の
印
税
で
ピ
ヤ9

ノ
を
購
入
し
て
い
る
。
明
治
四
二
年
六
月
二
一
日
の

事
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
（
奈
良
女
子
大
学
の
前
身
）
で
明
治
四
〇
年
購
入
の
国
産
グ
ラ
ン
ド
ピ
ヤ9

ノ
は

千
円
と
の
事
で
あ
る
。

②
宮
本
万ま

き

と
喜
人
『
シ
ー
ボ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
研
究
ノ
ー
ト
』（
私
家
版
）
及
び
、『
Ｊ
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
』
＝
「
日
本
ピ
ア
ノ
調
律
師
協
会
会

報
」
No.

113
・
114
（
二
〇
〇
一
年
）
の
同
氏
論
文
「
シ
ー
ボ
ル
ト
の
研
究
」。

③
『
長
崎
名
勝
図
絵
』
巻
之
五
（
下
）（「
日
本
名
所
風
俗
図
会
」
15　

角
川
書
店　

昭
和
58
年
）。

④
『
日
本
の
洋
楽
百
年
史
』
の
「
明
治
の
洋
楽
」（
秋
山
龍
英
編　

昭
和
41
年　

第
一
法
規
出
版
K.K
）。

⑤
『
万
延

元
年
遣
米
使
節
史
料
集
成
』（
昭
和
36
年　

風
間
書
房
）。

⑥
『
遣
外
使
節
日
記
纂
輯
』
一
（
昭
和
46
年
覆
刻　

日
本
史
籍
協
会
）。

⑦
武
石
み
ど
り
「
明
治
初
期
の
ピ
ア
ノ
―
文
部
省
購
入
楽
器
の
資
料
と
現
存
状
況
―
」『
研
究
紀
要
』
第
33
集
（
平
成
21
年　

東
京
音

楽
大
学
）。】
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「
瑞
士
国
」
の
訳
出
文
の
件
に
戻
る
。

新
島
が
独
語
を
習
い
始
め
た
の
は
一
八
七
三
年
三
月
下
旬
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
の
一
月
下
旬
に
は
「
文
部
事
務
無
滞
相
済
」
と
し

て
い
る
（『
全
集
』
8

pp.

110
－
111
）。
以
上
か
ら
も
先
述
、
尾
形
裕
康
説
＝
「
瑞
士
国
」
教
育
法
規
（
独
語
）、
三
三
〇
条
に
も
及
ぶ

訳
出
を
新
島
の
力
に
よ
る
、
と
す
る
説
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
再
記
す
る
事
と
す
る
。
御
批
正
を
俟
つ
次
第
で
あ
る
。

「
魯
国
」
に
つ
い
て
は
『
功
程
』
最
終
巻
・
第
十
五
巻
掉
尾
の
「
魯
国
教
育
ノ
景
況
」
の
記
述
の
み
で
あ
る
（
洋
装
本
pp.

964
－
971
）。

七
頁
強
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
一
八
七
一
年
版
の
米
国
教
育
局
報
告
書
（ReportoftheCom

m
issionerofEducationforthe

year1871.

）
のEducationinforeigncountries.

の
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
の
記
述
、
同
書
pp.

475
－
476
が
テ
キ
ス
ト
で
こ
れ
を
忠
実

に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
、
こ
の
事
に
つ
い
て
筆
者
は
一
九
九
五
年
一
月
刊
『
新
島
研
究
』
No.

85
に
発
表
し
、『
功
程
』
で
の

人
口
数
の
訳
出
数
字
の
誤
り
等
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
の
で
御
参
照
の
程
を（
中
学
校
数
の
総
計
等
に
も
錯
誤
が
あ
る
）。
こ
の

米
国
の
報
告
書
を
入
手
し
て
本
国
日
本
の
文
部
省
へ
資
料
と
し
て
送
付
さ
れ
て
お
れ
ば
、
日
本
本
国
で
訳
出
の
可
能
性
も
あ
る
。
但
、

『
功
程
』
に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
新
島
の
遺
稿
の
中
に
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
」
な
る
訳
出
草
稿

9

9

が
あ
る
（『
全
集
』
1

pp.

572
－
591
）。
こ
れ
は
先
の
「
魯
国
」
の
テ
キ
ス
ト
と
同
じ
、一
八
七
一
年
版
米
国
教
育
局
の
報
告
書
pp.

477
－
480
の
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
項

迄
を
訳
出
し
、
そ
の
後
は
現
地
で
入
手
し
た
と
思
わ
れ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
教
育
法
規
と
推
察
さ
れ
る
入
手
詳
細
未
詳
の
テ
キ
ス
ト

を
訳
出
し
て
い
る
（『
全
集
』
1

p.

578
終
り
か
ら
三
行
目
以
降
で
p.

591
迄
）。

こ
の
草
稿

9

9

を
ど
こ
で
執
筆
し
た
か
明
確
で
は
な
い
が
、
新
島
が
ド
イ
ツ
で
訳
出
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
先
の
報
告
書
を
欧
洲
迄
持

参
し
て
い
た
事
に
な
り
、「
魯
国
」
の
部
の
訳
出
も
新
島
の
手
に
成
る
可
能
性
も
で
て
く
る
事
に
な
る
。
但
、「
魯
国
」
の
新
島
の
訳
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二

稿
は
見
当
ら
な
い
の
で
新
島
が
訳
出
し
た
と
断
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

（
先
述
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
一
八
五
九
年
十
二
月
二
三
日
の
教
育
法
規
の
独
語
原
本
の
入
手
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
同
志
社
国
際
中
・

高
校
、
柴
田
潔
校
長
を
通
し
て
山
本
真
司
先
生
に
大
き
く
御
世
話
に
相
成
っ
た
の
は
十
二
年
も
前
の
事
で
あ
る
。
今
よ
う
や
く
、「
覚

え
書
」
の
形
に
し
得
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
事
を
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
）。

七　
「
合
衆
国
」
と
新
島
襄

『
功
程
』
巻
之
四
・
五
・
六
・
七
の
「
仏
国
」
の
部
は
、
仏
語
に
堪
能
で
な
い
新
島
の
業
と
す
る
尾
形
説
は
信
じ
難
い
故
、
論
及
は

し
な
い
が
、
尾
形
は
又
、
新
島
が
「
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
か
ら
、
明
治
四
年
三
月
森
弁マ

マ務
使
と
会
談
す
る
ま
で
の
七
年
間
、
ア
メ
リ

カ
教
育
制
度
―
と
り
わ
け
小
学
校
教
育
―
を
調
査
研
究
し
て
い
た
蘊
蓄
を
、
森
の
要
請
に
答マ

マ

え
て
示
教
し
、
そ
の
高
邁
な
教
育
に
関

す
る
所
見
を
ひ
れ
き
し
た
こ
と
で
あ
る
。
森
は
こ
れ
を
文
部
省
の
「
学
制
」
調
査
関
係
者
へ
刻
々
報
告
し
た
」
と
し
「「
学
制
」
制
定

に
貢
献
し
た
の
は
新
島
襄
だ
っ
た
」
と
す
る
（
尾
形
pp.

358
－
359
）。
何
を
根
拠
に
こ
の
説
が
生
れ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
の
実
証
は
な
さ

れ
た
も
の
な
の
か
。
実
証
が
な
け
れ
ば
こ
の
説
も
信
じ
難
い
、
有
り
得
な
い
論
、
と
い
う
事
に
な
る
。
以
下
に
述
べ
る
。

新
島
が
脱
国
し
て
米
国
に
辿
り
着
い
た
の
は
一慶

応

元

八
六
五
年
七
月
二
十
日
。
ハ
ー
デ
ィ
ー
家
の
助
け
で
、
何
と
か
米
国
で
の
生
活
の

目
処
が
立
っ
た
の
が
同
十
月
頃
、
そ
の
月
末
に
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
、
通
学
の
下
宿
ヒ
ド
ゥ
ン
家
に
同
宿
の
フ

リ
ン
ト
夫
妻
か
ら
基
礎
教
科
や
聖
書
に
つ
い
て
個
人
的
に
教
え
て
も
ら
い
懸
命
に
米
国
社
会
で
生
活
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
新

島
で
あ
る
。
二
年
後
の
六
七
年
九
月
に
は
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
の
選
科
生
と
し
て
の
講
義
・
授
業
が
始
ま
り
、
三
角
法
、
化
学
、
哲
学

と
い
っ
た
具
合
で
大
学
で
の
学
業
に
懸
命
で
あ
る
。
大
学
休
暇
中
に
小
学
校
等
を
訪
ね
た
事
は
皆
無
で
は
な
い
に
し
て
も
滅
多
に
な
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い
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）。

新
島
自
身
、
世
話
に
な
っ
た
先
述
の
フ
リ
ン
ト
宛
書
簡
の
中
で
明
治
五
年
に
な
っ
て
や
っ
と
米
国
教
育
制
度
に
つ
い
て
も
勉
強
し

始
め
た
、
と
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一明

治

五

八
七
二
年
二
月
十
六
日
付
書
簡
で
、
森
有
礼
・
小
弁
務
使
か
ら
日
本
の
使
節
団
に

米
国
教
育
制
度
に
つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
や
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
先
週
か
ら
そ傍

線
筆
者の

勉
強
を
し
続
け
て
き
た
（Ihavebeen

studyingitsincelastw
eek.

）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
全
集
』
6

p.

95
。『
全
集
』
10
で
は
二
月
十
五
日
付
）。

新
島
が
自
ら
記
し
た
、「
同
志
社
学
校
設
立
ノ
由
来
」（
明
治
十
五
年
十
一
月
・
草
稿
）
及
び
、「
同
志
社
英
学
校
設
立
始
末
」（
明

治
十
七
年
五
月
・
活
版
。
両
者
と
も
『
全
集
』
1
参
照
）
に
、
米
国
到
着
後
、「
他
日
大
ニ
我
邦
ノ
為
ニ
竭
ス
事
ア
ラ
ン
ト
欲
シ
、
遂

ニ
ア
ム
ホ
ル
ス
ト
大
学
ニ
入
リ
」“
勉
学
に
努
め
た
が
、
体
調
を
崩
し
て
、
万
全
で
な
い
時
も
あ
っ
た
”
然
し
、「
…
苟
モ
学
業
ノ
余

暇
ア
レ
バ
必
ズ
諸
州
ヲ
歴
遊
山
河
ヲ
跋
渉
シ
、
務
メ
テ
建
国
ノ
規
模
ヲ
探
リ
風
土
人
情
ニ
通
ス
ル
ヲ
以
テ
事
ト
シ
、
到
ル
処
ノ
大
中

小
学
ヨ
リ
博
物
館
、
書

（
し
ょ
じ
ゃ
く
）

籍
館
、
盲
啞
院
、
幼
稚
院
、
其
他
百
工
技
芸
ノ
講
習
所
、
百
種
物
産
ノ
製
造
所
ニ
至
ル
迄
概
ネ
之
ヲ
検
閲
シ
、

或
ハ
諸
州
ノ
学
士
有
名
ノ
人
物
ニ
接
見
シ
親
ク
其
議
論
ヲ
聴
ク
ヲ
得
テ
大
ニ
悟
ル
所
ア
リ
…
」（「
…
設
立
始
末
」
よ
り
。「
…
設
立
ノ

由
来
」
も
殆
ど
同
一
内
容
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
論
拠
に
、
さ
ら
に
は
、
新
島
の
伝
記
の
同
様
の
記
事
内
容
を
も
尾
形
説
は
論
拠

に
し
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
右
の
新
島
の
記
述
に
は
誤
解
を
招
く
不
充
分
さ
が
あ
り
、「
伝
記
」
は
検
証
な
し
に
は
論
考
の
根
拠

と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
冷
静
に
分
析
す
れ
ば
、
先
述
の
、
森
有
礼
に
会
う
明
治
四
年
迄
の
事
で
は
な
く
、
田
中
と
行
を
共
に

し
て
、
米
国
内
の
教
育
施
設
を
視
察
（
一
八
七
二
年
三
月
十
五
日
－
五
月
十
一
日
迄
、
米
国
を
離
れ
て
欧
洲
に
向
か
っ
た
日
迄
の
二

ケ
月
間
弱
の
事
で
、ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
時
代
）
の
事
を
主
と
し
て
述
べ
て
い
る
事
は
判
る
筈
で
あ
る
。「
主
と
し
て
」
と
し
た

の
は
、
こ
れ
以
前
、
新
島
が
学
校
訪
問
を
少
し
は
し
て
い
る
の
は
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
（『
全
集
』
1

p.

71
参
照
）。
ア
ー
モ
ス
ト
大

学
時
代
（
一
八
六
七
年
九
月
－
一
八
七
〇
年
九
月
）
の
新
島
の
休
暇
中
の
旅
行
は
鉱
物
採
集
が
主
で
あ
っ
た
事
は
、
そ
の
年
譜
か
ら
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四

多
く
の
人
が
知
る
と
お
り
で
あ
る
。
先
述
、
尾
形
氏
の
著
述
活
動
時
代
は
『
全
集
』
出
版
の
十
年
以
上
前
で
、
新
島
に
関
す
る
資
料
、

文
献
も
充
分
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
尾
形
氏
の
論
考
は
引
用
す
る
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

『
功
程
』「
合
衆
国
」
の
部
に
つ
い
て
若
干
、
詳
し
く
触
れ
て
お
く
。「
巻
之
一
・
二
」（
pp.

1
－
113
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
内
容
は
、
合

衆
国
教
育
略
記
か
ら
始
ま
っ
て
、
麻
沙
朱
色
州
（theCom

m
onw

ealthofM
assachusetts

）
教
育
規
則
、
同
州
学
制
略
記
、
新

約
克
（N

ew
Y

ork
）
州
学
制
略
記
、新
約
克
府
大
学
校
略
記
、新
約
克
州
学
校
統
計
表
（
以
上
巻
之
一
）。
華
盛
頓
府
（W

ashington,

D
.C.

）
学
校
略
記
、
同
府
公
学
規
則
、
…
他
、
可
倫
比
（Colum

bia

）
部
立
法
局
新
令
抜
萃
…
、
加
利
福
尼
（California

）
州
学
制

略
記
、
三
方
済
各
（SanFrancisco

）
府
学
事
略
記
、
加
利
福
尼
州
学
校
統
計
表
千
八
百

七
十
年
、
賔
少
瓦
尼
（Pennsylvania

）
州
学
制
略

記
、
…
他
、
烏
達
（U

tah

）
部
学
制
略
記
、
ソ
ー
ル
ト
レ
ー
キ
府
学
事
略
記
、
伊
理
奈
（Illinois

）
州
学
制
略
記
、
…
他
、
合
衆
国

学
事
雑
記
、
…
他
（
以
上
巻
之
二
）
で
あ
る
。

田
中
は
新
島
と
共
に
先
述
の
二
ケ
月
弱
の
間
に
如
何
に
精
力
的
に
動
い
て
視
察
し
、
資
料
を
集
め
た
が
判
る
内
容
で
あ
る
。
田
中

の
手
許
に
集
ま
っ
た
資
料
類
は
、
田
中
一
行
と
共
に
欧
洲
迄
移
送
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
一
括
し
て
日
本
（
文
部
省
）
へ
送
ら
れ

た
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
日
本
で
訳
出
さ
れ
、『
功
程
』
に
採
録
、
と
す
る
の
が
無
理
の
な
い
見
方
と
い
え
る
。
新
島
が
「
合

衆
国
」
の
部
の
い
ず
れ
か
を
訳
出
し
た
痕
跡
は
な
い
。
但
、
新
島
がT

※heGeneralStatutesoftheCom
m

onw
ealthof

M
assachusettsrelatedtothePublicSchools,w

iththealternationsandam
endm

entsto1868.Boston:1868.

(55pp.)

＝
改
訂
明
記　

公
立
学
校
関
係
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
令
集
覧　

一
八
六
八
年
度
（
仮
訳
）、
に
は
多
く
の
下
線
や
数
行

の
文
に
カ
ッ
コ
付
け
を
し
た
り
、
×
印
を
施
し
た
り
、
ウ
ラ
表
紙
見
返
し
に
は
書
込
み
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
述
、
フ
リ
ン
ト
宛

書
簡
に
あ
るIhavebeenstudyingitsincelastw

eek.

のit

と
推
定
し
て
お
く
。
充
分
読
み
込
ん
で
研
究
し
て
い
た
証
し
で
は
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五
五

あ
る
が
、
新
島
に
よ
る
訳
出
の
証
拠
は
未
見
と
し
て
よ
い
。
米
国
で
の
二
ケ
月
弱
の
間
は
視
察
に
追
わ
れ
て
い
て
到
底
、
各
州
の
教

育
資
料
・
法
令
等
を
訳
出
す
る
時
間
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
訳
出
に
従
事
し
て
い
た
ら
、
ハ
ー
デ
ィ
ー
夫
妻
宛

の
書
簡
等
に
必
ず
や
記
し
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
合
衆
国
」
の
部
の
訳テ

キ

ス

ト

出
原
本
は
殆
ど
同
志
社
大
学
内
に
存
在
し
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、今
回
は
テ
キ
ス
ト
と
訳
文
を
細
か

く
対
比
し
て
発
表
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
す
る
よ
り
後
考
を
俟
つ
事
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

【
※
『
新
島
旧
邸
所
蔵
文
庫
目
録
』
No.

407

p.

40.

文
字
ど
お
り
の
手
沢
本
で
あ
る
。】

と
こ
ろ
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
如
く
、
教
育
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
木
戸
孝
允
に
新
島
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
木
戸
は
教
育
以
外
に
も
憲
法
制
度
の
研
究
に
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
以
て
取
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
使
節
団
副
使
と

し
て
在
米
中
、
合
衆
国
憲
法
の
研
究
で
は
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
で
Ｄ
・
マ
レ
ー
（
先
述
。
来
日
後
、
文
部
省
学
監
）
の
弟
子
・
畠
山
義よ

し

成な
り

（
天
保
十
四
年
生
。
杉
浦
弘
蔵
）
が
合
衆
国
憲
法
を
読
ん
で
和
訳
口
述
し
、
そ
れ
を
久
米
邦
武
が
筆
記
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
木
戸

が
研
究
し
て
い
た
と
の
事
で
あ
る
（
芳
賀
徹
編
『
岩
倉
使
節
団
の
比
較
文
化
史
的
研
究
』
p.

203　

’03
年　

思
文
閣
出
版
）。
畠
山
は
薩

藩
の
藩
命
に
て
森
有
礼
等
と
英
国
に
元
治
二
年
三
月
に
留
学
、家
庭
教
師
に
付
い
て
英
語
を
身
に
付
け
、ロ
ン
ド
ン
大
学
に
入
り
、後
、

ゆ
え
あ
っ
て
慶
応
三
年
七
月
米
国
に
渡
り
宗
教
指
導
者
・
ハ
リ
ス
の
新
生
社
で
共
同
生
活
を
送
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
明
治
元
年
－

明一
八
七
〇

治
三
年
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
で
学
び
（
明一

八
七
一

治
四
年
卒
業
と
の
事
）、
明
治
四
年
の
帰
国
途
中
に
、
使
節
団
の
随
行
を
命
ぜ
ら
れ
（
三
等

書
記
官
）、
同
五
年
米
国
に
引
返
し
、
久
米
邦
武
等
の
使
節
団
本
隊

9

9

に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
、
明一

八
七
六

治
九
年
、
米
国
建
国
百
年
記
念

の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
万
国
博
覧
会
に
文
部
省
か
ら
田
中
に
随
行
し
て
出
張
、
教
育
制
度
視
察
の
帰
途
、
太
平
洋
上
の
船
中
に
て

病
状
悪
化
し
て
、同
年
十
月
二
十
日
死
去　

享
年
三
四
。
惜
し
ま
れ
る
死
で
あ
る
。
彼
の
如
き
英
語
に
堪
能
な
随
行
員
や
官
員
に
よ
っ
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六

て
、
田
中
ル
ー
ト
か
ら
の
み
で
な
く
、
木
戸
孝
允
の
許
に
は
英
文
他
の
教
育
情
報
・
資
料
も
充
分
に
入
っ
て
き
て
い
た
可
能
性
を
考

慮
す
べ
き
、
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
の
畠
山
に
は
明
治
九
年
、
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
よ
り
名
誉
修
士
号
が
お
く
ら
れ
た
、
と
さ
れ
て
い

る
が
筆
者
は
確
認
で
き
て
い
な
い
事
を
お
詫
び
し
て
お
く
。

八　

終
論　

Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
新
島
襄

一明

治

五

八
七
二
年
六
月
の
新
島
の
英
文
日
記
は
、T

uesday.25W
ew

enttoH
arrow

―hom
eofM

sic rM
atthew

A
rnold.H

.Msic 

Inspectorofschools.ByronH
ouseH

sic
arrow

（『
全
集
』
7

p.

64
で
はM

r.,H
erM

ajesty’s,H
arrow

.

と
直
し
て
あ
る
）。
即

ち
、
田
中
と
共
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
一
つ
、
ハ
ロ
ー
校
の
バ
イ
ロ
ン
ハ
ウ
ス
に
住
ん
で
い
たM

atthew
A

rnold,

1822–99.

（
今
迄
も
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
略
）
の
所
へ
六
月
二
五
日
に
行
っ
て
い
る
。
誰
か
ら
の
紹
介
状
に
よ
る
も
の
か
不
明
で

あ
る
。
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
如
何
な
る
会
話
が
あ
っ
た
の
か
新
島
は
一
切
書
き
遺
し
て
い
な
い
。
欧
洲
の
大
・
中
・
小
の
各
学
校
に

つ
い
て
豊
富
な
見
識
を
有
す
る
彼
か
ら
直
接
に
見
解
を
聞
け
る
折
角
の
機
会
だ
っ
た
筈
で
あ
る
（
同
年
五
月
二
四
日
、
Ｊ
・
フ
レ
イ

ザ
ー
か
ら
午
前
中
長
時
間
に
亘
っ
て
英
国
教
育
に
つ
い
て
多
く
の
情
報
を
得
た
と
ハ
ー
デ
ィ
氏
に
報
じ
て
い
る
が
＝
『
全
集
』
10

p.

158
＝
そ
の
内
容
は
ど
こ
に
も
書
き
遺
し
て
い
な
い
。
後
述
参
照
）。
す
で
に
出
版
の
（
一
八
六
九
年
）CultureandA

narchy.

に

つ
い
て
知
っ
て
い
て
―
多
分
、
多
く
の
人
が
気
付
い
て
い
る
事
だ
が
―
基
督
教
（
新
教
）
に
対
す
る
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
考
え
は
自

ら
（
新
島
）
と
は
違
う
、
と
い
う
事
に
新
島
が
気
付
い
て
い
た
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
（『
全
集
』
7

p.

391
北
垣
宗
治
先
生
の
コ
メ

ン
ト
参
照
。
言
わ
ば
、
新
島
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
彼
の
広
量
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
違
い
、
と
し
て
お
く
）。

二
日
後
の
六
月
二
八
日
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
、
教
生
（pupilteacher
）
へ
の
試
験
を
見
学
し
、
次
の
木
曜
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

五
七

ド
区
の
聖
マ
ル
コ
校
（St.M

ark’sN
ationalSchool.

こ
れ
は
彼
も
属
す
る
英
国
国
教
会
の
運
営
す
る
宗
派
学
校
）
を
訪
問
す
る
よ

う
求
め
ら
れ
た
が
行
か
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
彼
が
英
国
初
等
教
育
に
必
須（thesinew

sofEnglishprim
aryinstruction

）と

す
る
教
生
に
つ
い
て
彼
の
話
を
聞
く
機
会
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
惜
し
ま
れ
る
。

『
功
程
』
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
新
島
の
訳
出
草
稿
（
訳※

稿
）
の
一
つ
に
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」（『
全
集
』
1

pp.

549
－
558
）
が

あ
る
。
こ
れ
は
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
作
か
ら
の
摘
訳
で
あ
る
事
を
少
し
記
し
て
お
き
た
い
と
す
る
の
が
以
下
の
論
考
で
あ
る
。
こ

れ
は
訳
稿
「
普
魯
士
ノ
公
学
校
（
小
中
共
）
の
規
則
」（
同
書
pp.

538
－
558
）
の
後
半
部
に
つ
い
て
で
あ
る
。

先
に
、『
功
程
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
前
半
部
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
『
功
程
』
で
の
「
孛（

プ
）国

小
学
校
ノ
定
則
一
千
八
百
六

十
四
年
十
二

月
十
七
日

ノ
布
告

」
に
相
応
す
る
。
但
、訳
稿
で
は
「
布
告
の
日
時
」
は
欠
落
し
て
い
る
し
用
語
等
も
「
一
章　

□甲　

一
般
ノ
束
縛
法
」
が
『
功

程
』
で
は
「
□甲　

就〔
強
促
就
学
ノ
法
〕

学
強
迫
ノ（

洋
装
本
）法　

第
一
章
（
註　

以
下
に
第
二
・
三
…
章
）」
と
法
の
条（

章
）文

ど
お
り
に
正
し
く
、
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

訳
稿
「
第
十
七
章
」
の
「
十
シ
ル
ズ
ル
グ
ロ
ッ
セ
ン
」
＝
（10SilberGroschen

）
と
思
わ
れ
る
。
ズ
は
ブ
の
錯
誤
で
あ
る
。『
功

程
』
で
は
「「
シ
ル
ブ
ル
グ
ロ
ッ
セ
ン
」
「
タ
ー
レ
ル
」

三
十
分
ノ
一
」
と
判
り
易
く
表
記
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
未
見
で
あ
る
が
英
訳
本
か
ら
の
訳
出

な
らsilvergroschen

か
ら
で
あ
る
）。
又
、『
功
程
』
第
四
章
は
「
人
民
若
シ
家
産
ニ
乏
シ
カ
ラ
サ
ル
民
ハ
勉
メ
テ
市

シ
ウ
ィ
ル
ス
コ
ー
ル

学
校
ト
称
ス

ル
学
校
ヲ
設
ケ
シ
ム
」
な
る
文
言
か
ら
始
ま
る
が
、
新
島
の
訳
稿
に
は
、
こ
の
部
分
が
全
く
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
訳
稿
第

三
十
三
章
に
は
「
シ
ィ
ウ
ィ
ル
ス
コ
ー
ル
ノ
学
頭
ノ
給
料
ハ
…
五
百
タ
ラ
ス
以
上
ナ
リ
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
両
者
と
も
に

civilschool

の
音
を
用
い
て
い
る
。civil

が
原
文
で
はZivil

、Bürger
か
未
見
な
が
らschool

はSchule

が
原
語
で
あ
り

Bürgerschule

で
は
判
り
難
い
の
でcivilschool

の
音
を
振
っ
た
の
か
。
新
島
は
こ
の
法
律
の
英
訳
文
を
入
手
し
て
訳
出
し
た
の

で
は
な
い
か
と
し
て
お
く
（
或
は
「
独
英
辞
典
」
を
使
っ
て
新
島
が
訳
出
を
試
み
た
も
の
か
。
こ
の
法
律
の
独
語
原
本
と
の
対
比
を



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

五
八

含
め
て
後
考
を
俟
つ
の
み
）。
次
に
、
訳
稿
「
…
五
百
タ
ラ
ス
」
の
「
タ
ラ
ス
」
は
英
語
のtaler(s)

の
音
表
記
で
あ
る
が
『
功
程
』

で
は
「
タ
ー
レ
ル
」
で
、
こ
れ
は
独
語T

aler

か
ら
で
あ
る
。
又
、
訳
稿
第
十
七
章
の
「
ポ
レ
ス
」
はpolice

（
英
語
）
か
ら
で
独

語
はPolizei

＝
ポ
リ
ツ
ァ
イ　

で
あ
る
（『
功
程
』
で
は
「
巡
査
」）。

と
こ
ろ
が
、
訳
稿
第
二
十
五
章
（
註　

本
来
は
二
十
六
）
と
第
二
十
七
章
に
「
ゲ
レ
ッ
ツ
サ
ム
ロ（

ビ
）は
前
章

ン
グ
」
と
あ
る
が
「
ゲ
レ
」
の

「
レ
」
は
「
シ
」
の
錯
誤
で
「
ゲ
シ
ッ
ツ
サ
ム
ロ
ン
グ
」
が
正
し
い
。
独
語
のGesetzsam

m
lung

＝
法
令
集
。
但
、
第
四
十
一
章

で
は
「
ゲ
セ
ッ
ツ
サ
ム
ロ
ン
グ
」（『
功
程
』
で
は
「
法
律
彙
纂
」
と
し
て
い
る
）。
以
上
は
問
題
提
起
と
し
て
記
し
て
お
く
。

問
題
に
し
て
い
る
訳
稿
の
後
半
部
「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
の
テ
キ
ス
ト
を
以
下
に
若
干
、
提
示
す
る
。

こ
の
訳
稿
の
中
で
「
学
校
ノ
数
ト
生
徒
ノ
人
員
」
の
項
で
、「
総
数
ハ
英
人
ア
ー
ノ
ル
ド
氏
の
千
八
百
六
十
八
年
刊
ノ
上
書
ヨ
リ
左
ニ

掲
グ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
新
島
が
こ
の
書
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
た
事
が
判
る
。

「
上
書
」
と
記
し
て
い
る
事
は
新
島
が
こ
の
書
の
由
来
を
承
知
し
て
い
た
、と
い
う
事
に
な
る
。
即
ち
、ト
ー
ン
ト
ン
（T

auton

）
委

員
会
（
一
八
六
四
年
十
二
月
－
六
七
年
二
月
）、
別
名
、
学
校
調
査
委
員
会
（T

heSchoolInquiryCom
m

ission

）
又
は
、
基
金

立
学
校
委
員
会
（T

heEndow
edSchoolsCom

m
ission

）
の
補
佐
委
員
（A

ssistantCom
m

issioner

）
の
一
人
と
し
て
、
仏
、

独
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
四
ケ
国
の
中
産
階
級
と
上
流
階
級
の
学
校
の
教
育
制
度
の
調
査
担
当
と
な
っ
た
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
一
八

六
五
年
四
月
に
パ
リ
に
赴
い
て
以
来
、
七
ケ
月
近
く
欧
洲
大
陸
に
と
ど
ま
っ
て
の
調
査
の
報
告
を
委
員
会
に
提
出
（「
上
書
」）
し
た

の
が
一
八
六
六
年
十
二
月
で
あ
る
。
当
委
員
会
の
報
告
書
全
二
三
巻
の
第
六
巻
に
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
報
告
書
が
載
録
さ
れ
て
い
る

（
pp.

449
－



712
）。
こ
の
報
告
書
か
ら
委
員
会
向
け
の
文
言
を
削
除
し
て
一
般
向
け
に
改
訂
、SchoolsandU

niversitiesonthe

Continent.

と
し
て
出
版
し
た
の
が
一
八
六
八
年
で
、
新
島
は
こ
の
書
を
訳
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
の
テ
キ
ス
ト
に
し
た
の
で



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

五
九

あ
る
。
こ
の
書
は
ほ
ど
な
く
絶
版
に
な
り
、
こ
の
書
の
独
国
に
関
す
る
部
分
だ
け
をH

igherSchoolsandU
niversitiesin

Germ
any. By M

atthew
 A

rnold, D
. C. L. Form

erly Foreign A
ssistant Com

m
issioner to the E

nquiry Com
m

ission,

London.M
acm

illanandCo.,1874.

と
し
て
第
二
版
の
形
で
出
版
し
て
い
る
。
先
述
の
如
く
、
新
島
は
こ
の
書
を
架
蔵
し
て
お
り
、

そ
の
「
一
八
六
八
年
初
版
へ
の
序
文
」
の
所
々
に
印
を
付
け
て
い
る
。
例
え
ばLetthem

clearlyunderstand,how
ever,that

ontheContinentgenerally,everyw
hereexceptH

olland,thepublicelem
entaryschoolisdenom

inational 1,andits

teachingreligiousasw
ellassecular.1

＝O
fcoursew

ithw
hatw

eshouldcallaconscienceclause.

（
註　

them

は

教
育
の
非
宗
教
性
を
主
張
す
る
人
）。
先
述
の
如
く
新
島
も
「
オ
ラ
ン
ダ
の
公
立
学
校
で
は
聖
書
は
す
っ
か
り
閉
め
出
さ
れ
て
い
ま

す
」
と
一
八
七
二
年
九
月
三
日
付
の
書
簡
で
ハ
ー
デ
ィ
ー
夫
妻
に
記
し
て
い
る
（『
全
集
』
10

pp.

165
－



166
）。
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は
大

陸
の
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
国
の
公
的
初
等
学
校
は
宗
派
的
で
は
あ
る
が
註
で
、良
心
条
項
は
留
意
す
べ
き
、と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、

こ
れ
ら
の
学
校
で
の
授
業
は
宗
教
性
を
帯
び
て
は
い
る
が
同
時
に
世
俗
的
（secular

）
だ
、
と
彼
は
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の

宗
教
（
英
国
国
教
）
に
対
す
る
立
場
の
表
れ
か
も
知
れ
な
い
。

一
八
六
八
年
版
の
著
に
、
彼
の
匿
名
で
の
寄
稿
文
等
を
増
補
し
てT

heCom
pleteProseW

orksofM
atthew

A
rnold,vol.

IV
.SchoolsandU

niversitiesontheContinent,1964.T
heU

niversityofM
ichiganPress.

と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る

（
以
後
、
ミ
シ
ガ
ン
大
版
と
略
）。

【
※
新
島
の
訳
稿
に
つ
い
て
は
も
う
一
度
『
史
料
彙
報
』
第
七
集　

一
九
七
四
年　

同
志
社
社
史
史
料
編
集
所　

の
筆
者
解
説
参
照
の

程
を
。】

と
こ
ろ
で
、
新
島
は
田
中
と
共
に
欧
洲
へ
出
発
す
る
一
八
七
二
年
五
月
十
一
日
の
少
し
前
、
五
月
二
日
に
イ
エ
ー
ル
大
学
の
ポ
ー



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
〇

タ
ー
学
長
（N

oahPorter,1811–92.PresidentofY
aleCollege,1871–86.

）
か
ら
英
国
で
訪
問
す
べ
き
人
達
へ
の
紹
介
状
を

書
い
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
先
述
の
如
く
ポ
ー
タ
学
長
の
知
人
Ｊ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
師
を
、
同
年
五
月
二
三
日
、
訪
問
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
師
（T

heRightRev.Jam
esFraser,1818–85.

）
は
一
八
七
〇
年
一
月
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
主
教
（bishop

）
に
任
ぜ
ら

れ
て
以
来
、
終
生
そ
の
任
を
全
う
し
た
人
で
あ
る
。
し
か
も
、
先
述
ト
ー
ン
ト
ン
委※

員
会
で
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
同
じ
く
補
佐
委
員

と
な
り
カ
ナ
ダ
と
米
合
衆
国
の
中
等
以
上
の
教
育
制
度
に
つ
い
て
調
査
し
た
人
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
委
員
会
で
も
、
補
佐
委

員
と
し
て
ウ
ー
ス
タ
ー
州
他
、
五
州
に
わ
た
る
十
三
救
貧
連
合
（PoorLaw

U
nion

）
の
管
轄
区
域
を
担
当
し
て
調
査
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は
仏
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
仏
語
圏
（FrenchCanton

）
の
国
民
教
育
に
つ
い
て
調
べ
、
新
島

が
テ
キ
ス
ト
に
し
た
独
国
に
つ
い
て
は
パ
チ
ソ
ン
が
担
当
し
た
の
で
あ
る
。

【
※
英
国
で
は
十
九
世
紀
五
八
年
六
月
か
ら
六
七
年
の
十
二
月
初
め
に
か
け
て
教
育
調
査
委
員
会
を
三
つ
立
ち
上
げ
て
い
る
。最
初
が

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
委
員
会
で
報
告
書
全
六
巻
の
第
IV
巻
に
パ
チ
ソ
ン
の
独
国
初
等
教
育
報
告
書
が
百
頁
強
に
わ
た
っ
て
、パ
ー
ト
I
・

パ
ー
ト
II
・
パ
ー
ト
III
と
し
て
載
録
さ
れ
て
お
り
、
新
島
は
こ
の
パ
ー
ト
I
と
III
を
訳
出
し
て
訳
稿
を
遺
し
て
い
る
（
先
述
一
九
七

四
年
の
『
史
料
彙
報
』
に
発
表
済
）。
パ
ー
ト
II
の
初
等
学
校
の
教
科
、に
つ
い
て
は
訳
出
し
て
い
な
い
し
『
功
程
』
に
も
こ
の
部
分

は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
先
の
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
報
告
も
同
IV
巻
の
巻
頭
に
あ
り
、
百
五
十
頁
弱
の
量
で
あ
る
。
三
つ
の
委
員
会

に
つ
い
て
は
『
同
志
社
談
叢
』
第
三
十
六
号
p.

29
の
拙
論
及
びEnglishEducation1789–1902,byJohnW

.A
dam

son,

Cam
bridge,1930.

参
照
。
ト
ー
ン
ト
ン
委
員
会
の
報
告
書
は
全
二
三9

巻
が
正
し
い
。】

英
国
で
新
島
が
訪
問
し
た
人
々
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
触
れ
て
お
く
。



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
一

一
八
七
二
年
六
月
十
一
日
の
「
文※

部
省
の
フ
ォ
ス
タ
ー
を
訪
問
」
と
あ
る
（『
全
集
』
8

p.

98
）、
こ
の
フ
ォ
ス
タ
ー
はW

illiam


Edw
ardForster,1818–1886.

で
、当
時
彼
は
枢
密
院
教
育
委
員
会（T
heCom

m
itteeofthePrivyCouncilonEducation.

）

の
副
議
長
（V

ice-President.

）。
議
長
（LordPresident.

）
はT
heM

arquessofRipon,1827–1900.

で
、書
類
上
の
任
期
は

六
八
年
十
二
月
－
七
三
年
八
月
。
フ
ォ
ス
タ
ー
は
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
姉
婿
で
あ
る
。
六
月
二
五
日
に
田
中
と
共
に
彼
を
訪
問
の

際
の
紹
介
状
は
、
こ
の
フ
ォ
ス
タ
ー
の
も
の
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

【
※
「
文
部
省
」
と
な
る
の
は
一
九
四
四
年
八
月
か
ら
。
さ
ら
に
、
同
六
月
二
四
日
、
こ
の
委
員
会
の
主
要
委
員
で
基
金
立
学
校
調
査

の
チ
ー
フ
・LordLittelton
を
訪
問
、
と
あ
る
がLyttelton

が
正
し
い
。
又
、
同
六
月
二
六
日
にCalledonM

r.Secretaryof

EducationalD
epartm

ent.

（『
全
集
』
7

p.

65
）
を
「
文
部
大
臣
を
…
訪
問
す
る
」（『
全
集
』
8

p.

98
）
と
し
て
い
る
が
正
確
を

期
す
る
な
ら
、Secretary

→Perm
anentSecretary

＝
事
務
次
官
、
で
あ
り
当
時
はSirFrancisRichardSandford,K

t.,

1823–1893.

任
期
は1870.2–84.5

迄
で
あ
っ
た
。
又
、EducationalD

epartm
ent.

で
は
な
くEducationD

epartm
ent.

（
教
育

局（
部
）

）
で
、
こ
の
役
所
名
は
一
八
七
〇
年
か
ら
で
、theCom

m
itteeofCouncilonEducation

＝theCom
m

itteeofPrivy

CouncilonEducation.

が
「
一
八
七
〇
年
初
等
教
育
法
」
の
た
め
便
宜
的
に
使
っ
た
名
称
で
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
はBoardof

Education

＝
教
育
庁
、
と
な
り
文
部
省
（M

inistryofEducation.

）
と
な
る
の
は
、
先
述
の
如
く
一
九
四
四
年
八
月
か
ら
で
あ

る
。
一
九
九
五
年
に
はD

epartm
entofEducationandEm

ploym
ent.

と
な
っ
て
い
る
。】

右
に
述
べ
て
き
た
訳
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
に
つ
い
て
の
評
論
を
一
つ
紹
介
す
る
。

「「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
は
、
新
島
自
身
が
英
・
米
・
仏
と
の
比
較
を
踏
ま
え
て
、
ド
イ
ツ
の
教
育
制
度
を
概
括
的
に
整
理
し
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、そ
の
論
調
は
巻
11
の
「
孛
国
教
育
雑
記
」
と
同
じ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
…
」（
森
川
輝
紀
「
田
中
不
二
麿



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
二

の
統
制
主
義
と
自
由
主
義
に
つ
い
て
―
新
島
草
稿
と
『
理
事
功
程
』（
ド
イ
ツ
編
）
を
中
心
に
―
」『
埼
玉
大
学
紀
要
』（
教
育
学
部
第

54
巻
第
1
号　

’05
年
）。

右
の
論
評
は
、
今
回
の
新
島
の
訳
稿
が
、
そ
の
殆
ど
が
、
欧
洲
の
主
要
国
の
教
育
調
査
に
従
事
し
て
き
た
、
か
の
文
筆
家
・
Ｍ
・

ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
作
の
摘
訳
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
事
、
と
い
っ
て
も
失
礼
に
は
あ
ら
ざ
る
か
、
と
し
て
お
く
。

以
下
に
「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
と
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
作
と
の
対
比
を
簡
単
に
提
示
す
る
。
ペ
ー
ジ
数
は
先
述
の
「
ミ
シ
ガ

ン
大
版
」
に
よ
る
。
大
略
を
先
に
述
べ
る
と
、
新
島
が
テ
キ
ス
ト
に
し
た
一
八
六
八
年
版
のPreface

（
pp.

15
－
30
）
と

※Chp.

XV
－
XVIII

を
大
略
利
用
し
て
い
る
。
そ
の
訳
出
の
方
法
は
原
文
を
順
に
纏
め
て
訳
出
し
て
行
く
の
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
に
飛
ん
で
訳
出
し
て
、

新
島
な
り
に
プ
ロ
シ
ア
の
教
育
制
度
を
再
編
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
述
（
報
告
書
）
は
新
島

の
考
え
た
ユ
ニ
ッ
ト
毎
に
明
確
に
分
け
て
記
述
し
て
は
い
な
い
の
で
、
遺
さ
れ
た
訳
稿
の
如
く
に
新
島
が
思
い
描
い
た
項
目
で
再
編

せ
ん
と
す
る
の
は
大
変
だ
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
の
思
い
が
す
る
。

「
序
文
（Preface

）」
で
はPrussia

と
単
語
が
出
て
く
る
個
所
を
、
例
え
ば
一
頁
分
を
二
、
三
行
に
纏
め
て
摘
訳
し
て
い
る
感
が

あ
る
。
訳
稿
と
テ
キ
ス
ト
の
詳
細
な
対
比
は
紙
幅
の
事
も
あ
り
大
略
を
提
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
後
は
関
心
を
有
す
る
後
考
に
托
す

事
と
す
る
。
参
考
迄
に
記
し
て
お
く
と
『
全
集
』
1

p.
550　



5
の
「
新
英
利
亜
」
は
、
訳
稿
で
は
、
翻
刻
困
難
な
崩
字
で
、
筆
者

は
ス
イ
ス
の
ニ
ュ
ー
シ
ア
ー
テ
ルN

ew
chatel

（
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は
仏
語
でN

eufchâtel

）
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
。「
ミ
シ
ガ

ン
大
版
」
p.

27
参
照
。
翻
刻
は
「
新
英
利
亜
」、
と
し
て
お
く
（
後
述
参
照
）。

【
※
各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
順
にPresentO

rganisationoftheSecondaryorH
igherSchoolsinGerm

any.Governm
ent

andPatronageofthePrussianPublicSchools.PreponderanceofPublicSchools.T
heA

biturientenexam
en.

＝
高



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
三

校
卒
業
（
大
学
入
試
）資
格
試
験
。T

hePrussianSchoolm
asters;T

heirT
raining,Exam

ination,A
ppointm

ent,and

Paym
ent.

。】

以
下
に
訳
稿
と
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
若
干
、
提
示
す
る
。

プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則

プ
ロ
イ
セ
ン
国
ノ
学
則
ハ
仏
国
ノ
者
ニ
同
シ
テ
其
学
校
ヲ
二
等
ニ
分
チ
其
一下

等

ヲ
プ
ラ
イ
メ
リ
ー
乃
エ
レ
メ
ン
タ
リ
ー
其
二
ヲ
ギ

ム
子
ー
ジ
ェ
ン
及
ヒ
リ
ア
ー
ル
シ
ュ
ー
レ
ン
ト
称
ス

其
下
プ
ラ
イ
メ
リ
ー
ス
コ
ー
ル

プ
ロ
イ
セ
ン
ニ
於
テ
其
ハ
法
律
ヲ
以
テ
挙
国
プ
ラ
イ
メ
リ
ー
ス
コ
ー
ル
ヲ
不
設
ヲ
不
得
且
一
パ
リ
シ
ュ
毎
ニ
必
ら
す
一
校
ヲ
置

ケ（
マ
ヽ
）大
政
府
ヨ
リ
定
メ
タ
ル
一
般
ノ
規
則
ニ
准
シ
地
方
ノ
学
校
管
理
局
ヲ（
マ
ヽ
）テ
其
ヲ
差
配
セ
シ
メ
且
確
定
ノ
試
験
ヲ
経
タ
ル
者
ヲ
挙

ケ
其
教
官
タ
ラ
シ
ム
」マ

マ

但
シ
此
プ
ラ
イ
メ
リ
ー
ス
コ
ー
ル
ノ
入
費
ハ
殊
ニ
僅
ナ
ル
ト
雖
童
幼
ノ
教
育
ノ
為
実
ニ
甚
便
宜
ヲ
得
タ

リ
ト
云
ベ
シ
且
強
テ
以
童
幼
ヲ
入
校
セ
シ
メ
後
試
験
ヲ
経
タ
ル
教
官
ヨ
リ
教
授
ヲ
受
シ
ム
新
英
利
亜
ニ
於
束
縛
法
ヲ
設
ケ
シ
ニ

人
民
好
テ
其
ヲ
奉
セ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
其
法
モ
遂
ニ
行
レ
サ
ル
ニ
近
シ
然
シ
プ
ロ
シ
ヤ
ニ
於
テ
人
々
其
ヲ
是
ト
シ
故
其
法
モ
亦
大
ニ

行
レ
リ

Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
に
は
右
の
「
…
ノ
学
則
」
と
い
う
文
言
は
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
（
註
※
）
で
示
し
た
Chp.

XV
の
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
プ
ロ
シ
ア
の
中
等
（
高
等
）
学
校
の
現
今
の
組
織
」
で
あ
る
。
右
の
訳
稿
の
本
文
四
行
目
迄
は
ミ
シ
ガ
ン
大



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
四

版
（
原
本
）
p.

180
の
原
文
の
冒
頭
七
行
分
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
。
左
に
提
示
の
テ
キ
ス
ト
で
明
ら
か
に
な
る
が
、
次
の
訳
出
文

上
等
ノ
学
校

上
等
ナ
ル
学
校
中
ニ
亦
二
種
ア
リ
テ
其
一
ヲ
ギ
ム
子
ー
ジ
エ
ン
ト
称
シ
テ
専
ラ
古
時
ノ
学
を
教
ヘ
其
他
ヲ
リ
ア
ル
シ
ュ
ー
レ
ン

ト
称
シ
商
売
ニ
係
リ
タ
ル
芸
術
ヲ
教
ヘ
リ

を
併
せ
て
検
証
す
る
と
、「
上
等
ノ
学
校
」
は
二
種
で
は
な
く
、
他
に
プ
ロ
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
（
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
よ
り
上
級
よ
り
二
、
三
年
短
）、
高
等
市
民
学
校
が
記
さ

れ
て
い
る
が
新
島
は
こ
れ
を
正
確
に
訳
出
し
て
お
ら
ず
、
忠
実
に
プ
ロ
シ
ア
の
教

育
制
度
を
伝
え
る
訳
文
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
訳
稿
の
「
ギ
ム
子
ー
ジ
ァ
ム
」
の

テ
キ
ス
ト
紹
介
と
し
て
、
下
に
Chp.

XV
の
最
初
の
三
頁
を
提
示
し
て
お
く
。
訳
出
文

は
『
全
集
』
1

pp.

550

－
551
御
参
照
の
程
を
。

提
示
の
訳
稿
「
…
ノ

学
則
」
の



5
－
9

の
中
に
「
パ
リ
ッ

シ
ュ
」（parish

＝
教

区
）
な
る
語
彙
が
使

（p.189）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
五

わ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
原
本
の
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
作
に
は
こ
の
語
で
な
く
、Regierungen,orgovernm

entdistrict,

..adeputationforw
orshipandpublicinstruction(D

eputationfürCultusundÖ
ffentlichenU

nterricht)

を
用
い
て
い

る
（
同
書
p.

200
）。
新
島
は
今
迄
の
知
見
か
ら
パ
リ
ッ
シ
ュ
を
用
い
て
記
述
し
た
と
し
て
よ
い
（
新
島
が
力
を
込
め
て
訳
出
し
た
独
乙

国
の
パ
チ
ソ
ン
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
こ
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
＝
レ
ポ
ー
ト
原
本



p.

170
）。

又
、
訳
稿
最
後
か
ら



3
の
「
新
英
利
亜
」
と
筆
者
も
解
し
た
部
分
は
『
全
集
』
1
で
も
「
新
英
利
亜
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

州
で
は
“
強
制
就
学
の
法
が
好
ま
れ
ず
”「
其
法
モ
遂
ニ
行
レ
サ
ル
ニ
近
シ
」
と
あ
る
。
独
乙
国
内
の
州
と
す
れ
ば
当
時
そ
の
よ
う
な

州
は
存
在
し
な
い
（
先
述
パ
チ
ソ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
原
本
p.

197
参
照
）。
こ
れ
は
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
知
人
で
ス
イ
ス
のCanton

N
eufchâtel

（
ニ
ュ
ー
シ
ャ
ー
テ
ル
州
）
に
住
む
人
の
話
し
と
し
て
、法
自
体
は
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
の
独
語
圏
と
同
じ
な
の
だ
が
、知

人
の
子
息
が
学
齢
に
な
っ
て
も
不
登
校
で
市
の
教
育
委
員
会
に
呼
出
さ
れ
、
や
れ
罰
金
だ
、
払
わ
な
い
な
ら
牢
獄
だ
と
い
わ
れ
た
事

を
挙
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
い
る
個
所
が
一
頁
の
三
分
の
二
位
あ
る
が
、
こ
れ
を
新
島
は
「
新

英
利
亜
ニ
於
テ
…
」
と
解
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
お
く
。
又
、
こ
の
訳
出
の
前
の
「
強
テ
以
童
幼
ヲ
入
校
セ
シ
メ
〔
シ
〕
後
、

試
験
ヲ
経
タ
ル
教
官
…
」
はPrussiam

eansbyascholarachildw
hohasbeensubjectedfrom

hissixthyeartohis

fifteenthtoobligatoryinstruction,eitherinpublicschoolsundercertificatedteachersw
hohavehadathree

years’traininginanorm
alschool,orinprivateschoolsunderteachersw

hoproducethesam
e,orhigher

guaranteesofcom
petency.

（
p.

18
）
か
ら
の
縮
め
た
訳
出
、
と
し
て
お
く
。

以
上
に
て
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
教
育
に
関
す
る
著
作
を
、
恐
ら
く
日
本
人
と
し
て
初
め
て
訳
出
せ
ん
と
し
た
新
島
の
訳
業
ぶ
り

を
テ
キ
ス
ト
を
具
体
的
に
提
示
し
て
検
証
の
資
と
し
て
き
た
。
以
下
も
訳
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
示
し
、
そ
れ
に
相
応
す
る
原
本
の
個
所

の
大
略
を
提
示
す
る
の
み
と
す
る
。



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
六

「
ギ
ム
子
ー
ジ
ャ
ム
」

テ
キ
ス
ト
は
提
示
済
（
六
四
頁
）。
p.

190
（
先
述
の
ミ
シ
ガ
ン
大
版
。
以
下
同
様
）
の



5
－
9T

hecourseineach

…
を
訳
出

の
冒
頭
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
p.

189
の



8
－
13
訳
出
せ
ず
。
次
に



18
よ
り
13

省
略
。
p.

190


28
か
ら
訳
出
し
始
め
て
い
る
。
但
、

「
二
十
八
時
間
中
十
時
間
…
三
十
時
間
中
八
時
間
ヲ
以
テ
ラ
テ
ン
語
授
業
ノ
時
ト
ナ
ス
」
と
あ
る
が
p.

190


19
－
22
（
訳
出
せ
ず
）
に

よ
れ
ば
、
正
確
に
は
、
第
一
学
年
は
二
八
時
間
中
八
時
間
、
そ
れ
以
外
の
五
学
年
は
三
〇
時
間
中
十
時
間
で
あ
る
。
次
は
同
pp.

190

28
のGreekbegins
…
か
ら
内
容
的
に
一
行
分
を
訳
し
、
三
行
分
を
と
ば
し
、T

hem
othertongue

（「
独
乙
語
」
と
し
て
訳
出
）

二
時
間
と
し
て
い
る
が
正
確
に
は
最
上
級
生
を
除
く
学
年
が
二
時
間
で
最
上
級
生
は
三
時
間
で
あ
る
。
次
の
「
算
術
且
数
理
三
時
乃

至
ハ
仏
語
…
」
は
正
し
く
は
“
算
数
或
は
数
学
の
週
の
時
間
数
は
、
上
の
第
六
・
五
学
年
は
四
時
間
、
第
四
・
三
・
二
学
年
は
三
時

間
、
最
下
級
学
年
も
四
時
間
で
、
仏
語
は
第
二
学
年
か
ら
で
週
三
時
間
、
そ
の
他
の
学
年
は
二
時
間
”
で
あ
る
。
新
島
は
「
…
乃
至

ハ
」
の
後
を
訳
出
す
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
は
p.

191


6
か
ら
で
あ
る
が
最
初
の
一
文
“
多
く
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ

ム
で
は
課
外
授
業
と
し
て
英
語
、
イ
タ
リ
ア
語
学
習
の
機
会
を
提
供

し
て
い
る
”と
い
う
原
英
文
は
訳
出
せ
ず
で
あ
る
。「
図
画
ヲ
教
ユ
ル

事
ハ
学
校
内
…
」に
相
応
す
る
文
言
は
原
本
に
は
な
い
。「
唱
歌
体
術

学
等
ハ
学
校
外
…
」
も
然
り
で
あ
る
（
前
掲
原
本
p.

191
）。「
但
シ
右

ノ
学
科
ハ
政
府
ヨ
リ
決
定
…
」
は
p.

190
に
戻
っ
て
い
る
（


10
－
18
）。

又
、
p.

191
に
進
ん
で
い
る
（



26
－
37
）、「
強
テ
生
徒
ノ
記
憶
力
ヲ

盛
ニ
セ
ン
事
ヲ
主
ト
シ
」
は
“
生
徒
の
幅
広
い
知
の
形
成
を
強
国
な

方
針
と
し
て
い
る
”
と
し
て
お
く
。
次
は
p.

192
を
適
当
に
摘
訳
し
て

（p.192）



文
部
省
『
理
事
功
程
』
覚
え
書
―
新
島
襄
作
成
説
攷
―

六
七

プ
ロ
ギ
ム
ネ
ー
ジ
ア
ム
を
記
し
て
い
る
。
参
考
迄
に
原
文
を
提
示
し
て
お
く
（
前
頁
）。

「
予
備
学
校
」（『
全
集
』
1

pp.

551
－
552
）
は
テ
キ
ス
ト
p.

194
の



36
－
38
と
次
頁
p.

195
の



1
－
6
迄
か
ら

の
訳
出
で
あ
る
。

「
教
官
ノ
仕
立
方
」
は
テ
キ
ス
ト

Chp.

XVIII
（
pp.

218
－
235
）
の
「
プ
ロ
シ
ア
の
学
校
教
師　

そ
の
育
成　

試
験　

俸

給
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
章
で
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は
独
語
、
仏
語
の
教
育
用
語
を
使
い
、
大
抵
は
英
語
で

パ
ラ
フ
レ
イ
ヅ
。
時
に
は
ラ
テ
ン
語
、
例
え
ばpro loco and pro ascencione, facultas docendi

（
代
用

及
び
高
校
教
員
資
格
、
教
授
資
格
の
一
種
）
と
い
っ
た
語
彙
を
使
っ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
豊
か
な
見
識
で
、

プ
ロ
シ
ア
の
教
師
任
用
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
、
現
行
採
用
試
験
、
師
範
学
校
、
実
習
期
間
と
内
容
、
任
用
、

そ
の
統
轄
、
文
部
大
臣
の
介
入
、
宗
教
教
育
、
学
校
の
宗
派
傾
向
、
福
音
主
義
派
教
義
の
広
汎
な
受
容
、
異

教
者
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
教
育
人
事
か
ら
の
排
除
、
教
師
の
ラ
ン
ク
と
名
称
、
俸
給
と
、
そ
の
記
述

内
容
は
、
ま
こ
と
に
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
新
島
は
読
ん
で
関
心
の
あ
る
一
連
の
文

章
に
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
と
は
、
時
に
異
る
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
纏
め
て
行
こ
う
と
し
た
の
が
先

述
同
様
、こ
の
訳
稿
「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
と
い
う
事
に
な
る
。「
教
官
の
仕
立
方
」
は

Chp.

XVIII

の
最
初
の
3

pp.

程
は
丁
寧
に
訳
出
せ
ず
下
に
提
示
の
p.

222


30
－
p.

223


3
迄
を
最
初
に
訳
出

し
て
い
る
。

次
に
一
頁
戻
っ
て
p.

221
の



11
－
p.

222


29
を
摘
訳
し
て
「
第
一
条
、
第
二マ

マ

」
と
し
て
い
る
。

但
、
原
本
に
は
「
第
一
条
」
と
か
「
第
二
条
」
と
し
て
の
記
述
は
全
く
存
在
し
な
い
。
か
く
し

て
、
第
二
の
終
り
、「
但
シ
…
仏
国
ニ
…
決
シ
テ
異
ナ
ラ
サ
ル
ベ
シ
」
は
提
示
し
た
原
文
の
最
後

（p.195）（p.222 30–p.223 3）
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六
八

七
行
の
訳
出
で
あ
る
。
最
初
の
「
プ
ロ
シ
ャ
ニ
於
テ
…
巴
利
西
府
ノ
教
官
学
校
（
註
、
提
示
原
文
の
三
行
目É

cole N
orm

alein

France

）
ヘ
意
ヲ
用
イ
ザ
ル
ニ
似
タ
リ
」
は
“
独
国
で
は
ギ
ム
ネ
ー
ジ
ア
ム
や
大
学
で
、
そ
れ
（norm

alsem
inary

）
に
替
わ
る

も
の
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
仏
国
の
リ
セ
や
大
学
の
学
部
の
範
囲
で
は
決
し
て
行
な
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
”
と
記
さ
れ
て

い
る
し
、
こ
の
章
の
初
め
に
はK

arlW
ilhelm

vonH
um

boldt,1767–1835.

に
よ
る
有
名
な
教
員
国
家
試
験
（Staatsprüfung

forschoolm
asters

＝Prüfung der Candidaten des höheren Schulam
ts

）
か
ら
の
プ
ロ
シ
ア
の
教
員
養
成
の
歴
史
が
叙
述

さ
れ
て
い
て
、
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は
新
島
が
訳
出
し
た
如
く
「
プ
ロ
イ
セ
ン
人
ハ
教
官
学
校
ニ
意
ヲ
用
イ
ザ
ル
ニ
似
タ
リ
」
と
記
し

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ロ
シ
ア
の
教
員
制
度
に
つ
い
て
細
か
く
説
明
、
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
後
は
よ
り
簡
単
に
原
本
の
頁
数
を
大
略
、
提
示
す
る
に
留
め
る
事
と
す
る
。
御
批
正
の
程
を
。

「
リ
ア
ー
ル
シ
ュ
ー
レ
ン
」
＝
p.

193


7
－
p.

195
の
摘
訳
。

「
神
学
ノ
教
授
」
＝
p.

192


20
－
21
及
び
、
p.

230


3
－
p.

232


17
あ
た
り
を
摘
訳
。

「
教
官
ノ
給
料
」
＝
p.

233


19
－
p.

235


29
摘
訳
。

「
学
校
ノ
数
ト
生
徒
ノ
人
員
」
＝
p.

195


7
－
26
。

こ
れ
以
上
の
繁
は
煩
に
堪
え
ざ
る
処
、
後
は
原
本
に
て
の
対
比
、
御
批
正
に
委
ね
る
事
と
す
る
。
こ
れ
に
て
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の

報
告
書
の
、
新
島
の
訳
業
ぶ
り
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
り
、『
功
程
』
と
新
島
の
関
係
が
よ
く
判
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、『
功
程
』「
独
乙
国
」
の
部
は
巻
之
八
・
九
・
十
で
あ
る
事
は
先
述
の
通
り
で
、
巻
之
八
・
九
に
相※

応
す
る
新
島
の
訳
稿
が

あ
り
、こ
れ
は
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
委
員
会
の
補
佐
委
員
マ
ー
ク
・
パ
チ
ソ
ン
の
、独
乙
国
初（

基
礎
）等

教
育
（
原
本
、elem

entaryeducation

）

の
調
査
報
告
書
で
あ
っ
た
。
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六
九

【
※
『
功
程
』
p.

597
の
「
バ
ー
子
ン
（
人
名
）
ノ
カ
テ
キ
ズ
ム
…
」
は
新
島
の
訳
稿
に
そ
う
訳
出
さ
れ
て
い
た
の
が
『
功
程
』
に
入
っ

た
の
で
あ
る
。
正
し
く
はBarm

on

＝
バ
ー
モ
ン
、
で
あ
る
＝
原
本
p.

255
。】

ト
ー
ン
ト
ン
委
員
会
で
の
Ｍ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
報
告
は
中
等
教
育
以
上
の
制
度
に
つ
い
て
の
調
査
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

訳
出
し
て
纏
め
上
げ
、
独
国
に
関
し
て
は
初
・
中
・
大
学
を
包
括
し
た
報
告
書
に
せ
ん
と
す
る
田
中
の
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
推
測
し
て
お
く
。

『
功
程
』
の
著
者
が
田
中
不
二
麿
で
、
新
島
襄
で
は
な
い
の
は
、
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
新
島
の
事
歴
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
同

志
社
出
身
の
方
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
恐
ら
く
、
文
献
、
資
料
等
の
内
容
の
真
否
を
検
証
せ
ず
に
、『
功
程
』
の
原
稿
の
作
成

者
を
新
島
だ
、
と
す
る
前
掲
、
尾
形
説
等
を
信
じ
込
ん
で
お
ら
れ
て
の
発
言
、
と
推
測
さ
れ
る
（
後
掲
、
小
林
『
紀
要
』
pp.

75
－
78
）。

今
の
処
、『
功
程
』
の
中
で
新
島
が
草
し
た
、
と
確
実
に
判
明
し
て
い
る
の
は
、
新
島
自
筆
の
訳
稿
「
独
乙
国
ノ
公
学
校
学
則

9

9

」

第マ

マ一
・
第（「

学
則
」→「
規
則
」に
変
化
）

二
編
・
第
三
編
（『
全
集
』
1

pp.

467
－
531
）
と
、「
普
魯
士
ノ
公
学
校
（
小
中
共
）
の
規
則
」（『
全
集
』
1

pp.

538
－
558
）
う

ち
、
同
書
pp.

538
－
549
の
、
p.

549
に
あ
る
「
プ
ロ
イ
セ
ン
ノ
学
則
」
の
前
迄
で
あ
る
。『
功
程
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
新
島
の
訳
稿
が
、

訂
正
等
な
し
に
採
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、用
語
（
述
語
）
等
の
改
変
の
上
で
の
採
録
で
あ
る
事
は
早
く
か
ら
小
林
哲
也
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
も
付
言
し
て
お
き
た
い
（『
京
都
大
学
教
育
学
部
紀
要
XX
』
p.

101　

昭
和
49
年
）。

又
、
小
林
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
（
同
『
紀
要
』
p.

100
）、
新
島
が
訳
出
す
る
の
に
無
理
な
言
語
の
資
料
も
『
功
程
』
に
は
含
ま
れ

て
い
る
の
で
『
功
程
』
＝
新
島
作
成
説
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
と
、
先
の
お
尋
ね
に
は
答
え
て
お
い
た
次
第
で
、
本
稿
が
そ
れ
を

実
証
的
に
補
強
す
る
形
に
な
れ
ば
、
い
さ
さ
か
幸
い
で
あ
る
（
新
島
が
大
学
時
代
に
仏
語
、
独
語
を
履
修
、
と
す
る
記
録
は
未
見
）。
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七
〇

『
功
程
』
研
究
の
先
達
を
偲
び
、
学
恩
に
謝
し
、
研
究
の
発
展
、
深
化
を
祈
り
、
菲
才
を
助
け
て
頂
い
た
方
々
に
、
改
め
て
御
礼
申

し
上
げ
て
擱
筆
。

大
謝

平
成
二
九
年
十
月


